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2015年度より流通経済大学客員講師。

1．トラック運送事業における労働環境の現状

かつて、厳しい労働環境を指す言葉として、

「３Ｋ」が世間の口の端に上った時代があっ

た。「きつい」「汚い」「危険」の頭文字を取っ

たものであるが、これに「給料が安い」「休

暇が少ない」「カッコ悪い」が加わると、「６

Ｋ」だそうである。こうした過酷な労働条件

の会社が、今で言うところの「ブラック企業」

なのであろう。

1956年の経済白書に「もはや戦後ではない」

と記された高度経済成長期は、モーレツ社員

が月月火水木金金と馬車馬のように働き、屋

台骨として日本の復興を支えてきた。あれか

ら60年。今は、生活と仕事の双方の調和を実

現する「ワーク・ライフ・バランス」を国が

率先して推進している。まさに隔世の感があ

る。

トラック運送業界においては、トラック運

転者の労働条件の改善をはかることを目的と

した「自動車運転者の労働時間等の改善のた

めの基準」（通称：改善基準告示）が存在する。

改善基準告示では、トラック運転者の拘束時

間（始業時刻から終業時刻までの時間で、労

働時間と休憩時間（仮眠時間を含む）の合計

時間）や休息期間（勤務と次の勤務の間の時

間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間とし

て、労働者にとって全く自由な時間）などが

詳細に定められている。しかし、トラック輸

送の現場では、荷主による輸送条件の急な変

更や荷物の搬出入時における待機が頻繁に発

生するため、改善基準告示を厳格に守ること

が難しい状況にある。

トラック輸送における労働時間の内訳、手

待ち時間の詳細、荷役の契約の有無など、長

時間労働の実態及び原因を明らかにし、今後

の取引慣行の改善など、労働時間短縮のため

の対策検討に資することを目的として、厚生

労働省と国土交通省が共同して実施した「ト

ラック輸送状況の実態調査」によれば、手待

ち時間がある運行は全体の半数近くに及び、

手待ち時間の平均は１時間45分となってい
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る。また、１運行の拘束時間が改善基準告示

で定める上限の原則13時間を超えるものが全

体の４割弱、例外的に認められている16時間

を超える運行も１割ほど存在している。さら

に、１日継続８時間以上必要とされている休

息期間について、基準を満たしていない運行

が１割強あった。加えて、改善基準告示では、

運転開始後４時間以内または４時間経過後に

運転を中断して30分以上の休憩等を確保しな

ければならないとされているが、連続運転時

間が４時間を超える運行が１割ほど見受けら

れる。

実際、厚生労働省が平成24年から平成26年

までの３年間にトラック運送事業の事業場に

対して実施した監督の結果、毎年６割以上の

事業場で改善基準告示違反が認められた。労

働基準監督官が監督した事例では、複数のト

ラック運転者について、６週間全く休日が取

られていなかったケースや、１か月の拘束時

間が約400 ～ 500時間に上るトラック運転者

がいたケース、勤務終了後に継続８時間以上

の休息期間を与えていなかったケースがあっ

た。

トラック運送事業は、他の自動車運送事業

に比べると、労働関係の法令違反による送検

件数が極めて多い。平成24年から平成26年ま

での３年間に労働基準関係法令違反で送検さ

れたトラック運送事業者は、バスやハイヤー・

タクシーなどを含めた自動車運転者を使用す

る事業場全体の６～７割を占めている。労働

基準監督官が送検した事例としては、トラッ

ク運転者２名の脳・心臓疾患（うち１名は死

亡）事案を発生させた事業場において、全従

業員の９割に１か月100時間を超える時間外

労働を課し、平均約150時間、最長で220時間

を超える時間外労働が認められたケースが

あった。その他、大型貨物自動車の荷台の上

で作業するトラック運転者に保護帽を着用さ

せないなど、危険防止に必要な措置を講じな

いまま荷積作業を行わせた結果、当該トラッ

ク運転者が荷台から墜落し、脳挫傷により意

識不明の重体となったケースや、トラック運

転者に高さ3.4メートルのトラック荷台の屋

根の補修作業を行わせた際、屋根までの昇降

設備がなく、作業箇所に墜落防止措置も講じ

られていなかったため、当該トラック運転者

が作業中に墜落して死亡したケースもあっ

た。

トラック運送事業においては、手荷役が多

いことも労働環境の改善を阻害する大きな要

因となっている。日本物流団体連合会が幹線

輸送を行っているトラック運送事業者を対象

に実施したアンケート調査の結果によれば、

パレット化されている貨物をバラして手荷役

で積み込んで輸送し、到着時に再び手荷役で

パレットに積み直すという、不合理で非効率

的な作業実態が明らかとなった。物理的には

パレット化が可能であるにもかかわらず、こ

うした手荷役が依然として行われ、ユニット

ロードによる一貫輸送が普及しない理由とし

ては、パレットはあくまで保管用であり、輸

送には使用しないという、荷主側におけるパ

レットの運用・管理に対する考え方によると

ころが大きいと推測されている。

トラック運送は、主に運転業務と荷役作業

とで構成されている。よって、トラック運送
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事業の労働環境を改善するためには、この双

方における問題の解決に取り組む必要があ

る。

２．トラック運送事業における労働 
  環境の改善に向けた取り組み

国土交通省は、自動車運送事業に従事する

事業用自動車の運転者の労働条件の改善につ

いて、従来から労働基準監督機関と連携した

取り組みを進めてきた。具体的には、国土交

通省及び厚生労働省による監督において、過

労運転等の実態を確認し、道路運送法、貨物

自動車運送事業法または労働関係法に関する

重大な違反事実を確認したときは、当該事案

を相互に通報することで監査・監督の端緒と

する相互通報制度がある。

平成27年度の実績を見ると、運輸局等から

労働基準監督機関への通報件数が364件、労

働基準監督機関から運輸局等への通報件数が

786件となっている。

この点につき、平成28年１月に発生した軽

井沢スキーバス事故を受けて取りまとめられ

た対策を踏まえ、事業用自動車の運転者の労

働条件を改善するため、労働安全衛生法に基

づく健康診断の未受診に係る事案が相互通報

の対象に追加された。これにより、過労運転

の防止に向けた国土交通省と厚生労働省の連

携がより強化されている。

また、国土交通省は、労働力不足により、

将来的な物流の維持・確保に対する懸念が顕

著になってきている現状を踏まえ、将来にわ

たっての物流機能の安定的な確保に向けて、

省内の関係部局や関係業界団体等から構築さ

れる「物流問題調査検討会」を設置した。こ

の検討会では、輸送動向や労働力不足の状況

確認と物流分野における労働力不足対策につ

いての検討が行われ、物流分野における労働

力不足への対策を短期的な需給ギャップの改

善の観点のみならず、今後、確実に進む中高

年層の退職を踏まえた中長期的・構造的な観

点からも取り組んでいくための具体的かつ総

合的な施策をパッケージ化した「物流分野に

おける労働力不足対策アクションプラン」が

取りまとめられた。

アクションプランでは、業界イメージの改

善や人材の確保・育成と並んで、就業環境の

改善が大きな柱として打ち出されており、「労

働者の待遇の改善・労働負荷の軽減」として、

原価計算セミナーの開催などによるトラック

運転者の賃金等の待遇改善に向けた運賃・料

金の適正収受等の促進、パレット等の輸送用

資機材の標準化・規格化や荷役の機械化によ

る手荷役の削減の促進、荷役や手待ち時間に

係る商慣習等の見直し、荷役作業の軽労化を

目的としたパワーアシストスーツの技術開

発・普及の促進、運転支援機能装備車やパワー

ステアリング車、ＡＴ車などの運転しやすい

車両の導入、短時間勤務等の多様な勤務形態

の導入などが掲げられている。

また、厚生労働省は、陸上貨物運送事業に

おける荷役作業による労働災害が毎年１万件

近く発生していることに加え、その３分の２

は荷主先で発生し、さらにその内の８割は貨

物自動車の運転者が被災しているという現状

を踏まえ、「陸上貨物運送事業における荷役

作業の安全対策ガイドライン」を策定した。

ガイドラインでは、陸上貨物運送事業に従
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事する労働者の荷役作業による労働災害を防

止するため、陸運事業者のみならず、荷主や

配送先などが取り組むべき事項についても

チェックリスト形式で具体的に示している。

一例を挙げると、墜落・転落事故防止のため、

荷主が管理する施設に安全帯の取付設備を設

置することや、ロールボックスパレット（カ

ゴ車）に手足等を挟まれることのないよう、

ロールボックスパレットの進行方向の視界を

確保し、移動経路を整理整頓することを推奨

している。

３．トラック運送契約の書面化の推進 
  と荷主勧告制度の改正

トラック運送事業は、荷主の需要に応じて

有償で貨物を運送するものであり、本来、ト

ラック運送事業者と荷主とは対等の関係でな

ければならない。しかし、トラック運送事業

者は、その大半が中小・零細企業であること

から、実際には取引上の立場が相対的に弱く、

荷主が優先的地位を濫用して、買いたたきや

不当な代金減額などを行うケースも見られ

る。そのため、トラック運送事業者は、安定

的かつ継続的な事業経営に必要となる運賃・

料金を適正に収受できていない状況にあり、

このことがトラック運送事業における労働環

境を劣悪なものにしている大きな要因となっ

ていることは否めない。

その一方で、トラック運送業界は「どんぶ

り勘定」と揶揄されるように、輸送に係るコ

ストを正確に把握するという原価意識に乏し

い部分があることに加え、口頭による契約が

商慣習として未だに根強く残っているという

課題を抱えている。

法律上は、原則として、契約書の作成が契

約成立のための必要条件とはなっていないた

め、運送の委託者である荷主が口頭でのみ運

送の申し込みを行い、運送の受託者であるト

ラック運送事業者がそれを受諾する意思表示

をすれば、運送契約は成立することになる。

しかし、トラック運送事業者は、荷主との間

では従属的な立場に置かれる上に、口頭での

契約は、詳細な条件等にまで踏み込まない

ケースが多いことから、結果として、長時間

にわたる手待ち時間の発生や、荷主による契

約に基づかない附帯作業の要求、一方的な運

賃の減額や協賛金の要請など、当初取り決め

た運賃・料金に見合わない作業やリスクを負

わされ、不測の損害を被る事態となりかねな

い。また、契約当事者が契約内容を書面化し

ている場合であっても、運賃や附帯作業の内

容・料金、燃料サーチャージ、車両留置料な

どの他、到着遅延や貨物の汚破損等による損

害賠償、契約途中のキャンセルなど、個別具

体的な取り決めがなされていないことで、ト

ラック運送事業者が荷主から不利な取引条件

を押し付けられているケースが多く見受けら

れる。

基本法である民法や商法は、契約当事者の

権利義務関係を一般的に定めたものに過ぎ

ず、個々のトラック運送契約の独自性や特殊

性まではカバーできないため、運行形態や搬

送品の種類、附帯作業の内容等を踏まえると

ともに、労働基準法をはじめとした労働法規

や改善基準告示、貨物自動車運送事業法、独

占禁止法や下請法等の関連法令にも留意し

た、詳細な運送ルールを明文化した契約書面
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を作成する必要がある。

こうしたことから、トラック運送事業者が

自ら進んで不適正な取引の発生を抑え、ト

ラック運送業界全体の底上げにつなげていく

ものとして、トラック運送契約の書面化が国

土交通省により推進されており、「トラック

運送業における書面化推進ガイドライン」が

策定されている。このガイドラインでは、貨

物の運送を引き受けたトラック運送事業者が

運送を委託した荷主に対し、運送の実施前に

運送引受書を交付することを求めている。運

送引受書は、運送当事者名や運送の受委託日、

貨物の積込開始の日時・場所や取卸し終了の

日時・場所、運送品の概要・車種・台数、運

賃や燃料サーチャージ、附帯業務の内容、有

料道路の利用料や附帯業務の料金、車両留置

料その他の料金、運賃・料金の支払いの方法

や期日などが必要記載事項とされており、こ

の運送引受書に基づいて運送業務が行われる

ことにより、トラック運送事業者が荷主から

適正な運賃・料金を収受できることを目指し

ている。

また、トラック運送契約の書面化の推進を

担保するものとして、荷主勧告制度が改正、

強化されている。新たな制度では、荷主がト

ラック運送事業者に対し、その優越的地位や

継続的な取引関係を利用して、やむを得ない

遅延に対するペナルティや非合理的な到着時

間を設定するなどの他、積込前に貨物量の増

加を急に依頼したり、荷主が管理する荷捌き

場で発生している恒常的な手待ち時間に対

し、トラック運送事業者の要請があるにもか

かわらず、通常行われるべき改善措置を行わ

ないといったことが荷主勧告の対象となる行

為として重点的に類型化されている。また、

トラック運送事業者の違反行為が主として荷

主の行為に起因するものであり、かつ、トラッ

ク運送事業者への処分のみでは再発防止が困

難と認められる場合には、協力要請書の発出

を要件とせずに直ちに荷主勧告を発動し、荷

主名及び事案の概要が公表されることとなっ

た。

４．コンプライアンスの徹底による 
  労働環境の改善に向けて

上述したトラック運送契約の書面化につい

ては、貨物自動車運送事業輸送安全規則が改

正されたものの、トラック運送事業者に対し

ては、適正取引の確保を努力義務とするに留

まり、トラック運送契約の書面化を義務とす

るまでには至らなかった。トラック運送契約

の書面化を義務とするには、荷主の理解が不

可欠であることは言うまでもないが、その一

方で、トラック運送事業者も、再生産可能な

運賃・料金を適正に収受し、安全・安心で快

適な労働環境を確保・維持するために、荷主

からの個別具体的な運送依頼に即応した、詳

細な運送引受書を作成する必要がある。

トラック運送は、多岐にわたる法令やガイ

ドライン等によって様々な規制が設けられて

いるにもかかわらず、こうした法的な知識や

経験を持つ人材が極めて乏しい。そのことが、

本来、運送委託者である荷主と対等な立場で

パートナーシップを構築すべきトラック運送

事業者の地位を相対的に弱いものとし、労働

環境の改善が進まない要因となっている。ト

ラック運送事業における労働環境の改善に
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は、トラック運送契約の書面化が必要不可欠

であり、そのためには、トラック運送に係る

法的な知識・経験を備えた人材の養成が急務

となる。

この点、例えば、不動産取引においては、

不動産業者が契約成立までの間に物件の内容

や取引条件を記載した書面を作成して取引の

当事者に交付し、不動産に関する専門知識を

有する宅地建物取引士に説明させなければな

らないとされているが、トラック運送におい

ても、「貨物自動車運送取引士」というよう

な専門的な資格を設けた上で、トラック運送

に関する重要事項を記載した書面の作成・交

付を義務付けてはどうだろうか。迅速で円滑

な輸送サービスの提供を阻害しないよう留意

しつつ、コンプライアンスの徹底を通じて労

働環境の改善をはかるべく、トラック運送業

界が旗振り役となって主体的に取り組む機運

が高まることを期待したい。

＜参考資料＞
・	国土交通省「『物流分野における労働力不足対策

アクションプラン』施策総括表（平成28年度）」
・	国土交通省「トラック輸送状況の実態調査（全体

版）結果概要」（平成28年2月）
・	国土交通省「事業用自動車運転者の健康診断の受

診について」(平成28年8月)
・	厚生労働省「陸上貨物運送事業における荷役作業

の安全対策ガイドライン」（平成25年3月）
・	厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対

する監督指導、送検の状況（平成26年）」
・	一般社団法人日本物流団体連合会	ユニットロード

システム検討小委員会「手荷役の実態アンケート
調査集計結果『中間報告』」（平成28年4月）

・	一般社団法人東京都トラック協会「トラック運送事
業における書面化の推進について」（平成26年2月）

＜追記＞
本稿で述べた内容は、筆者の個人的な見解である。
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１．常態化する長時間労働と低賃金の実態

トラック運輸産業は、1990年の規制緩和以

降、事業者数が1990年3月末の39,555者から

2015年3月末には62,637者まで増加する中で、

製造拠点の海外へのシフトは拡大し、国内貨

物輸送量は同年の68億㌧から2014年度では47

億㌧と3割以上減少した。その結果、荷主に

対するトラック運輸産業の従属的な立場は、

より明確となっている。

また、規制緩和に伴い「就労者の平均年齢」

「労働時間」「年収」「時間当たり賃金」の全

てにおいて、全産業との格差が拡大している。

そして、運輸労連の春季生活闘争や夏季・

年末一時金の妥結額の推移を分析すると、90

年代前半は、賃金改善分の大幅な減少により

妥結額が左（低位）へシフトし、これにより

年収の上昇傾向も頭打ちとなっている。90年

代後半は、バブル崩壊が賃金制度にも影響を

及ぼし、多くの組合で定昇凍結や稼動給の比

率を高めるなどの賃金改定が行われた。この

ような基本給部分の比率の低下により2000年

以降も妥結水準の低迷が続き、とりわけ、ゼ

ロ妥結も大幅に増加している。また、近年の

景況感や雇用動向の改善傾向にもかかわら

ず、妥結額の上昇は鈍いものとなっている。

長時間労働の改善と低賃金構造からの脱却
Reduction.of.working.time.and.Improvement.of.low.wages

世
よ な が

永正
しょうしん

伸：全日本運輸産業労働組合連合会 中央副執行委員長（産業政策部長）

略　歴
1980年日本通運（株）入社。1993年全日通労働組合東京支部執行委員（専従）。
2009年運輸労連東京都連合会副執行委員長。2011年全日通労働組合東京支部
書記長。2013年全日本運輸産業労働組合連合会中央書記次長。2015年現職

［要約］　トラック運輸産業は、規制緩和以降、事業者数が増加する中で、国内貨物輸送量の大

幅な減少が続き、従事するドライバーは長時間労働と低賃金が常態化している。その結果、若者

が魅力を感じない産業へと変化した。現在、人手不足の解消に向け、政労使で協議会が設置され

対策も検討されているが、産業別労働組合の立場から、本質的な課題の改善に向けた問題提起を

させていただいた。
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規制緩和以降「就労年齢」「労働時間」「年収」「時間当たり賃金」の全産業対比

運輸労連春季生活闘争妥結額の推移
1 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
999 1,999 2,999 3,999 4,999 5,999 6,999 7,999 8,999 9,999 10,999 11999 12999 13999

49 81 90 112 44 41 19 23
9.6% 15.9% 17.6% 22.0% 8.6% 8.0% 3.7% 4.5%
51 63 68 106 73 45 41 29

10.0% 12.4% 13.4% 20.8% 14.3% 8.8% 8.1% 5.7%

解　決
単組数

年

1990 510

1991 509

その他

6.5%
33

10.0%
51

0

10.0% 12.4% 13.4% 20.8% 14.3% 8.8% 8.1% 5.7%
15 27 60 76 99 113 49 26 15 15
3.0% 5.4% 12.0% 15.2% 19.8% 22.6% 9.8% 5.2% 3.0% 3.0%

18 65 108 125 91 44 13 7 5 8 3 1
3.6% 12.9% 21.4% 24.8% 18.1% 8.7% 2.6% 1.4% 1.0% 1.6% 0.6% 0.2%
137 118 72 46 19 13 3 3
27.8% 23.9% 14.6% 9.3% 3.9% 2.6% 0.6% 0.6%
131 97 53 27 7 2 1 2

1993 504

1994 493

1992
6

1.2%
16

1995 506

501

6.5%

3.1%
82

14.3%
186 131 97 53 27 7 2 1 2

25.9% 19.2% 10.5% 5.3% 1.4% 0.4% 0.2% 0.4%
144 92 24 30 9 1 1 1 1
27.7% 17.7% 4.6% 5.8% 1.7% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
115 70 25 21 7 2 1 1
22.3% 13.6% 4.8% 4.1% 1.4% 0.4% 0.2% 0.2%

101 127 121 64 27 10 3 1 1 1 1 0
20.4% 25.7% 24.5% 13.0% 5.5% 2.0% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%
135 135 54 15 8 2 1 1 2

1997 516

1998 494

1996 520
217
29.4%
274

1995 506

37
7.5%
109

26.9%

34.7%

135 135 54 15 8 2 1 1 2
29.2% 29.2% 11.7% 3.2% 1.7% 0.4% 0.2% 0.2% 0.4%

64 61 199 106 38 14 3 2 2 7
12.9% 12.3% 40.1% 21.4% 7.7% 2.8% 0.6% 0.4% 0.4% 1.4%
83 51 222 93 34 11 3 2 1 1 8

16.3% 10.0% 43.6% 18.3% 6.7% 2.2% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 1.6%
169 77 134 59 14 5 4 1 4
36.2% 16.5% 28.7% 12.6% 3.0% 1.1% 0.9% 0.2% 0.9%

2002 467

2001 509

2000 496

1999 462
109
23.6%

36.2% 16.5% 28.7% 12.6% 3.0% 1.1% 0.9% 0.2% 0.9%
173 105 120 57 17 3 2 1 1 4
35.8% 21.7% 24.8% 11.8% 3.5% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 0.8%
158 97 128 40 15 5 2 1 9
34.7% 21.3% 28.1% 8.8% 3.3% 1.1% 0.4% 0.2% 2.0%
144 86 144 44 10 7 2 11
32.1% 19.2% 32.1% 9.8% 2.2% 1.6% 0.4% 2.5%
122 94 127 49 12 11 4 1 1 15
28.0% 21.6% 29.1% 11.2% 2.8% 2.5% 0.9% 0.2% 0.2% 3.4%

2003 483

2004 455

2005 448

2006 436
28.0% 21.6% 29.1% 11.2% 2.8% 2.5% 0.9% 0.2% 0.2% 3.4%
96 109 153 57 13 9 6 1 1 3

21.4% 24.3% 34.2% 12.7% 2.9% 2.0% 1.3% 0.2% 0.2% 0.7%
97 103 144 52 14 11 5 1 1 16

21.8% 23.2% 32.4% 11.7% 3.2% 2.5% 1.1% 0.2% 0.2% 3.6%
155 95 120 35 11 5 2 15
35.4% 21.7% 27.4% 8.0% 2.5% 1.1% 0.5% 3.4%
108 107 137 40 20 2 2 214372010

2009 438

4442008

2007 448

2006 436

108 107 137 40 20 2 2 21
24.7% 24.5% 31.4% 9.2% 4.6% 0.5% 0.5% 4.8%
105 109 115 40 11 5 4 23
25.5% 26.5% 27.9% 9.7% 2.7% 1.2% 1.0% 5.6%
91 110 123 48 13 4 4 1 23

21.8% 26.4% 29.5% 11.5% 3.1% 1.0% 1.0% 0.2% 5.5%
85 107 130 46 17 3 2 1 1 1 30

20.1% 25.3% 30.7% 10.9% 4.0% 0.7% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 7.1%

2011 412

4372010

2013 423

4172012

濃い色は最も割合が高いランク、薄い色は 番目、 番目のランクを示している。

57 88 132 64 22 6 6 1 1 1 32
13.9% 21.5% 32.2% 15.6% 5.4% 1.5% 1.5% 0.2% 0.2% 0.2% 7.8%
32 74 135 76 25 9 10 3 1 1 1 41
7.8% 18.1% 33.1% 18.6% 6.1% 2.2% 2.5% 0.7% 0.2% 0.2% 0.2% 10.0%

2015 408

2014 410

出所：運輸労連

運輸労連
規制緩和以降の「年齢」「労働時間」「年収」「時間当たり賃金」の全産業対比

1

営業用貨物自動車（男性・企業規模計） 産業計（男性・企業規模計） 差

年齢
年間

労働時間
年間収入

時間あたり
賃金

年齢
年間

労働時間
年間
収入

時間あたり
賃金

年齢
年間

労働時間
年間収入

時間あたり
賃金

1989 38.3 2,864 4,087,300 1,264 39.3 2,388 4,795,300 1,558 △1.0 476 △ 708,000 △ 293

1990 38.5 2,849 4,335,600 1,349 39.5 2,376 5,068,600 1,647 △1.0 473 △ 733,000 △ 299

1991 39.4 2,694 4,630,900 1,506 39.7 2,304 5,336,100 1,774 △0.3 390 △ 705,200 △ 268

1992 39.2 2,671 4,738,100 1,545 39.7 2,268 5,441,400 1,829 △0.5 403 △ 703,300 △ 283

1993 39.3 2,580 4,674,300 1,585 39.9 2,196 5,491,600 1,909 △0.6 384 △ 817,300 △ 325

1994 39.4 2,574 4,724,600 1,608 40.0 2,220 5,572,800 1,930 △0.6 354 △ 848,200 △ 322

1995 39.7 2,630 4,648,100 1,555 40.1 2,244 5,599,800 1,932 △0.4 386 △ 951,700 △ 377

1996 40.1 2,600 4,664,900 1,571 40.3 2,208 5,671,600 1,990 △0.2 392 △ 1,006,700 △ 418

1997 40.0 2,569 4,800,700 1,627 40.5 2,208 5,750,800 2,021 △0.5 361 △ 950,100 △ 394

1998 40.3 2,532 4,686,400 1,641 40.4 2,196 5,696,800 2,010 △0.1 336 △ 1,010,400 △ 370

1999 40.5 2,514 4,526,200 1,613 40.6 2,172 5,623,900 2,029 △0.1 342 △ 1,097,700 △ 416999 5 ,5 ,5 6, ,6 3 6 , 5,6 3,9 , 9 3 , 9 , 6

2000 40.3 2,555 4,508,700 1,578 40.8 2,208 5,606,000 2,013 △0.5 347 △ 1,097,300 △ 434

2001 40.7 2,556 4,500,500 1,580 40.9 2,196 5,659,100 2,041 △0.2 360 △ 1,158,600 △ 461

2002 41.6 2,533 4,282,800 1,536 41.1 2,172 5,554,600 2,031 0.5 361 △ 1,271,800 △ 495

2003 41.4 2,550 4,201,600 1,510 41.2 2,184 5,478,100 2,025 0.2 366 △ 1,276,500 △ 516

2004 41 7 2 538 4 223 200 1 522 41 3 2 196 5 427 000 2 009 0 4 342 △ 1 203 800 △ 4872004 41.7 2,538 4,223,200 1,522 41.3 2,196 5,427,000 2,009 0.4 342 △ 1,203,800 △ 487

2005 42.8 2,591 4,115,600 1,463 41.6 2,184 5,523,000 2,045 1.2 407 △ 1,407,400 △ 581

2006 43.2 2,580 4,196,300 1,497 41.8 2,220 5,554,600 2,015 1.4 360 △ 1,358,300 △ 518

2007 43.7 2,626 4,282,200 1,512 41.9 2,208 5,547,200 2,024 1.8 418 △ 1,265,000 △ 512

2008 43.2 2,550 4,294,500 1,536 41.7 2,196 5,503,900 2,018 1.5 354 △ 1,209,400 △ 482

2009 43 8 2 555 3 923 900 1 419 42 0 2 136 5 298 200 1 992 1 8 419 △ 1 374 300 △ 5732009 43.8 2,555 3,923,900 1,419 42.0 2,136 5,298,200 1,992 1.8 419 △ 1,374,300 △ 573

2010 44.0 2,524 4,031,600 1,482 42.1 2,172 5,230,200 1,989 1.9 352 △ 1,198,600 △ 507

2011 45.2 2,580 3,926,400 1,410 42.3 2,184 5,267,600 1,979 2.9 396 △ 1,341,200 △ 569

2012 45.4 2,586 3,938,100 1,429 42.5 2,184 5,296,800 1,991 2.9 402 △ 1,358,700 △ 561

2013 45.6 2,609 4,021,900 1,443 42.8 2,160 5,241,000 1,999 2.8 449 △ 1,219,100 △ 556

産業計は学歴計、営業用貨物自動車は営業用大型および営業用普通・小型の加重平均
年間収入は現金給与額×12＋特別給与額、年間総労働時間は（所定内実労働時間＋超過労働時間）×12、時間あたり賃金は現金給与額を総労働時間で除したもの
資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成

2014 45.6 2,586 4,031,900 1,450 42.9 2,172 5,364,000 2,020 2.7 414 △ 1,332,100 △ 570

2015 45.8 2,599 4,163,100 1,492 42.9 2,172 5,477,000 2,046 2.9 427 △ 1,313,900 △ 554

出所：運輸労連
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1 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

99,999 149,999 199,999 249,999 299,999 349,999 399,999 449,999 499,999 549,999 599,999

0 2 21 26 75 101 115 85 37 21 1

0.0% 0.4% 4.0% 5.0% 14.4% 19.3% 22.0% 16.3% 7.1% 4.0% 0.2%

0 0 16 16 46 111 81 94 81 29 0

0.0% 0.0% 3.1% 3.1% 8.9% 21.5% 15.7% 18.2% 15.7% 5.6% 0.0%8.1%

38

7.3%

42

1990 522

1991

その他

516

600,000
～

解　決
単組数

年　度 0
事業者

数

40,072

41,053
0.0% 0.0% 3.1% 3.1% 8.9% 21.5% 15.7% 18.2% 15.7% 5.6% 0.0%

0 0 9 14 40 87 100 90 88 52 2

0.0% 0.0% 1.7% 2.7% 7.6% 16.5% 18.9% 17.0% 16.7% 9.8% 0.4%

0 1 4 16 28 71 108 83 94 53 24 16 16 7

0.0% 0.2% 0.8% 3.1% 5.4% 13.6% 20.7% 15.9% 18.0% 10.2% 4.6% 3.1% 3.1% 1.3%

0 1 4 18 37 88 100 86 80 45 20 15 20 20

0.0% 0.2% 0.7% 3.4% 6.9% 16.5% 18.7% 16.1% 15.0% 8.4% 3.7% 2.8% 3.7% 3.7%

0 0 8 20 39 88 111 80 79 47 22 12 20 18
1995 544

1992 528

1993 521

1994 534

8.1%

46

8.7%
42,308

43,450

45,015

46,638
0.0% 0.0% 1.5% 3.7% 7.2% 16.2% 20.4% 14.7% 14.5% 8.6% 4.0% 2.2% 3.7% 3.3%

0 2 8 22 44 87 116 82 81 45 25 14 20 22

0.0% 0.4% 1.4% 3.9% 7.7% 15.3% 20.4% 14.4% 14.3% 7.9% 4.4% 2.5% 3.5% 3.9%

0 1 8 19 48 84 124 92 70 46 22 13 24 20

0.0% 0.2% 1.4% 3.3% 8.4% 14.7% 21.7% 16.1% 12.3% 8.1% 3.9% 2.3% 4.2% 3.5%

0 3 9 21 64 88 130 73 66 35 25 13 23 12

0.0% 0.5% 1.6% 3.7% 11.4% 15.7% 23.1% 13.0% 11.7% 6.2% 4.4% 2.3% 4.1% 2.1%

0 5 19 29 102 109 103 52 51 29 10 8 16 11

1996 568

1997 571

1998 562

1995 544 46,638

48,629

50,481

52,119

0 5 19 29 102 109 103 52 51 29 10 8 16 11

0.0% 0.9% 3.5% 5.3% 18.8% 20.0% 18.9% 9.6% 9.4% 5.3% 1.8% 1.5% 2.9% 2.0%

5 6 18 34 108 111 90 38 46 18 17 9 10 18

0.9% 1.1% 3.4% 6.4% 20.5% 21.0% 17.0% 7.2% 8.7% 3.4% 3.2% 1.7% 1.9% 3.4%

8 20 15 44 103 119 72 43 43 13 14 10 11 20

1.5% 3.7% 2.8% 8.2% 19.3% 22.2% 13.5% 8.0% 8.0% 2.4% 2.6% 1.9% 2.1% 3.7%

12 27 38 67 89 89 58 38 25 14 11 7 9 22

2.4% 5.3% 7.5% 13.2% 17.6% 17.6% 11.5% 7.5% 4.9% 2.8% 2.2% 1.4% 1.8% 4.3%
2002 506

2000 528

1999 544

2001 535

54,019

55,427

56,871

58,146
2.4% 5.3% 7.5% 13.2% 17.6% 17.6% 11.5% 7.5% 4.9% 2.8% 2.2% 1.4% 1.8% 4.3%

13 29 47 70 86 80 69 24 24 7 16 6 10 12

2.6% 5.9% 9.5% 14.2% 17.4% 16.2% 14.0% 4.9% 4.9% 1.4% 3.2% 1.2% 2.0% 2.4%

13 29 40 75 85 89 62 21 21 6 12 7 10 15

2.7% 6.0% 8.2% 15.5% 17.5% 18.4% 12.8% 4.3% 4.3% 1.2% 2.5% 1.4% 2.1% 3.1%

14 27 46 64 87 88 51 23 14 5 11 7 13 18

3.0% 5.8% 9.8% 13.7% 18.6% 18.8% 10.9% 4.9% 3.0% 1.1% 2.4% 1.5% 2.8% 3.8%

16 32 53 78 87 80 41 25 13 5 10 6 12 14

3.4% 6.8% 11.2% 16.5% 18.4% 16.9% 8.7% 5.3% 2.8% 1.1% 2.1% 1.3% 2.5% 3.0%

2003 493

2004 485

2005 468

2006 472

59,529

61,041

62,056

62,567
3.4% 6.8% 11.2% 16.5% 18.4% 16.9% 8.7% 5.3% 2.8% 1.1% 2.1% 1.3% 2.5% 3.0%

8 25 62 73 82 73 46 19 15 3 10 7 12 32

1.7% 5.4% 13.3% 15.6% 17.6% 15.6% 9.9% 4.1% 3.2% 0.6% 2.1% 1.5% 2.6% 6.9%

19 45 56 72 85 70 42 21 17 4 8 9 9 22

4.0% 9.4% 11.7% 15.0% 17.7% 14.6% 8.8% 4.4% 3.5% 0.8% 1.7% 1.9% 1.9% 4.6%

20 39 74 83 65 57 32 12 14 8 5 1 6 37

4.4% 8.6% 16.3% 18.3% 14.3% 12.6% 7.1% 2.6% 3.1% 1.8% 1.1% 0.2% 1.3% 8.2%

13 51 62 67 73 50 34 13 9 9 4 6 5 39

2007 467

2006 472

2009 453

4792008

62,567

63,122

62,892

62,712

13 51 62 67 73 50 34 13 9 9 4 6 5 39

3.0% 11.7% 14.3% 15.4% 16.8% 11.5% 7.8% 3.0% 2.1% 2.1% 0.9% 1.4% 1.1% 9.0%

19 64 60 82 69 35 30 20 6 8 4 8 6 35

4.3% 14.3% 13.5% 18.4% 15.5% 7.8% 6.7% 4.5% 1.3% 1.8% 0.9% 1.8% 1.3% 7.8%

15 51 68 76 72 36 33 12 7 7 5 6 6 32

3.5% 12.0% 16.0% 17.8% 16.9% 8.5% 7.7% 2.8% 1.6% 1.6% 1.2% 1.4% 1.4% 7.5%

12 63 60 71 69 39 33 12 9 7 5 5 5 38

2.8% 14.7% 14.0% 16.6% 16.1% 9.1% 7.7% 2.8% 2.1% 1.6% 1.2% 1.2% 1.2% 8.9%

4352010

4262012

2011 446

2013 428

62,989

63,082

62,936

62,905

事業者数は国土交通省自動車局貨物課資料。濃い色は最も割合が高いランク、薄い色は 番目、 番目のランクを示している。

12 41 59 74 80 42 31 16 7 6 7 6 5 41

2.8% 9.6% 13.8% 17.3% 18.7% 9.8% 7.3% 3.7% 1.6% 1.4% 1.6% 1.4% 1.2% 9.6%

7 37 48 83 69 46 36 23 6 6 6 4 3 51

1.6% 8.7% 11.3% 19.5% 16.2% 10.8% 8.5% 5.4% 1.4% 1.4% 1.4% 0.9% 0.7% 12.0%
2015 425

2014 427 62,637

1 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

99,999 149,999 199,999 249,999 299,999 349,999 399,999 449,999 499,999 549,999 599,999

64 95 96 79 71 0

12.2% 18.1% 18.3% 15.0% 13.5% 0.0%

44 77 94 106 69 53 24 25 0

8.3% 14.6% 17.8% 20.0% 13.0% 10.0% 4.5% 4.7% 0.0%

事業者
数

40,072

41,0531991 529

その他0
解　決
単組数

年　度

12.0%

63

37

7.0%

1990 526

600,000
～

58

11.0%

8.3% 14.6% 17.8% 20.0% 13.0% 10.0% 4.5% 4.7% 0.0%

32 89 92 102 74 56 29 29 0

6.0% 16.6% 17.2% 19.1% 13.8% 10.5% 5.4% 5.4% 0.0%

39 89 86 106 75 49 24 31 6

7.1% 16.3% 15.7% 19.4% 13.7% 9.0% 4.4% 5.7% 1.1%

51 82 94 110 69 51 24 35 8

9.0% 14.4% 16.5% 19.4% 12.1% 9.0% 4.2% 6.2% 1.4%

10 29 50 90 99 97 75 42 28 30 11

1.8% 5.1% 8.8% 15.9% 17.5% 17.2% 13.3% 7.4% 5.0% 5.3% 1.9%

42,308

43,450

45,015

46,638

1992 535

7.0%

32

6.0%

5651995
0.7%

44

7.7%

4

7.7%

42
1993 547

1994 568

1.8% 5.1% 8.8% 15.9% 17.5% 17.2% 13.3% 7.4% 5.0% 5.3% 1.9%

9 36 39 99 95 96 68 52 27 36 17

1.5% 6.2% 6.7% 17.0% 16.3% 16.5% 11.7% 8.9% 4.6% 6.2% 2.9%

7 16 33 45 115 106 87 75 44 24 39 8

1.2% 2.7% 5.5% 7.5% 19.1% 17.6% 14.5% 12.5% 7.3% 4.0% 6.5% 1.3%

14 21 51 87 116 95 69 53 34 15 29 13

2.3% 3.5% 8.5% 14.4% 19.2% 15.8% 11.4% 8.8% 5.6% 2.5% 4.8% 2.2%

20 28 78 99 103 77 52 33 24 15 23 12

46,638

48,629

50,481

52,119

0.3%

2

565

1996

13

582

603

1997 601

1998

1995

8

1.4%

0.7%

1.0%

6

20 28 78 99 103 77 52 33 24 15 23 12

3.5% 4.9% 13.5% 17.2% 17.9% 13.3% 9.0% 5.7% 4.2% 2.6% 4.0% 2.1%

19 33 60 104 103 55 49 34 17 15 19 11

3.6% 6.2% 11.3% 19.7% 19.5% 10.4% 9.3% 6.4% 3.2% 2.8% 3.6% 2.1%

6 19 28 48 76 107 72 63 28 19 18 11 40 0

1.1% 3.6% 5.2% 9.0% 14.2% 20.0% 13.5% 11.8% 5.2% 3.6% 3.4% 2.1% 7.5% 0.0%

10 32 40 60 79 102 68 48 21 19 13 10 26 0

1.9% 6.1% 7.6% 11.4% 15.0% 19.3% 12.9% 9.1% 4.0% 3.6% 2.5% 1.9% 4.9% 0.0%
2002 528

54,019

55,427

56,871

58,146

1.9%

10

2001 535

2000 529

2.3%

13
1999 577

9 18 39 65 81 91 71 29 20 14 13 9 21 0

1.9% 3.8% 8.1% 13.5% 16.9% 19.0% 14.8% 6.0% 4.2% 2.9% 2.7% 1.9% 4.4% 0.0%

11 28 43 65 74 93 63 29 21 13 9 8 38 0

2.2% 5.7% 8.7% 13.1% 14.9% 18.8% 12.7% 5.9% 4.2% 2.6% 1.8% 1.6% 7.7% 0.0%

8 25 43 61 74 88 58 24 21 9 9 6 13 16

1.8% 5.5% 9.5% 13.4% 16.3% 19.3% 12.7% 5.3% 4.6% 2.0% 2.0% 1.3% 2.9% 3.5%

6 35 49 59 75 85 45 32 22 5 7 6 16 23

1.3% 7.5% 10.5% 12.7% 16.1% 18.3% 9.7% 6.9% 4.7% 1.1% 1.5% 1.3% 3.4% 4.9%

59,529

61,041

62,056

62,567

2003 480

2004 495

2005 455

2006 465
1.3% 7.5% 10.5% 12.7% 16.1% 18.3% 9.7% 6.9% 4.7% 1.1% 1.5% 1.3% 3.4% 4.9%

5 28 64 63 67 78 52 27 26 5 8 4 12 29

1.1% 6.0% 13.7% 13.5% 14.3% 16.7% 11.1% 5.8% 5.6% 1.1% 1.7% 0.9% 2.6% 6.2%

14 41 67 62 68 66 44 28 24 6 6 3 13 23

3.0% 8.8% 14.4% 13.3% 14.6% 14.2% 9.5% 6.0% 5.2% 1.3% 1.3% 0.6% 2.8% 4.9%

15 52 69 77 68 53 33 20 20 8 2 2 8 30

3.3% 11.4% 15.1% 16.8% 14.9% 11.6% 7.2% 4.4% 4.4% 1.8% 0.4% 0.4% 1.8% 6.6%

10 46 65 78 71 51 33 22 16 7 2 6 12 32

62,892

62,712

62,989

62,567

63,122468

2006 465

4512010

2009 457

4652008

2007

10 46 65 78 71 51 33 22 16 7 2 6 12 32

2.2% 10.2% 14.4% 17.3% 15.7% 11.3% 7.3% 4.9% 3.5% 1.6% 0.4% 1.3% 2.7% 7.1%

11 43 74 79 73 43 41 19 16 5 4 3 12 27

2.4% 9.6% 16.4% 17.6% 16.2% 9.6% 9.1% 4.2% 3.6% 1.1% 0.9% 0.7% 2.7% 6.0%

12 57 49 75 69 39 35 15 14 5 4 4 11 37

2.8% 13.4% 11.5% 17.6% 16.2% 9.2% 8.2% 3.5% 3.3% 1.2% 0.9% 0.9% 2.6% 8.7%

7 55 47 66 73 43 39 22 18 4 4 6 9 30

1.7% 13.0% 11.1% 15.6% 17.3% 10.2% 9.2% 5.2% 4.3% 0.9% 0.9% 1.4% 2.1% 7.1%
62,905

62,989

63,082

62,9364262012

2011 450

2013 423

4512010

事業者数は国土交通省自動車局貨物課資料。濃い色は最も割合が高いランク、薄い色は 番目、 番目のランクを示している。

6 41 57 64 75 52 32 24 16 5 6 8 8 36

1.4% 9.5% 13.3% 14.9% 17.4% 12.1% 7.4% 5.6% 3.7% 1.2% 1.4% 1.9% 1.9% 8.4%

5 25 54 60 85 53 37 27 21 5 5 6 7 43

1.2% 5.8% 12.5% 13.9% 19.6% 12.2% 8.5% 6.2% 4.8% 1.2% 1.2% 1.4% 1.6% 9.9%

62,637

2015 433

2014 430

夏季一時金の推移

年末一時金の推移

出所：運輸労連

出所：運輸労連
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２．総労働時間短縮の取り組みは緊急課題

（１） 事故防止に向けた安全運行管理の徹底

労働時間管理の徹底は、事故防止の観点か

らも経営の最重要課題であり、長時間労働の

放置やサービス残業などのコンプライアンス

違反はいわゆる「ブラック企業（産業）」と

みなされるだけでなく、監督官庁による行政

指導や高額な不払い残業代の支払いなど、事

業継続に重大な影響を及ぼすこととなる。

また、トラック運輸産業は、他産業と比較

して総労働時間が極めて長くなっており、過

労に起因する脳・心臓疾患の労災補償件数が、

統計を取り始めた2002年以降全ての年におい

て全産業中で最も多く、2014年度の脳・心臓

疾患による労災認定件数は6年連続でワース

トとなった。また、近年増加している精神疾

患でも2014年度は業種別でワーストとなるな

ど、これまで以上に総労働時間の短縮が求め

られる状況にある。

厚生労働省は、総労働時間短縮に向けた執

行面の対応として、労働基準監督署による監

督指導を強化するとともに、重点監督対象を

月残業100時間超から80時間超へ拡大するこ

とを決定した。

さらに、厚生労働省は昨年4月以降、長時

間労働に起因する過労死のあった事業場や、

労働基準関係法令違反の疑いのある事業場を

対象に重点監督を実施しており、12月までの

集計結果では半数以上の事業場に違法な時間

外労働が見受けられ、交通運輸業では約8割

で何らかの法令違反が確認されている。

このような中、本年3月17日、山陽道の八

本松トンネル内で多数の死傷者を出したト

ラックによる多重追突事故が発生し、その一

因に過労運転防止に対する不適切な措置（連

続運転時間、休息期間、拘束時間違反）の放

置よる企業のずさんな運行管理体制や雇用時

の健康診断未受診などの実態が明らかとなっ

た。この事故を起こした事業者は、事業停止

及び輸送施設の使用停止処分が下されるとと

もに運行管理者が逮捕された。

今後、行政を中心にずさんな運行管理と事

故発生の関連性を検証し、その結果を社会に

明らかにし対策を講じる事が急務である。

（２） 自動車運転者の総拘束時間の短縮に向 

 けた具体的な考え方

現行の改善基準における総拘束時間の上

限は、一般に適用される労働時間と比べて大

幅に上回ったものとなっており、運輸労連は

現行法に見合った上限の設定の必要性を重点

別紙

自動車運転者を使用する事業場に対する
監督指導、送検の状況（平成 年）

１ 監督指導状況

業種ごとの監督実施事業場数、労働基準関係法令違反事業場数、主な違反事項は、次
のとおりである。
※ 以下、表中の 内は違反率

監督実施
事業場数

労働基準関
係法令違反
事業場数

主な違反事項

労働時間 割増賃金 休日

ト ラ ッ ク

バ ス

ハイヤー・
タ ク シ ー

そ の 他

合 計

事項

業種

（注）「その他」欄は、トラック、バス及びタクシー・ハイヤー以外の業種で自動車運転者を使用する事業
場。以下同じ。

改善基準告示の違反事業場数及び主な違反事項は、次のとおりである。

監督実施
事業場数

改善基準
告示違反
事業場数

主な違反事項

最大拘束
時間

総拘束
時間

休息期間
連続運転
時間

最大運転
時間

ト ラ ッ ク

バ ス

ハイヤー・
タ ク シ ー

－
－

－
－

そ の 他

合 計

事項

業種

1 

別紙

自動車運転者を使用する事業場に対する
監督指導、送検の状況（平成 年）

１ 監督指導状況

業種ごとの監督実施事業場数、労働基準関係法令違反事業場数、主な違反事項は、次
のとおりである。
※ 以下、表中の 内は違反率

監督実施
事業場数

労働基準関
係法令違反
事業場数

主な違反事項

労働時間 割増賃金 休日

ト ラ ッ ク

バ ス

ハイヤー・
タ ク シ ー

そ の 他

合 計

事項

業種

（注）「その他」欄は、トラック、バス及びタクシー・ハイヤー以外の業種で自動車運転者を使用する事業
場。以下同じ。

改善基準告示の違反事業場数及び主な違反事項は、次のとおりである。

監督実施
事業場数

改善基準
告示違反
事業場数

主な違反事項

最大拘束
時間

総拘束
時間

休息期間
連続運転
時間

最大運転
時間

ト ラ ッ ク

バ ス

ハイヤー・
タ ク シ ー

－
－

－
－

そ の 他

合 計

事項

業種

1 

改善基準告示違反

労働基準法違反

注：	「その他」欄は、トラック、バス及びタクシー・ハイヤー以外の業種で自
動車運転者を使用する事業場。

資料：	厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導・
送検の状況（2014）」
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政策に掲げている。

具体的には、厚生労働省の過労死労災認定

基準（脳・血管疾患や虚血性心疾患等の発生

リスクが高まると指摘される2 ヵ月以上にわ

たり1 ヵ月平均の時間外労働80時間以上）を

超過している現行の改善基準告示の総拘束時

間のあり方について、厚生労働省や全日本ト

ラック協会などへ、過労死労災認定基準以内

（年間最大拘束時間3,300時間以内、1 ヵ月あ

たり275時間）に短縮するよう強く求めてき

た。

一方で、政府も長時間労働是正の検討をは

じめており、トラック運輸産業が、若者に魅

力のある産業へと改革していくには、長時間

労働の改善は避けて通れない課題となってい

る。

今後も、行政をはじめとする関係機関に対

し粘り強く要請していくが、併せて、労働時

間短縮イコール賃金の減額とつながる現行の

賃金制度の改善にも踏み込んで行く必要があ

ると考えている。

３．魅力ある産業の構築に向けて

（１） 事業許可の更新制導入と悪質事業者の 

 退出促進

バス業界では、本年1月に発生した軽井沢

スキーバス事故を受けて国土交通省が設置し

た「事故対策委員会」で、貸切バス事業の監

査・処分制度を一層強化し、不適正事業者の

排除・退出につながる「事業許可の更新制」

の導入を再発防止策として取りまとめた。

運輸労連としても、この間、規制緩和への

対策として、公正競争を担保するためには、

安全管理面でのチェック機能の強化を図るべ

きであり、事業許可後も一定の年数毎の更新

制を求めてきた。トラックの安全を確保する

ためには貸切バスにおける「事業許可の更新

制」を、トラックにも水平展開をしていく必

要がある。

ただし、その導入には、貸切バス約4,500

者に対し、トラック事業者は約63,000者もあ

ることや国土交通省の監査実施体制が2016年

度366名であることから大幅な増員が必要で

あり、トラックへの導入は、かなりハードル

が高いといえる。しかし、適正化事業実施機

関の活用や、安全性優良事業所（Ｇマーク取

得事業所）は「自動更新（優遇措置）」とす

るなど諸施策を講じながら、導入をすすめる

べきである。とりわけ、Ｇマークの取得には、

「安全性に対する法令の遵守状況」「事故や違

反の状況」「安全性に対する取り組みの積極

性」など厳しい評価項目による認定要件をク

リアし、その結果として事故発生や死亡事故

件数が未取得事業所より特段に優れているこ

とから、具体的な検討を求めたい。

一方、悪質・不適正事業者の排除・退出の

対応については、一発許可取り消しや使用を

停止する車両割合の引き上げなどの厳しい措

改善基準告示の新しい算出方法

運輸労連２．労働時間等の改善にむけて
（２）改善基準告示と時間外労働の水準について（資料２）
改善基準告示の上限時間算出方法

算出式のポイント

・ 年間所定労働時間の上限 （労働基準法） ⇒ A
・ 厚生労働省の過労死認定基準 （時間外労働） ⇒ B

算出式のポイント

厚生労働省の過労死認定基準 （時間外労働） ⇒ B
・ 休憩時間（1日の労働時間8時間超の場合は1時間） ⇒ C

A：週40時間／1週間（7日）×1年（365日） ＝約2,085時間
B：2ヵ月以上にわたり1ヵ月平均時間外労働80時間以上×12ヵ月 ＝960時間B：2ヵ月以上にわたり1ヵ月平均時間外労働80時間以上×12ヵ月 ＝960時間
C：休憩時間 例：（ 1ヵ月の労働日数22日×1時間× 12ヵ月） ＝264時間

端数切捨て

総拘束時間（A＋B＋C）： 約3,300時間 （216時間の短縮）総拘束時間（ ＋ ＋C） 約3,300時間 （ 6時間の短縮）

＝ 1ヵ月あたり ： 約275時間 （18時間の短縮） 1
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置を取るべきである。さらに、労働問題の負

の部分でもある「労働保険・社会保険未加入」

事業者も、社会に対する「約束事」の背信で

Ｇマーク事故発生率

労働保険・社会保険未加入の推移

あることから、悪質なルール違反として当然

退出を強く促すべきと考えている。

（２） 書面契約の義務化

3月25日に開催された政府が主導する「下

請等中小企業の取引条件改善に関する関係府

省等連絡会議」では、トラック運送業につい

て、「燃料高騰分の費用を収受できていない」

「運送契約の書面化ができていない」「荷主都

合による荷待ち待機をさせられたが費用の支

払いがない」「高速道路利用を前提とした時

間指定がされているのに高速道路料金の支払

いがない」などの実態報告が出されている。

さらに、「トラック輸送における取引環境・

労働時間改善協議会」で提出されたトラック

輸送状況の実態調査結果では、荷役（95,698

回）に関して「書面化している」が58.2％

（55,704回）である一方、「事前連絡がなく現

場で荷役を依頼された」ものが9.5％（9,063回）

となっている。また、「荷役料金を収受でき

ている」のは、「書面化している」ものでは

71.2％あるが、「事前に口頭で依頼された」

ものでは54.0％にとどまっている。そして、

「事前連絡がなく現場で荷役を依頼された」

ものは、80.5％が荷役料金を収受できていな

いと報告されている。

一方、陸上貨物運送事業における貨物自動

車運転者の労働災害は、7割が荷役作業で発

生し、発生場所は荷主先等の倉庫などが４割

となっている。荷役作業時の事業者と荷主と

の役割分担が不明確であることから、安全確

認等の徹底とともに、運送契約時に荷役作業

について荷主と事業者で書面契約を締結し責

（2）健康保険の加入状況

（3）雇用保険の加入状況

資料：運輸労連「トラック運転者7,770名の証言（2015.5.14）」

資料：全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

注：	１．乗務員に起因する事故とは、事故原因が「運転操作不良」と「健康状
態」に該当する事故

	 ２．重傷事故とは、30日以上医師の治療を要する傷害等が発生した事故
資料：	国土交通省自動車局貨物課「自動車事故報告規則に基づく2013年
（1〜12月）の事故報告書」データ

所有台数、年収毎の労働保険・社会保険未加入の推移
（1）年金の加入状況
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任の所在を明らかにする必要がある。

トラック輸送業界は、事業者の９割以上を

中小が占めることから、書面契約の義務化は

業務が繁雑化するだけと否定的な意見も多

い。しかし、現状の下請多層構造改善に向け

たひとつの手法となることや、安全運行の確

保、荷主先作業における責任の明確化、適正

運賃・料金収受の手段としても有効であるこ

とから書面契約の義務化に向けたロードマッ

プの作成が急務である。

４．ドライバーが将来にわたって安心 
  して就労できる賃金制度の確立

（１） 産別として「新たなモデル賃金」を構築

運輸産業は、国民生活や経済活動において

重要な役割を果たしている基幹産業であるに

もかかわらず、その社会的・経済的地位は低

位に置かれたままとなっている。その要因と

して、荷主に従属的な産業構造であることが

挙げられ、その結果、ドライバーは長時間労

働と低賃金を余儀なくされている。また、ド

ライバーの長時間労働が常態化する背景に、

現在の賃金体系と水準では、長時間働かない

と生活できる収入が得られない実態がある。

運輸労連は、継続的にドライバーを確保す

るには、65歳までの定年延長を踏まえ、定期

昇給要素を備えた賃金制度の確立が必要と判

断し、産別としてあるべき賃金の構築が喫緊

の課題と捉え、2014年2月に有識者をメンバー

に加えた「新たなモデル賃金の構築に関する

専門部会」を立ち上げた。さらに、常設され

ている労働政策委員会と併せ協議を行い、

2015年8月に「新たなモデル賃金の構築」に

ついて取りまとめを行ってきた。

現行のドライバーの賃金制度には、①基本

給における定期昇給は制度がないか、あって

も昇給額が低い（一定年齢までは上がるが、

すぐ横ばいになる賃金カーブ）、②賃金決定

要素のなかで歩合給と時間外を含めた変動部

分の占める比率が高い、③長時間労働を前提

とした賃金体系、という特徴から製造業や

サービス業の労働者に比べると顕著な違いが

ある。これにより、「賃金が稼ぎの変動や労

働時間に大きく左右される」「将来的な賃金

の見通しが持てない」という不安定性が強く、

そもそもの賃金水準の低さと相まって、職場

における人手不足、定着率の低さが問題と

なっている。

（２） 平均賃金の６割保障の制度確立に向けて

専門部会では、製造業は職場において長期

にわたって蓄積された熟練技能をベースとし

て、様々な職種を体験しながら多能工として

スキルアップしていくが、ドライバーは特定

の資格をもった者が事業場外の一人業務に従

事し、その業務内容も個人差があることが特

徴として挙げられた。そして、賃金体系にお

ける歩合給や変動給の割合が相対的に高い背

景として、ドライバー自身も、同じ時間働い

たら同等の処遇を受けるというよりも、仕事

や稼ぎに応じた処遇を受けるという価値観が

共有されている事が指摘された。

そこで、　今後のトラックドライバーの賃

金のあり方について、①家族を含めた生活を

安定的・将来的に保障する賃金、②歩合給・

変動給比率に対する一定の制限・ルール、③



特集  物流の労働環境改善への取り組み

15

仕事の熟練・スキルに応じた賃金、とし「稼

ぎ志向と安定志向のバランス確保」を基本と

して設計していくことが必要なことから、そ

の基礎となる基礎給について、厚生労働省労

働基準局長通達にある平均賃金の６割の保障

を用いることとした。さらに、基礎給（６割

の保障）は地域別最低賃金を下回らないよう

に設定したことにより、病気や怪我などに

よって、トラックに乗務できない状態となり、

内勤で時間内の勤務となった場合でも、地域

別最低賃金をクリアできることとした。

また、モデル賃金指数については、全産業

行政解釈の説明

賃金モデル賃金指数 【年齢18歳	経験0年＝100】

運輸労連
Ⅱ・基本的な考え方と指針-賃金制度の整備

まず現状の賃金項目（内訳・構成）はおおよそ右図
①「基本給＋仕事給（歩合給）＋時間外」のように区
分できる。しかし、「仕事給（歩合給）」という変動給

基本給 仕事給（歩合給） 時間外
①

②
分できる。しかし、「仕事給（歩合給）」という変動給
は、実際には右図②「固定部分※1＋変動部分」に分
けられる場合が多い。
このうちの「基本給」と「固定部分」の合計（基本給

基本給 固定部分 時間外変動部分

基礎給 変動部分 時間外

②

③
※

このうちの「基本給」と「固定部分」の合計（基本給
＋歩合給を含めた変動給のうちの最低保障給：右図
③）が、安定的な賃金部分とみなすことができる。
この安定的な賃金部分をここでは「基礎給」と呼ぶこ
とにする。

基礎給 時間外基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給基礎給

60％確保！
※2：行政解釈を踏まえた数字

≒20％ ≒20％

とにする。 ※2：行政解釈とは、「少なくとも平均賃金の一〇〇分の六〇程度を保障することが妥当と思われる」とし

ていること、また「自動車運転者の賃金形態については、交通事故の防止対策の一環として、交通事故

につながりやすい賃金制度を改善する見地から、『歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に

応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の六割以上の賃金が保障されるような保障給を定めるものとする

。』との『改善基準』が示されている」としていることの 点を指す（厚生労働省労働基準局編『改訂新版

※1：固定部分とは、歩合給を含めた変動給のうちの最低保障給を指す。

例：「業績給」という賃金項目があり「業績給基礎額」から± 10％変動すると定められ

ている場合、業績給基礎額が5万円であれば4万5千円が最低保障給となる。

労働基準法 上（労働法コンメンタール ）』労務行政、 年、 ）。

「一人前」ドライバーという考え方・・・ トラックドライバーのスキルの段階（例）

労働基準法 上（労働法コンメンタール労働基準法 上（労働法コンメンタール

「一人前」ドライバーという考え方・・・
上記の基本原則を、運輸・宅配便の職場に適用させていく際に、

その第一歩として重要になるのが「一人前」ドライバーという考え方である。

■生活における「一人前」

Ａ ・顧客や発注元に対応する
・新人や同僚に作業を教える
・不測の事態に対応できる

Ｂ ・自分の仕事以外の業務を把握し、
全体を見渡すことができる

■生活における「一人前」
生活において「独り立ち」を単身で考えるか、世帯で考えるか
で一人前の意味も変わってくるが、いまの初任賃金や法定最
低賃金は単身に対応しているので、改めて設定する一人前は
世帯で考える必要があろう。まずは現行の年齢別最低保障賃

全体を見渡すことができる
Ｃ ・現場の管理をする

■仕事における「一人前」世帯で考える必要があろう。まずは現行の年齢別最低保障賃
金などを踏まえていくことが現実的と思われる。 なお、連合の
2015春闘方針や連合総研の中間報告では、「一人一子」世帯
という考え方が示されている。

■仕事における「一人前」
スキル・経験を「見える化」する。例としてここで言う「一人前」
は上表のAを表す。人事管理においてはリーダー職など職能
資格などとリンクすることが多い。

　　　　　　経験

年齢 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

18 100

19 105 106

20 110 111 112

運輸労連　モデル賃金指数　　【年齢18歳　経験0年＝100】

20 110 111 112

21 114 115 116 117

22 119 120 121 122 123

23 123 124 125 126 127 128

24 127 128 129 130 131 132 133

25 131 132 133 134 135 136 137 138

26 135 136 137 138 139 140 141 142 143

27 139 140 141 142 143 144 145 146 147 14827 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

28 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

29 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

30 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

31 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

32 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

33 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 17333 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

34 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 176

35 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 178 178

36 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 181 181 181

37 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 183 183 183 183

38 170 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 186 186 186 186 186

39 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 188 188 188 188 188 188

40 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 190 190 190 190 190 190 19040 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 190 190 190 190 190 190 190

41 176 177 178 179 181 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 193 193 193 193 193 193 193 193 193

42 177 178 179 180 182 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 196 196 196 196 196 196 196 196 196

43 178 179 180 181 183 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 196 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197

44 179 180 181 182 184 186 187 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

45 180 181 182 183 185 187 188 189 190 192 193 194 195 196 197 198 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

46 181 182 183 184 186 188 189 190 191 193 194 195 196 197 198 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20046
47 182 183 184 185 187 189 190 191 192 194 195 196 197 198 199 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201

48 183 184 185 186 188 190 191 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

49 184 185 186 187 189 191 192 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203

50 185 186 187 188 190 192 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

51 186 187 188 189 191 193 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

52 187 188 189 190 192 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

53 188 189 190 191 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 20753 188 189 190 191 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207

54 189 190 191 192 194 196 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

55 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

56 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

57 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

58 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

59 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

6060 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

61 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

62 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

63 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

64 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

65 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
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の実態ベースではあまりにもかけ離れている

ことから、製造業の中小企業の実態をベース

に設定した。

国土交通省は、公共工事における労務単価

を5年連続引き上げている。背景として、賃

金引き上げを通じた人材確保はもとより、法

定福利費の適切な支払いと社会保険等の加入

徹底を理由として挙げている。

今後ますます労働者不足が深刻化する状

況は、トラック運輸産業も同様である。

平均賃金の６割保障の制度確立（義務化）

は行政として検討する最重要項目と考える。

そのために、ドライバーの賃金実態を調査し、

その実態を直視する必要がある。

５．おわりに

「トラック輸送における取引環境・労働時

間改善協議会」が中央ならびに各都道府県に

おいて設置され、長時間労働等の実態調査、

対策も検討されることとなっている。

業界として、「ワーク・ライフ・バランス

社会」を実現するためには、安心感を持って

働き続けることができる環境づくりが重要で

あり、そのためにはドライバー個人の意識改

革はもとより、政労使が協力して総労働時間

の短縮と賃金構造の改革に向け不退転の決意

で取り組む必要がある。

産別組織として、ドライバーを志す若者に

魅力ある産業となるよう政策制度の実現に向

け、今後も積極的に取り組んでいきたい。



特集  物流の労働環境改善への取り組み

17

1．はじめに

平成２年の物流二法施行による規制緩和以

降、トラック運送業界への新規参入が相次ぎ、

運賃水準は下落した。また、トラック運転者

の給与水準も大幅に低下しており、全産業と

比べても水をあけられている現状にある。長

時間労働であることも相俟って、トラック産

業の魅力度が低下してきており、退職･転職

の増加に加えて運転者を募集しても応募がな

いという人手不足問題が顕著になっている。

賃金底上げや長時間労働削減のための原資と

して適正運賃の収受が求められている

また、安全対策や環境対策にかかるコスト

は増加しており、さらには平成31年4月から

60時間超の時間外手当について割増50%の適

用が迫られている。労働時間をみると、他産

業より著しく長く、特に長距離輸送において

は改善基準告示の遵守がままならない。

こうしたことを背景に、運転者の長時間労

働を改善するために「トラック輸送における

取引環境・労働時間改善協議会」が設置され、

長時間労働の抑制について検討されている。

これを受けて、長距離輸送の事業者が多い

九州地域で、運送原価に関する実態調査が実

施された（九州トラック協会、平成28年3月）。

本稿では、ここで収集された運賃・原価に関

するデータを活用して、九州地域における実

勢運賃と地域特性を反映した再生産可能な運

賃水準を推計した。

再生産可能な運賃に係る考察
Consideration.about.track.fare.for.development.of.the.business

小野秀昭：流通経済大学 物流科学研究所 教授

略　歴
1955年生まれ。79年九州大学理学部数学科卒業。同年日本通運入社後、 
運輸省派遣、日通総合研究所出向、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 

（旧三和総合研究所・ＵＦＪ総合研究所）を経て、2008年4月から現職。

［要約］　本稿では、九州管内のトラック運送事業の車種別運送原価、実勢運賃データを活用して、

実勢運賃と地域特性を反映した再生産可能な運賃水準を推計した。なお、推計に当たっては、実

態調査で得られた運送原価をもとに、トラック運転者の賃金を世間並みの水準（全産業平均）に

する、軽油価格は100円／㍑で固定（価格の変動は燃料サーチャージで対応)、60時間を超える

所定外労働時間は50%割増で支給などの条件を加えて将来の原価を算出し、これに対する再生

産可能な運賃の推計を試みた。
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２．運賃・運送原価実態調査の概要

（１）実態調査の概要

①調査の対象と実施時期

対象：九州・沖縄各県トラック協会会員事

業者　65事業者

実施時期：平成27年11月

②対象事業者の要件

１）各県トラック協会の会員事業者である

こと

２）一般貨物自動車運送事業者（倉庫、利

用運送等の兼業可）　ただし、一般貨

物自動車運送事業を主たる事業として

いること（実運送収入比率が30%以上）

３）トラック運送事業を3年以上継続して

いること

４）当該事業所が本社であること

５）	車両ごとの原価計算を行っているこ

と、または車種別費用明細が把握され

ていること

６）本調査の対象となる車種を保有してい

ること

③対象とする貨物運送事業

一般貨物の貸切運賃を適用していること

（距離制、時間制運賃を対象、一般積合せ、

特別積合せは対象外）

特積み事業者からの幹線運行・集配受託に

より貸切運賃を適用している場合は対象

④運送原価実態調査の対象とする車種・仕様

対象車両の仕様は、以下である。

また、運送原価を把握する対象車両の最大

積載量（標記トン数）は、以下である。

⑤車両の稼働状況等

　・車両の稼働状況は月間15日以上。

　・ワンマン

⑥調査対象車両数

1事業者当たり、調査対象とする車両数は、

最大5両とする。

⑦集計対象車両台数

45社から166両のデータを得た。

（２）車種別運送原価と運賃収入

ここでは4t車と13･14t車及び全車種トータ

ルの運送原価を掲載した。

①４㌧車

車両諸元をみると、バンボデーが51.9％、

ウイングが14.8％、平ボディが33.3％となっ

ている。使用期間の見込みは13年8カ月、燃

費は6.2km ／㍑、稼働日数は24.8日／月、１

日あたりの稼働時間は9.5時間であった。

１）アルミバンボデー（ウイングを含む、保冷・冷
蔵・冷凍車を含む）

２）平ボデー
※対象としない車種：ユニック、タンク、けん引
車、被けん引車等

１）　2㌧　（1㌧超～2㌧まで）
２）　3㌧　（2㌧超～3㌧まで）
３）　4㌧　（3㌧超～4㌧まで）
４）　9・10㌧　（8㌧超～10㌧まで）
５）　11・12㌧　（10㌧超～12㌧まで）
６）　13・14㌧　（12㌧超～14㌧まで）

図表１ 車両諸元／4㌧車

図表２ 4t車の運送原価

（車両数）

2t車 3t車 4t車
9～

10t車

11～

12t車

13～

14t車
総計

福岡県 4 7 3 1 2 6 23

佐賀県 9 0 5 3 0 10 27

長崎県 1 1 7 3 0 18 30

熊本県 7 2 2 0 4 8 23

大分県 3 1 3 0 0 1 8

宮崎県 1 3 4 1 0 11 20

鹿児島県 1 5 3 1 6 19 35

合計 26 19 27 9 12 73 166

項　目 値

・ ボディ形状 バンボディ 51.9 ％

（構成比） ウイング 14.8 ％

平ボディ 33.3 ％

・ 取得方法 新車購入 74.1 ％

（構成比） 中古車購入 14.8 ％

リース 11.1 ％

・ 車両価格（購入の場合） 5,228,466 円

・ 使用期間の見込 13 年8ｶ月

・ 燃費 6.2 km／㍑

・ 月間走行距離 5,667 km

・ 軽油価格 109.0 円／㍑

・ 稼働日数（30日当たり） 24.8 日

・ 稼働時間 9.5 ｈ
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１カ月あたりの運送費は604,212円、一般

管理費を加えた営業費用は705,609円であっ

た。費目別の構成比をみると、車両費は4.8％、

燃料油脂費は15.3％、運転者人件費は46.7％、

一般管理費は14.4％であった。

１カ月あたりの運賃・料金収入は703,618

円で、営業収支はマイナス1,991円（▲0.3％）、

経常収支はプラス5,937円（0.8％）であった。

②13㌧・14㌧車

車両諸元をみると、バンボデーが35.6％、

ウイングが39.7％、平ボディが24.7％となっ

ている。使用期間の見込みは12年9カ月、燃

費は3.6km ／㍑、稼働日数は23.4日／月、１

日あたりの稼働時間は10.7時間であった。

１カ月あたりの運送費は1,069,781円、一般

管理費を加えた営業費用は1,186,800円であっ

た。費目別の構成比をみると、車両費は8.9％、

図表１　車両諸元／4㌧車

図表２　4t車の運送原価

図表３　車両諸元／13㌧・14㌧車

図表１ 車両諸元／4㌧車

図表２ 4t車の運送原価

（車両数）

2t車 3t車 4t車
9～

10t車

11～

12t車

13～

14t車
総計

福岡県 4 7 3 1 2 6 23

佐賀県 9 0 5 3 0 10 27

長崎県 1 1 7 3 0 18 30

熊本県 7 2 2 0 4 8 23

大分県 3 1 3 0 0 1 8

宮崎県 1 3 4 1 0 11 20

鹿児島県 1 5 3 1 6 19 35

合計 26 19 27 9 12 73 166

項　目 値

・ ボディ形状 バンボディ 51.9 ％

（構成比） ウイング 14.8 ％

平ボディ 33.3 ％

・ 取得方法 新車購入 74.1 ％

（構成比） 中古車購入 14.8 ％

リース 11.1 ％

・ 車両価格（購入の場合） 5,228,466 円

・ 使用期間の見込 13 年8ｶ月

・ 燃費 6.2 km／㍑

・ 月間走行距離 5,667 km

・ 軽油価格 109.0 円／㍑

・ 稼働日数（30日当たり） 24.8 日

・ 稼働時間 9.5 ｈ

図表３ 車両諸元／13㌧・14㌧車

図表４ 13･14t車の運送原価

項　目 値

・ ボディ形状 バンボディ 35.6 ％

（構成比） ウイング 39.7 ％

平ボディ 24.7 ％

・ 取得方法 新車購入 80.8 ％

（構成比） 中古車購入 2.7 ％

リース 16.4 ％

・ 車両価格（購入の場合） 12,851,109 円

・ 使用期間の見込 12 年9ｶ月

・ 燃費 3.6 km／㍑

・ 月間走行距離 9,470 km

・ 軽油価格 109.7 円／㍑

・ 稼働日数（30日当たり） 23.4 日

・ 稼働時間 10.7 ｈ

（単位：円、営業費用=100とした構成比）

合計

サンプル数 27

Ⅰ．営業費用 705,609 100.0

（１）運送費 604,212 85.6

①車両費 33,705 4.8

②保険料 13,712 1.9

③燃料油脂費 108,144 15.3

④修繕費 38,793 5.5

⑤運転者人件費 329,247 46.7

⑥その他 80,611 11.4

（２）一般管理費 101,397 14.4

⑦人件費 63,373 9.0

⑧その他 38,024 5.4

Ⅱ．運賃・料金収入 703,618 99.7

Ⅲ．営業収支 -1,991 -0.3 

Ⅳ．営業外損益 7,928 1.1

営業外収益 14,357 2.0

営業外費用 6,428 0.9

Ⅴ．経常収支 5,937 0.8

費　　目

図表３ 車両諸元／13㌧・14㌧車

図表４ 13･14t車の運送原価

項　目 値

・ ボディ形状 バンボディ 35.6 ％

（構成比） ウイング 39.7 ％

平ボディ 24.7 ％

・ 取得方法 新車購入 80.8 ％

（構成比） 中古車購入 2.7 ％

リース 16.4 ％

・ 車両価格（購入の場合） 12,851,109 円

・ 使用期間の見込 12 年9ｶ月

・ 燃費 3.6 km／㍑

・ 月間走行距離 9,470 km

・ 軽油価格 109.7 円／㍑

・ 稼働日数（30日当たり） 23.4 日

・ 稼働時間 10.7 ｈ

（単位：円、営業費用=100とした構成比）

合計

サンプル数 27

Ⅰ．営業費用 705,609 100.0

（１）運送費 604,212 85.6

①車両費 33,705 4.8

②保険料 13,712 1.9

③燃料油脂費 108,144 15.3

④修繕費 38,793 5.5

⑤運転者人件費 329,247 46.7

⑥その他 80,611 11.4

（２）一般管理費 101,397 14.4

⑦人件費 63,373 9.0

⑧その他 38,024 5.4

Ⅱ．運賃・料金収入 703,618 99.7

Ⅲ．営業収支 -1,991 -0.3 

Ⅳ．営業外損益 7,928 1.1

営業外収益 14,357 2.0

営業外費用 6,428 0.9

Ⅴ．経常収支 5,937 0.8

費　　目

図表４　13･14t車の運送原価

図表５ 車両諸元／13㌧・14㌧車

図表６ 13･14t車の運送原価

（単位：円、営業費用=100とした構成比）

合計

サンプル数 73

Ⅰ．営業費用 1,186,800 100.0

（１）運送費 1,069,781 90.1

①車両費 106,171 8.9

②保険料 16,110 1.4

③燃料油脂費 292,717 24.7

④修繕費 73,319 6.2

⑤運転者人件費 402,294 33.9

⑥その他 179,170 15.1

（２）一般管理費 117,019 9.9

⑦人件費 71,243 6.0

⑧その他 45,776 3.9

Ⅱ．運賃・料金収入 1,217,470 102.6

Ⅲ．営業収支 30,670 2.6

Ⅳ．営業外損益 11,905 1.0

営業外収益 19,168 1.6

営業外費用 7,262 0.6

Ⅴ．経常収支 42,575 3.6

費　　目

項　目 値

・ ボディ形状 バンボディ 52.4 ％

（構成比） ウイング 24.1 ％

平ボディ 23.5 ％

・ 取得方法 新車購入 68.7 ％

（構成比） 中古車購入 11.4 ％

リース 19.9 ％

・ 車両価格（購入の場合） 10,227,781 円

・ 使用期間の見込 13 00

・ 燃費 5.0 km／㍑

・ 月間走行距離 7,520 km

・ 軽油価格 109.5 円／㍑

・ 稼働日数（30日当たり） 23.8 日

・ 稼働時間 10.6 ｈ
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日あたりの稼働時間は10.6時間であった。

１カ月あたりの運送費は846,018円、一般

管理費を加えた営業費用は965,363円であっ

た。費目別の構成比をみると、車両費は7.7％、

燃料油脂費は20.6％、運転者人件費は38.2％、

一般管理費は12.4％であった。

１カ月あたりの運賃・料金収入は993,641

円で、営業収支はプラス28,278円（2.9％）、

経常収支はプラス34,268円（3.5％）であった。

（３）距離制運賃の実態

貸切（距離制）の適用運賃水準は、全体では、

平成2年の届出運賃（H2運賃）の基準を1とし

た指数でみるとと、0.85（▲15％）であった。

距離帯別にみると、40 ～ 50kmでは0.98（▲

2％）だが、距離が長くなるほど水準は低下し、

950 ～ 1000kmでは0.74（▲26％）となる。

車両積載重量別にみると、2トン車の指数

は0.94（▲6％）だが、9･10㌧車では0.81（▲

19％）、13･14㌧車では0.74（▲26％）と低く

なる。

図表６　13･14t車の運送原価

図表７　距離帯別平均比率

注：平均はデータ数の加重平均である

注：平均はデータ数の加重平均である

図表８　車種別平均比率

図表５　車両諸元／13㌧・14㌧車図表５ 車両諸元／13㌧・14㌧車

図表６ 13･14t車の運送原価

（単位：円、営業費用=100とした構成比）

合計

サンプル数 73

Ⅰ．営業費用 1,186,800 100.0

（１）運送費 1,069,781 90.1

①車両費 106,171 8.9

②保険料 16,110 1.4

③燃料油脂費 292,717 24.7

④修繕費 73,319 6.2

⑤運転者人件費 402,294 33.9

⑥その他 179,170 15.1

（２）一般管理費 117,019 9.9

⑦人件費 71,243 6.0

⑧その他 45,776 3.9

Ⅱ．運賃・料金収入 1,217,470 102.6

Ⅲ．営業収支 30,670 2.6

Ⅳ．営業外損益 11,905 1.0

営業外収益 19,168 1.6

営業外費用 7,262 0.6

Ⅴ．経常収支 42,575 3.6

費　　目

項　目 値

・ ボディ形状 バンボディ 52.4 ％

（構成比） ウイング 24.1 ％

平ボディ 23.5 ％

・ 取得方法 新車購入 68.7 ％

（構成比） 中古車購入 11.4 ％

リース 19.9 ％

・ 車両価格（購入の場合） 10,227,781 円

・ 使用期間の見込 13 00

・ 燃費 5.0 km／㍑

・ 月間走行距離 7,520 km

・ 軽油価格 109.5 円／㍑

・ 稼働日数（30日当たり） 23.8 日

・ 稼働時間 10.6 ｈ

燃料油脂費は24.7％、運転者人件費は33.9％、

一般管理費は9.9％であった。

１カ月あたりの運賃・料金収入は1,217,470

円で、営業収支はプラス30,670円（2.6％）、

経常収支はプラス42,575円（3.6％）であった。

③全車種

車両諸元をみると、バンボデーが52.4％、

ウイングが24.1％、平ボディが23.5％となっ

ている。使用期間の見込みは13年0カ月、燃

費は5.0km ／㍑、稼働日数は23.8日／月、１

図表７ 距離帯別平均比率

図表８ 車種別平均比率

（単位：円、営業費用=100とした構成比）

合計

サンプル数 166

Ⅰ．営業費用 965,363 100.0

（１）運送費 846,018 87.6

①車両費 74,006 7.7

②保険料 14,301 1.5

③燃料油脂費 198,648 20.6

④修繕費 55,581 5.8

⑤運転者人件費 368,474 38.2

⑥その他 135,008 14.0

（２）一般管理費 119,344 12.4

⑦人件費 72,769 7.5

⑧その他 46,575 4.8

Ⅱ．運賃・料金収入 993,641 102.9

Ⅲ．営業収支 28,278 2.9

Ⅳ．営業外損益 5,990 0.6

営業外収益 15,404 1.6

営業外費用 9,413 1.0

Ⅴ．経常収支 34,268 3.5

費　　目

平均比率

2㌧車 0.94

4㌧車 0.95

9･10㌧車 0.81

13･14㌧車 0.74

0.85

車種

全体

平均比率

40km～50km 0.98

90km～100km 0.86

190km～200km 0.80

480km～500km 0.80

950km～1000km 0.74

0.85

距離帯

全体

図表７ 距離帯別平均比率

図表８ 車種別平均比率

（単位：円、営業費用=100とした構成比）
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0.85

距離帯

全体

図表７ 距離帯別平均比率

図表８ 車種別平均比率

（単位：円、営業費用=100とした構成比）
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Ⅱ．運賃・料金収入 993,641 102.9

Ⅲ．営業収支 28,278 2.9

Ⅳ．営業外損益 5,990 0.6

営業外収益 15,404 1.6

営業外費用 9,413 1.0

Ⅴ．経常収支 34,268 3.5

費　　目

平均比率

2㌧車 0.94

4㌧車 0.95

9･10㌧車 0.81

13･14㌧車 0.74

0.85

車種

全体

平均比率

40km～50km 0.98

90km～100km 0.86

190km～200km 0.80

480km～500km 0.80

950km～1000km 0.74

0.85

距離帯

全体
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３．再生産可能な運賃の推計

（１）再生産可能な運賃の定義

まず、営業用トラックのコスト構造を整理

すると、車両費（償却費・リース代など）、

人件費（運転者・運行管理者）、運行三費（燃

料・タイヤ・修繕費など）、その他費用（車

庫等の施設費ほか）が直接コスト（運送原価

と呼ぶ）である。この直接コストを賄える運

賃が最低限必要であるが、これだけでは間接

コストの分が不足するため原価割れ運賃とな

る。次に、間接コストとして一般管理費（人

件費、その他費用）があり、それを合わせた

ものが直接･間接コスト計（総括原価と呼ぶ）

であるが、営業損益ゼロベースとなるにはこ

の水準の運賃を適用することが「必要」であ

る。

では、この運賃水準で「十分」なのか。運

送事業の維持･発展には納税、配当そして再

投資が求められる。企業の社会性を保つため

にも、この分の営業利益（適正利潤と呼ぶ）

を上乗せした水準の運賃が重要で、これを「再

生産可能な運賃」と呼ぶこととする。

注：H2運賃とは、平成2年届出運賃（九州運輸局）

図表９　車種別距離帯別運賃実態

- 7 -

図表１０ 再生産可能な運賃水準の概念
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当、再投資等が可能となるだけ
の利益の確保が不可欠

営業損失

営業利益（ 適正利潤を含む）
＝事業の維持・ 発展の原資

赤字や損益ゼロとなる
運賃水準では
事業の発展は望めない

（単位：円）

距離帯 車種 データ数 最大 最小 平均 H2運賃 比率

40km～50km 2㌧車 11 20,000 10,000 15,485 15,000 1.03

4㌧車 20 28,000 11,000 19,072 17,720 1.08

9･10㌧車 18 35,000 14,000 24,989 27,020 0.92

13･14㌧車 19 35,000 10,000 27,300 30,770 0.89

90km～100km 2㌧車 12 25,500 14,960 21,928 23,170 0.95

4㌧車 21 35,000 17,870 26,468 27,430 0.96

9･10㌧車 19 45,000 10,300 32,159 41,490 0.78

13･14㌧車 17 48,000 26,000 36,500 47,140 0.77

190km～200km 2㌧車 13 38,000 19,571 28,808 33,280 0.87

4㌧車 23 65,000 23,665 35,307 39,550 0.89

9･10㌧車 17 90,000 30,000 46,357 60,060 0.77

13･14㌧車 20 95,000 30,000 47,045 68,680 0.68

480km～500km 2㌧車 3 60,000 50,000 55,000 60,130 0.91

4㌧車 9 97,000 45,000 67,472 71,500 0.94

9･10㌧車 11 120,000 40,000 85,273 108,660 0.78

13･14㌧車 14 125,000 50,000 88,232 128,980 0.68

950km～1000km 2㌧車 3 110,000 90,000 100,000 104,830 0.95

4㌧車 10 120,000 78,750 102,475 124,500 0.82

9･10㌧車 12 200,000 100,000 140,583 189,560 0.74

13･14㌧車 16 240,000 100,000 146,403 226,880 0.65
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（２）試算する上での前提条件

①運転者賃金の水準

従来より営業用トラック運転者の賃金水準

の低さが問題とされている。厚生労働省の賃

金構造基本統計調査から九州地域のトラック

運転者の推定年収比較をみると、各県とも全

産業平均より水準が低く、さらに製造業、建

設業との間にも格差が生じている。7県の全

産業平均を100%とすると7県の営業用トラッ

クは78.9%の水準であり2割以上低い。

図表１１　道路貨物運送業の現金給与総額の推移（全国）

図表１２　道路貨物運送業の全産業との推定年収比較
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図表１４ 軽油価格の推移

単位：万円 単位：%
営業用
大型

営業用
普通・小型

営業用
平均

全産業平均
営業用
の比率

全産業

福岡 384.3 316.1 350.2 496.1 70.6 100.0

佐賀 384.9 325.0 355.0 424.2 83.7 100.0

長崎 387.1 355.3 371.2 429.4 86.4 100.0

熊本 388.8 307.0 347.9 445.4 78.1 100.0

大分 381.4 352.1 366.8 453.3 80.9 100.0

宮崎 374.0 224.6 299.3 423.3 70.7 100.0

鹿児島 344.3 378.7 361.5 435.8 83.0 100.0

７県平均 377.8 322.7 350.3 443 .9 78 .9 100.0

全国 426.3 380.7 403.5 536.0 75.3 100.0

全国

スタンド ローリー カード スタンド ローリー カード ローリー

H15年度 70.5 63.7 70.0 69.6 64.3 69.6 100

H16年度 76.4 70.2 74.8 75.8 70.5 73.8 110

H17年度 88.7 83.6 87.1 88.4 84.0 86.4 131

H18年度 98.0 91.9 96.3 97.2 93.2 95.4 144

H19年度 106.7 100.1 104.2 105.2 100.8 103.9 157

H20年度 115.6 107.6 112.5 114.7 106.8 112.3 169

H21年度 89.0 82.9 88.7 88.8 83.3 89.0 130

H22年度 100.3 93.8 100.1 99.9 94.6 99.4 147

H23年度 110.4 103.3 109.6 110.2 103.6 109.0 162

H24年度 111.2 103.8 110.4 112.2 104.5 110.0 163

H25年度 118.6 111.6 117.6 118.8 112.5 118.3 175

H26年度 114.7 106.4 113.4 115.2 107.8 113.3 167

H28年1月 81.5 73.4 80.8 － － － 115

H20～26平均 108.5 101.3 107.5 108.5 101.9 107.3 159

１５年度=100

九州全国平均
年度

資料：「毎月勤労統計調査」、厚生労働省（事業所規模5人以上）

資料：「平成26年度賃金構造基本統計調査」、厚生労働省、性別はいずれも男性
注　：推定年収＝6月に支払われた「決まって支給する現金給与額×１２＋「年間賞与その他特別給与額」
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図表１４　軽油価格の推移図表１４ 軽油価格の推移
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こうしたデータをもとに、再生産可能な運

賃の水準を試算する。トラック運送産業の働

き手を確保すること、そのためには賃金水準

を少なくとも世間並みにすることを条件と

し、本試算では、世間並みの賃金水準を全産

業平均の水準と考え、▲21.1%の格差（350.3

万円÷443.9万円＝78.9％）を解消する賃金水

準とした。すなわち実際運送原価の運転者人

件費を1.27倍した（1÷0.789＝1.267）。

②軽油価格

本調査の運送原価算出時点である26年度の

軽油価格は106.4円/㍑（全国、ローリー）で

あったが27年6月以降価格に急落し、28年1月

には73.4円/㍑と30%超下落した。軽油価格の

変動幅は大きく、数年の中で5割超の上ぶれ

下ぶれをみる。この変動は、特に長距離輸送

でのコスト増減の主要因となる。

このため、再生産可能な運賃水準を検討す

る上では、まずは軽油価格をある一定の値に

設定して計算し、これにその時点の軽油価格

を前提とした燃料サーチャージを別途収受

（基準価格より低い場合は戻入）することと

した。

本試算では、平成20年度～ 26年度のロー

リー平均価格が101.3円/㍑ (全国)、101.9円/

㍑（九州）であったことから100円/㍑を基準

として分析する。また、運送原価の実態調査

では平均価格は109.5円/㍑であったことか

ら、実際運送原価の燃料油脂費については

0.91倍する（100÷109.5＝0.913）。

資料：全日本トラック協会、単位：円／㍑、消費税抜き １５年度=100

世間並みの賃金水準＝運送原価の「運転者
人件費」を1.27倍した

軽油価格変動への対応＝運送原価の「燃料
油脂費」は軽油価格100円/㍑で固定

（試算では実際運送原価に0.91を乗じて減額、上ぶれ
下ぶれは燃料サーチャージで調整する前提）
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③時間外手当に関する割増率の変更

実態調査によれば、60時間を超える部分の

所定外労働時間が50%割増となった場合の時

間外手当増加分は、1人あたり平均で4,459円

／月、現行の支給総額（所定内・所定外の合

計295,934円）に対する増加率としては1.5％

であった。

本試算では、平成31年4月に適用される予

定の割増賃率を考慮して、実際運送原価の給

与と法定福利費を1.5％増額する。

④運賃収入のみの額に変更

実際運送原価･収入には、高速代の実費補

填（13,528円/1台）と燃料サーチャージ（238

円/1台）が含まれていることから、これを控

除して運賃収入のみの額とする。

（３）試算結果

①運賃料金水準の考え方

（２）では、運送費の視点として「世間並

みの賃金水準」「軽油価格変動への対応」「時

間外手当に対する将来の割増賃金率の適用」

などの前提条件について整理した。一方、「あ

るべき運賃料金の水準」の検討では、一般管

理費も含めた営業費用と営業収入が均衡する

水準なのか、経常費用も含めて均衡する水準

なのか、あるいは生じた利益でトラック運送

事業を維持発展できる再生産可能な運賃水準

にすべきなのか等、複数の考え方が存在する。

このため本稿では運賃水準の基準の考え方

として、①営業収支均衡ベース、②経常収支

均衡ベース、③再生産可能ベース（適正利潤

を上乗せ）のそれぞれについて推計した。

②適正利潤の水準に係る前提（再生産可能

ベースの試算における適正利潤比率の推計）

再生産可能ベースの試算で上乗せする「適

正利潤」の水準は企業各社の経営戦略に左右

されるものであるが、本稿では、以下の「自

己資本純利益率（ROE）連動型適正利潤算出

法」（小野モデル）を用いて営業費用適正利

潤比率を導き出し、これを本調査のデータに

乗じることによって、適正利潤額を推計した。

１）営業収支均衡ベース：
　運送費と一般管理費を合計した営業費用と
運賃・料金収入が収支均衡するレベル。トラック
運送事業の最低限の健全性を担保する水準。
２）経常収支均衡ベース：
　営業収支に営業外収益と営業外費用を加え
たものと、運賃・料金収入が収支均衡するレベ
ル。企業経営としての健全性を担保する水準。
３）再生産可能ベース：
　納税、配当、さらには人材育成や設備への
再投資を行えるだけの「適正利潤」を上乗せし
たものであり、事業の継続や企業の持続的発
展を担保するために必要となる水準。

■自己資本純利益率（ROE）連動型の営
業費用適正利潤比率算出法
　経営統計指標等を用いた適正利潤算出モ
デル。本稿では、全ト協の「経営分析報告
書」のトラック運送業の総資本、純資産、
自己資本（純資産）、営業費用、期末実在
車両数（九州）のデータを用いて、以下の
手順で算出した。
１）	経営分析報告書より、トラック1台1

カ月当たりの営業費用の算出
１台１カ月あたり営業費用＝営業費用÷期
末実在車両数÷12カ月

所定外に関する割増率変更への対応＝運送
原価の「給与」「法定福利費」を1.5％増額する

運賃収入のみ＝運賃・料金収入総額から高速
代補填、燃料サーチャージを除外する
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インプット値のROEは自由に設定するこ

２）	経営分析報告書より、1台1カ月当た
りの純利益の算出
１台１カ月あたりの純利益＝自己資本（純
資産）×ROE（設定値）÷期末実在車両数
÷12カ月

３）	トラック１台あたりの営業費用に対
する純利益の比率算出
１台１カ月あたりの営業費用に対する純利
益の比率＝1台1カ月当たりの純利益÷1台1
カ月当たりの営業費用

（モデル作成：小野	秀昭） 再生産可能な企業経営に必要な経常利益額
＝営業費用の3.17％に設定する（ROE15％
相当）

図表１６ 前提条件の設定と運賃水準推計のフロー

項目・指標 単位 22年度 23年度 24年度 22-24年度

総資本 1000円 144,319 147510 127975 139,935

純資産 1000円 39,909 44317 30437 38,221

自己資本比率 ％ 27.65% 30.04% 23.78% 27.31%

営業収益 1000円 183,252 186929 168165 179,449

営業費用 1000円 184,049 187913 171145 181,036

期末実在車両数 両 22.1 22.7 21.5 22.1

1台当たりの営業収益 円／台・月 690,995 686,230 651,802 676,654

1台当たりの営業費用 円／台・月 694,001 689,842 663,353 682,638

1台当たりの純利益
（ROE（自己資本純利益率）=15%））

円／台・月 22,573 24,404 17,696 21,618

営業費用に対する純利益の比率
（トラック運送事業の再生産を可能とする水準）

％ 3.25% 3.54% 2.67% 3.17%

資料：「経営分析報告書　各年度決算版」、九州

実際運送原価

世間並みの賃金水準 軽油価格は100円／㍑

時間外手当割増率50%
（60時間超）

あるべき運送原価

営業収支均衡ベース 再生産可能ベース経常収支均衡ベース

前提条件の設定

運賃水準の推計

高速代補填を除く
燃料サーチャージを除く
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％ 3.25% 3.54% 2.67% 3.17%
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図表１５　ROE連動型モデルによる適正利潤比率の推計（ROE＝15％、九州地域）

図表１６　前提条件の設定と運賃水準推計のフロー

とができるが、今回の推計では、企業評価基

準として優良と判断される15％に設定し注

１）、「経営分析報告書平成22-24年版（九州）」

を用いて適正利潤比率を算出した。

本稿の前提としたROE15％相当の営業費

用適正利潤比率は3.17%であった注２）。

（４）運賃水準の推計結果

①推計フロー
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②推計結果

前提条件に対する運賃水準の推計結果は以

下の通り。

図表１７　あるべき運送原価と運賃上昇率図表１７ あるべき運送原価と運賃上昇率

経常利益額を営業費⽤
の3.17％相当とする

■ あるべき運送原価と運賃上昇率（全車両）

（単位：円） （単位：円）

実際原価 あるべき原価
（営業費用=100

とした構成比)

サンプル数 166 166

Ⅰ．営業費用 965,363 1,051,931 100.0

（１）運送費　①+②+③+④+⑤+⑥ 846,018 932,587 88.7

①車両費　1)+2)、2）+3) 74,006 74,006 7.0

②保険料　4)+5) 14,301 14,301 1.4

③燃料油脂費　6)+7) 198,648 条件変更 181,472 17.3

④修繕費　8)+9)+10) 55,581 55,581 5.3

⑤運転者人件費　11)+12)+13)+14) 368,474 条件変更 472,219 44.9

⑥その他　15)+16)+17) 135,008 135,008 12.8

（２）一般管理費　⑦＋⑧ 119,344 119,344 11.3

⑦人件費 72,769 72,769 6.9

⑧その他 46,575 46,575 4.4

Ⅱ．運賃・料金収入 993,641 条件変更 979,875 93.2

Ⅲ．営業収支 28,278 -72,056 -6.8

Ⅳ．営業外損益 5,990 5,990 0.6

営業外収益 15,404 15,404 1.5

営業外費用 9,413 9,413 0.9

Ⅴ．経常収支 34,268 -66,066 -6.3

運賃単価上昇率

7.4

6.7

10.1

費　　目

運賃水準基準の考え方

営業収支均衡ベースに必要な水準

経常収支均衡ベースに必要な水準

再生産可能ベースに必要な水準

■営業収支均衡ベースに必要な水準には、実勢運賃を7.4%上昇させる必要がある。
■経常収支均衡ベースに必要な水準には、実勢運賃を6.7%上昇させる必要がある。
■再生産可能ベースに必要な水準には、実勢運賃を10.1%上昇させる必要がある。
ただし、以下の条件が前提
１）軽油価格は100円を基準とし、価格差が生じた場合には燃料サーチャージで調整する
２）運賃には高速代を含まず、実費を別途収受する

（５）再生産可能な運賃の推計

①推計フロー

再生産可能ベースに必要な実勢運賃上昇率

をもとにして、再生産可能な運賃表（距離制）

を推計する。推計フローは以下の通り

②実勢運賃表の推計

前に示した距離制運賃データを用いて重回

帰分析を行い、実勢運賃タリフを推計する。

１）標本

	・	走行距離（5距離帯：50kmまで、100kmま

で、200kmまで、500kmまで、1000kmまで）

	・	積載量（4種：2㌧、4㌧、10㌧、14㌧）

	・	平均（実勢）の集計基礎となる標本数は

288件（図表19）
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２）重回帰分析の結果

距離（x1）、車両積載量（x2）を説明変数

として目的変数y（実勢比率、B/A）を求め

る式は、

y＝1.04061117－0.0001253*（x1）－

	 0.0186485*（x2）

となった。決定係数（重決定R2）は0.72922855

であり、この重回帰式によって目的変数の約

73％を説明している。分散分析の結果この重

図表１８　実勢運賃表の推計フロー 図表１９　標本

図表２０　結果

※1　H2運賃とは平成2年届出運賃（九州運輸局）
※2　平均は九ト協の実態調査による

回帰式は1％水準で有意である。各説明変数

のP-値は距離、車両積載量とも1％水準で有

意である。

３）重回帰式を利用した実勢運賃タリフの推

計

２）で得た回帰式を用いて、実勢水準にあ

ると推計される運賃を距離別・車種別に求め

た。

図表１９ 標本

平成2年距離制運賃率表
（九州運輸局）

本調査の実勢運賃（距離制）
（車種4×距離帯5）

車種別距離帯別比率
（車種4×距離帯5）

車種別距離帯別比率
（全車種×全距離帯）

重回帰分析

実勢運賃表
（車種別距離帯別）

再生産可能な運賃表
（車種別距離帯別）

必要な
運賃上昇率

番号
距離
（km）
x1

車種
（㌧）
x2

H2運賃
（円）
Ａ

平均
（円）
Ｂ

比率
(B/A)

y

1 50 2 15,000 15,485 1.032364

2 50 4 17,720 19,072 1.076270

3 50 10 27,020 24,989 0.924829

4 50 14 30,770 27,300 0.887228

5 100 2 23,170 21,928 0.946375

6 100 4 27,430 26,468 0.964915

7 100 10 41,490 32,159 0.775095

8 100 14 47,140 36,500 0.774289

9 200 2 33,280 28,808 0.865618

10 200 4 39,550 35,307 0.892711

11 200 10 60,060 46,357 0.771844

12 200 14 68,680 47,045 0.684988

13 500 2 60,130 55,000 0.914685

14 500 4 71,500 67,472 0.943667

15 500 10 108,660 85,273 0.784766

16 500 14 128,980 88,232 0.684076

17 1000 2 104,830 100,000 0.953925

18 1000 4 124,500 102,475 0.823092

19 1000 10 189,560 140,583 0.741630

20 1000 14 226,880 146,403 0.645286

図表１９ 標本

平成2年距離制運賃率表
（九州運輸局）

本調査の実勢運賃（距離制）
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17 1000 2 104,830 100,000 0.953925
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図表２０ 結果

図表２１ 重回帰式による比率(B/A)の展開

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 220 260 300 340 380 420 460 500 600 700 800 900 1000

(B/A) 1 = 乖離なし

距離(km)

2㌧

4㌧

10㌧

14㌧

回帰統計
重相関 R 0.85394880
重決定 R2 0.72922855
補正 R2 0.69737309
標準誤差 0.06560455
観測数 20

分散分析表
⾃由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 2 0.19705053 0.09852526 22.8917882 1.5036E-05
残差 17 0.07316726 0.00430396
合計 19 0.27021779

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切⽚ 1.04061117 0.03139482 33.1459532 6.8886E-17 0.9743739 1.10684845
距離（km）,x1 -0.0001253 4.1726E-05 -3.0031488 0.0080008 -0.0002133 -3.728E-05
⾞両積載量（㌧）,x2 -0.0186485 0.00307559 -6.063388 1.2659E-05 -0.0251374 -0.0121596
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図表２１	重回帰式による比率（B/A）の展開

図表２２　標準運賃（距離制）に対する実勢運賃の比率（重回帰による推計）

図表２０ 結果

図表２１ 重回帰式による比率(B/A)の展開
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係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切⽚ 1.04061117 0.03139482 33.1459532 6.8886E-17 0.9743739 1.10684845
距離（km）,x1 -0.0001253 4.1726E-05 -3.0031488 0.0080008 -0.0002133 -3.728E-05
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1㌧⾞ま
で

2㌧⾞ま
で

3㌧⾞ま
で

4㌧⾞ま
で

5㌧⾞ま
で

6㌧⾞ま
で

8㌧⾞ま
で

10㌧⾞ま
で

12㌧⾞ま
で

14㌧⾞ま
で

10 kmまで 1.0207 1.0021 0.9834 0.9648 0.9461 0.9275 0.8902 0.8529 0.8156 0.7783
20 　〃　 1.0195 1.0008 0.9822 0.9635 0.9449 0.9262 0.8889 0.8516 0.8143 0.7770
30 　〃　 1.0182 0.9996 0.9809 0.9623 0.9436 0.9250 0.8877 0.8504 0.8131 0.7758
40 〃　 1.0170 0.9983 0.9797 0.9610 0.9424 0.9237 0.8864 0.8491 0.8118 0.7745
50 〃　 1.0157 0.9970 0.9784 0.9598 0.9411 0.9225 0.8852 0.8479 0.8106 0.7733
60 　〃　 1.0144 0.9958 0.9771 0.9585 0.9399 0.9212 0.8839 0.8466 0.8093 0.7720
70 〃　 1.0132 0.9945 0.9759 0.9572 0.9386 0.9199 0.8827 0.8454 0.8081 0.7708
80 〃　 1.0119 0.9933 0.9746 0.9560 0.9373 0.9187 0.8814 0.8441 0.8068 0.7695
90 〃　 1.0107 0.9920 0.9734 0.9547 0.9361 0.9174 0.8801 0.8428 0.8056 0.7683
100 〃　 1.0094 0.9908 0.9721 0.9535 0.9348 0.9162 0.8789 0.8416 0.8043 0.7670
110 〃　 1.0082 0.9895 0.9709 0.9522 0.9336 0.9149 0.8776 0.8403 0.8030 0.7657
120 〃　 1.0069 0.9883 0.9696 0.9510 0.9323 0.9137 0.8764 0.8391 0.8018 0.7645
130 　〃　 1.0057 0.9870 0.9684 0.9497 0.9311 0.9124 0.8751 0.8378 0.8005 0.7632
140 　〃　 1.0044 0.9858 0.9671 0.9485 0.9298 0.9112 0.8739 0.8366 0.7993 0.7620
150 　〃　 1.0032 0.9845 0.9659 0.9472 0.9286 0.9099 0.8726 0.8353 0.7980 0.7607
160 　〃　 1.0019 0.9833 0.9646 0.9460 0.9273 0.9087 0.8714 0.8341 0.7968 0.7595
170 　〃　 1.0007 0.9820 0.9634 0.9447 0.9261 0.9074 0.8701 0.8328 0.7955 0.7582
180 　〃　 0.9994 0.9808 0.9621 0.9435 0.9248 0.9062 0.8689 0.8316 0.7943 0.7570
190 　〃　 0.9982 0.9795 0.9609 0.9422 0.9236 0.9049 0.8676 0.8303 0.7930 0.7557
200 　〃　 0.9969 0.9783 0.9596 0.9410 0.9223 0.9037 0.8664 0.8291 0.7918 0.7545
220 　〃　 0.9944 0.9757 0.9571 0.9384 0.9198 0.9012 0.8639 0.8266 0.7893 0.7520
240 　〃　 0.9919 0.9732 0.9546 0.9359 0.9173 0.8986 0.8613 0.8241 0.7868 0.7495
260 〃　 0.9894 0.9707 0.9521 0.9334 0.9148 0.8961 0.8588 0.8215 0.7842 0.7470
280 〃　 0.9869 0.9682 0.9496 0.9309 0.9123 0.8936 0.8563 0.8190 0.7817 0.7444
300 　〃　 0.9844 0.9657 0.9471 0.9284 0.9098 0.8911 0.8538 0.8165 0.7792 0.7419
320 　〃　 0.9819 0.9632 0.9446 0.9259 0.9073 0.8886 0.8513 0.8140 0.7767 0.7394
340 〃　 0.9794 0.9607 0.9421 0.9234 0.9048 0.8861 0.8488 0.8115 0.7742 0.7369
360 〃　 0.9769 0.9582 0.9396 0.9209 0.9023 0.8836 0.8463 0.8090 0.7717 0.7344
380 　〃　 0.9743 0.9557 0.9370 0.9184 0.8998 0.8811 0.8438 0.8065 0.7692 0.7319
400 〃　 0.9718 0.9532 0.9345 0.9159 0.8972 0.8786 0.8413 0.8040 0.7667 0.7294
420 〃　 0.9693 0.9507 0.9320 0.9134 0.8947 0.8761 0.8388 0.8015 0.7642 0.7269
440 〃　 0.9668 0.9482 0.9295 0.9109 0.8922 0.8736 0.8363 0.7990 0.7617 0.7244
460 〃　 0.9643 0.9457 0.9270 0.9084 0.8897 0.8711 0.8338 0.7965 0.7592 0.7219
480 〃　 0.9618 0.9432 0.9245 0.9059 0.8872 0.8686 0.8313 0.7940 0.7567 0.7194
500 〃　 0.9593 0.9407 0.9220 0.9034 0.8847 0.8661 0.8288 0.7915 0.7542 0.7169
550 〃　 0.9530 0.9344 0.9157 0.8971 0.8784 0.8598 0.8225 0.7852 0.7479 0.7106
600 　〃　 0.9468 0.9281 0.9095 0.8908 0.8722 0.8535 0.8162 0.7789 0.7416 0.7043
650 　〃　 0.9405 0.9219 0.9032 0.8846 0.8659 0.8473 0.8100 0.7727 0.7354 0.6981
700 　〃　 0.9342 0.9156 0.8969 0.8783 0.8597 0.8410 0.8037 0.7664 0.7291 0.6918
750 〃　 0.9280 0.9093 0.8907 0.8720 0.8534 0.8347 0.7974 0.7601 0.7228 0.6855
800 〃　 0.9217 0.9031 0.8844 0.8658 0.8471 0.8285 0.7912 0.7539 0.7166 0.6793
850 　〃　 0.9154 0.8968 0.8782 0.8595 0.8409 0.8222 0.7849 0.7476 0.7103 0.6730
900 　〃　 0.9092 0.8905 0.8719 0.8532 0.8346 0.8159 0.7786 0.7413 0.7041 0.6668
950 〃　 0.9029 0.8843 0.8656 0.8470 0.8283 0.8097 0.7724 0.7351 0.6978 0.6605
1000 〃　 0.8967 0.8780 0.8594 0.8407 0.8221 0.8034 0.7661 0.7288 0.6915 0.6542

　　　　　　　　　　⾞種

距離



特集  物流の労働環境改善への取り組み

29

図表２３　距離制運賃表（実勢運賃の推計結果）

図表２４　距離制運賃表（再生産可能なベースの推計結果）

図表２３ 距離制運賃表（実勢運賃の推計結果）

図表２４ 距離制運賃表（再生産可能なベースの推計結果）

1㌧⾞まで 2㌧⾞まで 3㌧⾞まで 4㌧⾞まで 5㌧⾞まで 6㌧⾞まで 8㌧⾞まで 10㌧⾞まで 12㌧⾞まで 14㌧⾞まで

10 kmまで 4,810 6,650 7,800 8,930 9,970 11,090 0 0 0 0
20 〃　 7,830 10,120 10,660 11,460 12,460 13,400 14,510 15,450 15,260 16,100
30 〃　 10,270 11,740 12,360 13,320 14,450 15,570 16,890 17,960 17,720 18,670
40 〃　 12,110 13,350 14,060 15,170 16,470 17,730 19,190 20,430 20,180 21,240
50 〃　 13,570 14,960 15,770 17,010 18,470 19,880 21,500 22,910 22,620 23,800
60 〃　 15,040 16,580 17,470 18,860 20,470 22,040 23,790 25,380 25,060 26,280
70 　〃　 16,250 18,190 19,150 20,700 22,460 24,170 26,080 27,830 27,500 28,780
80 〃　 17,960 19,770 20,830 22,530 24,440 26,320 28,340 30,280 29,920 31,240
90 　〃　 19,400 21,370 22,520 24,340 26,410 28,440 30,410 32,700 32,330 33,710

100 〃　 21,010 22,960 24,190 26,160 28,360 30,550 32,520 34,920 34,740 36,160
110 　〃　 21,890 23,930 25,210 27,290 29,630 31,880 34,000 36,590 36,220 37,760
120 〃　 22,780 24,910 26,220 28,400 30,830 33,180 35,570 38,030 37,680 39,330
130 〃　 23,660 25,870 27,250 29,510 32,020 34,490 37,090 39,440 39,140 40,920
140 〃　 24,530 26,840 28,240 30,620 33,230 35,780 38,430 40,910 40,610 42,510
150 〃　 25,420 27,800 29,260 31,740 34,440 37,060 39,810 42,410 42,080 44,070
160 〃　 26,290 28,750 30,280 32,840 35,630 38,340 41,270 43,910 43,520 45,630
170 〃　 27,170 29,720 31,270 33,950 36,810 39,610 42,710 45,390 44,970 47,190
180 　〃　 28,030 30,660 32,280 35,040 38,010 40,900 44,140 46,860 46,410 48,740
190 　〃　 28,910 31,620 33,250 36,130 39,180 42,170 45,570 48,320 47,830 50,280
200 〃　 29,760 32,560 34,250 37,220 40,370 43,440 47,010 49,800 49,270 51,820

1,470 1,610 1,690 1,830 1,970 2,120 2,290 2,420 2,500 2,710

3,280 3,550 3,720 4,010 4,340 4,650 4,970 5,220 5,290 5,600

200km を超え
500kmまで20km
までを増すごとに
500km を超え
50kmまでを増すごと
に

　　　　　　　　　　⾞種

距離

1㌧⾞まで 2㌧⾞まで 3㌧⾞まで 4㌧⾞まで 5㌧⾞まで 6㌧⾞まで 8㌧⾞まで 10㌧⾞まで 12㌧⾞まで 14㌧⾞まで

10 kmまで 5,300 7,330 8,600 9,840 10,990 12,220 0 0 0 0
20 　〃　 8,630 11,150 11,750 12,630 13,730 14,760 15,990 17,020 16,810 17,740
30 　〃　 11,320 12,940 13,620 14,680 15,920 17,150 18,610 19,790 19,520 20,570
40 〃　 13,340 14,710 15,490 16,710 18,150 19,530 21,140 22,510 22,230 23,400
50 〃　 14,950 16,480 17,370 18,740 20,350 21,900 23,690 25,240 24,920 26,220
60 　〃　 16,570 18,270 19,250 20,780 22,550 24,280 26,210 27,960 27,610 28,950
70 〃　 17,900 20,040 21,100 22,800 24,740 26,630 28,730 30,660 30,290 31,700
80 〃　 19,790 21,780 22,950 24,820 26,920 28,990 31,220 33,360 32,960 34,410
90 〃　 21,370 23,540 24,810 26,810 29,090 31,330 33,500 36,020 35,610 37,130

100 〃　 23,150 25,290 26,650 28,820 31,240 33,650 35,820 38,470 38,270 39,830
110 〃　 24,120 26,360 27,770 30,060 32,640 35,120 37,450 40,310 39,900 41,590
120 　〃　 25,100 27,440 28,880 31,290 33,960 36,550 39,180 41,890 41,510 43,320
130 〃　 26,060 28,500 30,020 32,510 35,270 37,990 40,860 43,450 43,110 45,080
140 　〃　 27,020 29,570 31,110 33,730 36,610 39,410 42,330 45,060 44,730 46,830
150 　〃　 28,000 30,620 32,230 34,960 37,940 40,820 43,850 46,720 46,350 48,540
160 　〃　 28,960 31,670 33,360 36,180 39,250 42,230 45,460 48,370 47,940 50,260
170 〃　 29,930 32,740 34,450 37,400 40,550 43,630 47,050 50,000 49,540 51,980
180 〃　 30,880 33,770 35,560 38,600 41,870 45,050 48,620 51,620 51,120 53,690
190 〃　 31,850 34,830 36,630 39,800 43,160 46,450 50,200 53,230 52,690 55,380
200 〃　 32,780 35,870 37,730 41,000 44,470 47,850 51,780 54,860 54,270 57,080

1,620 1,770 1,870 2,020 2,160 2,330 2,520 2,660 2,760 2,990

3,610 3,910 4,100 4,420 4,780 5,120 5,470 5,750 5,830 6,170

200km を超え
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に
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図表２３ 距離制運賃表（実勢運賃の推計結果）

図表２４ 距離制運賃表（再生産可能なベースの推計結果）

1㌧⾞まで 2㌧⾞まで 3㌧⾞まで 4㌧⾞まで 5㌧⾞まで 6㌧⾞まで 8㌧⾞まで 10㌧⾞まで 12㌧⾞まで 14㌧⾞まで

10 kmまで 4,810 6,650 7,800 8,930 9,970 11,090 0 0 0 0
20 〃　 7,830 10,120 10,660 11,460 12,460 13,400 14,510 15,450 15,260 16,100
30 〃　 10,270 11,740 12,360 13,320 14,450 15,570 16,890 17,960 17,720 18,670
40 〃　 12,110 13,350 14,060 15,170 16,470 17,730 19,190 20,430 20,180 21,240
50 〃　 13,570 14,960 15,770 17,010 18,470 19,880 21,500 22,910 22,620 23,800
60 〃　 15,040 16,580 17,470 18,860 20,470 22,040 23,790 25,380 25,060 26,280
70 　〃　 16,250 18,190 19,150 20,700 22,460 24,170 26,080 27,830 27,500 28,780
80 〃　 17,960 19,770 20,830 22,530 24,440 26,320 28,340 30,280 29,920 31,240
90 　〃　 19,400 21,370 22,520 24,340 26,410 28,440 30,410 32,700 32,330 33,710

100 〃　 21,010 22,960 24,190 26,160 28,360 30,550 32,520 34,920 34,740 36,160
110 　〃　 21,890 23,930 25,210 27,290 29,630 31,880 34,000 36,590 36,220 37,760
120 〃　 22,780 24,910 26,220 28,400 30,830 33,180 35,570 38,030 37,680 39,330
130 〃　 23,660 25,870 27,250 29,510 32,020 34,490 37,090 39,440 39,140 40,920
140 〃　 24,530 26,840 28,240 30,620 33,230 35,780 38,430 40,910 40,610 42,510
150 〃　 25,420 27,800 29,260 31,740 34,440 37,060 39,810 42,410 42,080 44,070
160 〃　 26,290 28,750 30,280 32,840 35,630 38,340 41,270 43,910 43,520 45,630
170 〃　 27,170 29,720 31,270 33,950 36,810 39,610 42,710 45,390 44,970 47,190
180 　〃　 28,030 30,660 32,280 35,040 38,010 40,900 44,140 46,860 46,410 48,740
190 　〃　 28,910 31,620 33,250 36,130 39,180 42,170 45,570 48,320 47,830 50,280
200 〃　 29,760 32,560 34,250 37,220 40,370 43,440 47,010 49,800 49,270 51,820

1,470 1,610 1,690 1,830 1,970 2,120 2,290 2,420 2,500 2,710

3,280 3,550 3,720 4,010 4,340 4,650 4,970 5,220 5,290 5,600

200km を超え
500kmまで20km
までを増すごとに
500km を超え
50kmまでを増すごと
に
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1㌧⾞まで 2㌧⾞まで 3㌧⾞まで 4㌧⾞まで 5㌧⾞まで 6㌧⾞まで 8㌧⾞まで 10㌧⾞まで 12㌧⾞まで 14㌧⾞まで

10 kmまで 5,300 7,330 8,600 9,840 10,990 12,220 0 0 0 0
20 　〃　 8,630 11,150 11,750 12,630 13,730 14,760 15,990 17,020 16,810 17,740
30 　〃　 11,320 12,940 13,620 14,680 15,920 17,150 18,610 19,790 19,520 20,570
40 〃　 13,340 14,710 15,490 16,710 18,150 19,530 21,140 22,510 22,230 23,400
50 〃　 14,950 16,480 17,370 18,740 20,350 21,900 23,690 25,240 24,920 26,220
60 　〃　 16,570 18,270 19,250 20,780 22,550 24,280 26,210 27,960 27,610 28,950
70 〃　 17,900 20,040 21,100 22,800 24,740 26,630 28,730 30,660 30,290 31,700
80 〃　 19,790 21,780 22,950 24,820 26,920 28,990 31,220 33,360 32,960 34,410
90 〃　 21,370 23,540 24,810 26,810 29,090 31,330 33,500 36,020 35,610 37,130

100 〃　 23,150 25,290 26,650 28,820 31,240 33,650 35,820 38,470 38,270 39,830
110 〃　 24,120 26,360 27,770 30,060 32,640 35,120 37,450 40,310 39,900 41,590
120 　〃　 25,100 27,440 28,880 31,290 33,960 36,550 39,180 41,890 41,510 43,320
130 〃　 26,060 28,500 30,020 32,510 35,270 37,990 40,860 43,450 43,110 45,080
140 　〃　 27,020 29,570 31,110 33,730 36,610 39,410 42,330 45,060 44,730 46,830
150 　〃　 28,000 30,620 32,230 34,960 37,940 40,820 43,850 46,720 46,350 48,540
160 　〃　 28,960 31,670 33,360 36,180 39,250 42,230 45,460 48,370 47,940 50,260
170 〃　 29,930 32,740 34,450 37,400 40,550 43,630 47,050 50,000 49,540 51,980
180 〃　 30,880 33,770 35,560 38,600 41,870 45,050 48,620 51,620 51,120 53,690
190 〃　 31,850 34,830 36,630 39,800 43,160 46,450 50,200 53,230 52,690 55,380
200 〃　 32,780 35,870 37,730 41,000 44,470 47,850 51,780 54,860 54,270 57,080

1,620 1,770 1,870 2,020 2,160 2,330 2,520 2,660 2,760 2,990

3,610 3,910 4,100 4,420 4,780 5,120 5,470 5,750 5,830 6,170

200km を超え
500kmまで20km
までを増すごとに
500km を超え
50kmまでを増すごと
に
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図表２５ 距離制 H2運賃に対する再生産可能な運賃の比率

図表２６ 距離制運賃表（H2運賃、九州運輸局）（参考）

1㌧⾞まで 2㌧⾞まで 3㌧⾞まで 4㌧⾞まで 5㌧⾞まで 6㌧⾞まで 8㌧⾞まで 10㌧⾞まで 12㌧⾞まで 14㌧⾞まで

10 kmまで 4,710 6,630 7,930 9,250 10,530 11,950 0 0 0 0
20 　〃　 7,680 10,110 10,850 11,890 13,180 14,460 16,320 18,140 18,730 20,720
30 　〃　 10,080 11,740 12,600 13,840 15,310 16,830 19,020 21,110 21,790 24,060
40 　〃　 11,900 13,370 14,350 15,780 17,470 19,190 21,640 24,060 24,850 27,420
50 　〃　 13,360 15,000 16,110 17,720 19,620 21,550 24,280 27,020 27,900 30,770
60 　〃　 14,820 16,650 17,870 19,670 21,780 23,920 26,910 29,970 30,960 34,040
70 　〃　 16,030 18,280 19,620 21,620 23,920 26,270 29,540 32,910 34,020 37,330
80 　〃　 17,740 19,900 21,370 23,560 26,070 28,640 32,150 35,870 37,080 40,590
90 　〃　 19,190 21,540 23,130 25,490 28,210 30,990 34,540 38,790 40,130 43,870

100 　〃　 20,810 23,170 24,880 27,430 30,330 33,340 36,990 41,490 43,190 47,140
110 　〃　 21,710 24,180 25,960 28,650 31,730 34,840 38,730 43,540 45,100 49,310
120 　〃　 22,620 25,200 27,040 29,860 33,060 36,310 40,580 45,320 46,990 51,440
130 　〃　 23,520 26,210 28,130 31,070 34,390 37,790 42,380 47,070 48,890 53,610
140 　〃　 24,420 27,220 29,200 32,280 35,730 39,260 43,970 48,900 50,800 55,780
150 　〃　 25,330 28,230 30,290 33,500 37,080 40,720 45,620 50,770 52,720 57,920
160 　〃　 26,230 29,230 31,390 34,710 38,420 42,190 47,360 52,640 54,610 60,080
170 　〃　 27,150 30,260 32,450 35,930 39,740 43,650 49,080 54,490 56,520 62,230
180 　〃　 28,040 31,260 33,550 37,130 41,090 45,130 50,800 56,350 58,420 64,380
190 　〃　 28,960 32,280 34,600 38,340 42,420 46,600 52,520 58,190 60,310 66,530
200 　〃　 29,850 33,280 35,690 39,550 43,770 48,070 54,250 60,060 62,220 68,680

1,610 1,790 1,930 2,130 2,340 2,580 2,920 3,240 3,520 4,020

4,030 4,470 4,800 5,300 5,880 6,460 7,280 8,090 8,690 9,790

200km を超え
500kmまで20km
までを増すごとに
500km を超え
50kmまでを増すごと
に

　　　　　　　　　　⾞種

距離

H2運賃に対する再⽣産可能ベースの運賃の比率

1㌧⾞まで 2㌧⾞まで 3㌧⾞まで 4㌧⾞まで 5㌧⾞まで 6㌧⾞まで 8㌧⾞まで 10㌧⾞まで 12㌧⾞まで 14㌧⾞まで

10 kmまで 113 111 108 106 104 102 － － － －
20 　〃　 112 110 108 106 104 102 98 94 90 86
30 　〃　 112 110 108 106 104 102 98 94 90 85
40 　〃　 112 110 108 106 104 102 98 94 89 85
50 　〃　 112 110 108 106 104 102 98 93 89 85
60 　〃　 112 110 108 106 104 102 97 93 89 85
70 　〃　 112 110 108 105 103 101 97 93 89 85
80 　〃　 112 109 107 105 103 101 97 93 89 85
90 　〃　 111 109 107 105 103 101 97 93 89 85

100 　〃　 111 109 107 105 103 101 97 93 89 84
110 　〃　 111 109 107 105 103 101 97 93 88 84
120 　〃　 111 109 107 105 103 101 97 92 88 84
130 　〃　 111 109 107 105 103 101 96 92 88 84
140 　〃　 111 109 107 104 102 100 96 92 88 84
150 　〃　 111 108 106 104 102 100 96 92 88 84
160 　〃　 110 108 106 104 102 100 96 92 88 84
170 　〃　 110 108 106 104 102 100 96 92 88 84
180 　〃　 110 108 106 104 102 100 96 92 88 83
190 　〃　 110 108 106 104 102 100 96 91 87 83
200 　〃　 110 108 106 104 102 100 95 91 87 83

101 99 97 95 92 90 86 82 78 74

90 87 85 83 81 79 75 71 67 63

　　　　　　　　　　⾞種

200km を超え
500kmまで20km
までを増すごとに
500km を超え
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に

図表２５　距離制H2運賃に対する再生産可能な運賃の比率

図表２６　距離制運賃表（H2運賃、九州運輸局）（参考）図表２６ 距離制運賃表（H2運賃、九州運輸局）（参考）

1㌧⾞まで 2㌧⾞まで 3㌧⾞まで 4㌧⾞まで 5㌧⾞まで 6㌧⾞まで 8㌧⾞まで 10㌧⾞まで 12㌧⾞まで 14㌧⾞まで

10 kmまで 4,710 6,630 7,930 9,250 10,530 11,950 0 0 0 0
20 〃　 7,680 10,110 10,850 11,890 13,180 14,460 16,320 18,140 18,730 20,720
30 〃　 10,080 11,740 12,600 13,840 15,310 16,830 19,020 21,110 21,790 24,060
40 　〃　 11,900 13,370 14,350 15,780 17,470 19,190 21,640 24,060 24,850 27,420
50 〃　 13,360 15,000 16,110 17,720 19,620 21,550 24,280 27,020 27,900 30,770
60 　〃　 14,820 16,650 17,870 19,670 21,780 23,920 26,910 29,970 30,960 34,040
70 　〃　 16,030 18,280 19,620 21,620 23,920 26,270 29,540 32,910 34,020 37,330
80 　〃　 17,740 19,900 21,370 23,560 26,070 28,640 32,150 35,870 37,080 40,590
90 　〃　 19,190 21,540 23,130 25,490 28,210 30,990 34,540 38,790 40,130 43,870

100 〃　 20,810 23,170 24,880 27,430 30,330 33,340 36,990 41,490 43,190 47,140
110 〃　 21,710 24,180 25,960 28,650 31,730 34,840 38,730 43,540 45,100 49,310
120 　〃　 22,620 25,200 27,040 29,860 33,060 36,310 40,580 45,320 46,990 51,440
130 　〃　 23,520 26,210 28,130 31,070 34,390 37,790 42,380 47,070 48,890 53,610
140 〃　 24,420 27,220 29,200 32,280 35,730 39,260 43,970 48,900 50,800 55,780
150 〃　 25,330 28,230 30,290 33,500 37,080 40,720 45,620 50,770 52,720 57,920
160 〃　 26,230 29,230 31,390 34,710 38,420 42,190 47,360 52,640 54,610 60,080
170 　〃　 27,150 30,260 32,450 35,930 39,740 43,650 49,080 54,490 56,520 62,230
180 〃　 28,040 31,260 33,550 37,130 41,090 45,130 50,800 56,350 58,420 64,380
190 　〃　 28,960 32,280 34,600 38,340 42,420 46,600 52,520 58,190 60,310 66,530
200 〃　 29,850 33,280 35,690 39,550 43,770 48,070 54,250 60,060 62,220 68,680

1,610 1,790 1,930 2,130 2,340 2,580 2,920 3,240 3,520 4,020

4,030 4,470 4,800 5,300 5,880 6,460 7,280 8,090 8,690 9,790

200km を超え
500kmまで20km
までを増すごとに
500km を超え
50kmまでを増すごと
に

　　　　　　　　　　⾞種

距離
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図表２７ ４ｔ車の運賃比較（H2・実勢・再生産可能）

27,430

39,550

50,200

60,850

26,160

37,220

46,610

55,740

28,820

41,000

51,340

61,400

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

90-100km
まで

190-200km
まで

280-300km
まで

380-400km
まで

H2運賃

実勢運賃

再生産可能な運賃

（円）

4t車 単位：円

H2運賃 実勢運賃
再生産可能

な運賃
 90-100kmまで 27,430 26,160 28,820

 190-200kmまで 39,550 37,220 41,000
 280-300kmまで 50,200 46,610 51,340
 380-400kmまで 60,850 55,740 61,400
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４）H2運賃と実勢運賃、再生産可能な運賃

の比較

■４ｔ車

H2運賃を100とすると、実勢運賃は92 ～

95の水準にあるが、再生産可能なベースでは

101 ～ 105の水準である。

注１：軽油価格は100円／㍑を基準とし、価格に格差が生じた場合
には燃料サーチャージで調整

注２：運賃には高速代を含まず、実費を別途収受
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注２：運賃には高速代を含まず、実費を別途収受

図表２７	４ｔ車の運賃比較（H2・実勢・再生産可能） 図表２８	14ｔ車の運賃比較（標準・実勢・再生産可能）

みの水準（全産業平均）にする、軽油価格は

100円／㍑で固定（価格の変動は燃料サー
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４．おわりに

本研究は、トラック事業に係る実際運送原

価をもとに、トラック運転者の賃金を世間並

■13･14ｔ車

H2運賃を100とすると、実勢運賃は65 ～
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未来原価をベースとして、これに対する再生

産可能な運賃の推計を試みた。あるべき運送

原価と運賃水準の試算である。当然のことな

がら、再生産可能な運賃は実勢運賃より高い

水準となったが、平成2年の認可運賃の水準

よりは低く試算された。認可運賃は当時の経

済環境や輸送効率等をもとに適正利潤を含む

総括原価で設定された「あるべき運賃」の意

味を持つことから、輸送効率化や合理化が平

成2年以降大きく進んだ結果と捉えることも

できる。

物流二法施行により、認可運賃から届出制

に変わり、事業者の創意工夫による多様な運

賃体系も生まれ、また運送原価構造や運賃水

準も企業毎に大幅に異なっている。本研究に

おける再生産可能な運賃は、実態調査の平均

をもとにした試算であり、個別の企業が設定

する運賃とは異なるが、事業の健全性や持続・

発展のためには、あらためて再生産可能な運

賃の考え方が重要となってきたといえよう。

注１）ROE（自己資本純利益率）は、企業評価基準
としては15%程度あれば優良と判断されている。
ちなみに、実効税率（法人税、住民税、事業税の
表面税率に基づく所定の算定式による総合的な税
率）を約40%とすれば、ROE15％の適正利潤（内
部留保や配当にあてることのできる金額）は自己
資本の9％に相当する。

注２）平成25年版は以降は簡易集計のみ公表されて
いるため、本推計では、地域別等の貸借対照表等
の詳細集計が行われた22-24年度のデータの平均を
もとに推計した。

→ （自己資本に対する内部留保・配当率）
　＝ 0.15 × 0.6 ＝ 0.09

＝運賃適用の対象となる年度の適正利潤
総資産×自己資本比率×内部留保・配当率
÷（1－法人税等税率）→

→ ROE＝ ＝適正利潤 自己資本に対する内部留保・配当率
自己資本 （１－法人税等税率）

0.15 ＝（自己資本に対する内部留保・配当率）
（ 1 － 0.4 ）

参考文献
	・	九州トラック協会『九州管内のトラック運送事業

の原価実態調査』（平成28年）
	・	全日本トラック協会『経営改善対策ガイドブック』
（平成22年）
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流通経済大学流通情報学部では、2010	年

度からロジスティクス産学連携プログラムを

正式に立ち上げました。今年度が6年目であ

り、プログラムが確実に定着してきました。

プログラムの講師は、ロジスティクス関連の

業界団体、物流業、運輸業、メーカー、卸売

業、小売業、コンサルタントなど、企業を中

心とした幅広い人材で構成されております。

ロジスティクス産学連携プログラムとし

て、「ロジスティクス実践講座」、「物流マネ

ジメント実践講座」、「国際物流実践講座」、「情

報システム実践講座」、「ダイレクトマーケ

ティング実践講座」、「ロジスティクス企業訪

問講座」、「ロジスティクス改善演習」の7科目、

さらに関連する寄付講座として、「日本通運

寄付講座」、「全国通運連盟寄付講座」の2科

目があります。2015	年度の実施状況の概要

をご報告させていただきます。なお、「日本

通運寄付講座」は、春学期に龍ヶ崎キャンパ

ス、秋学期に新松戸キャンパスで開講し、全

15回、日通総合研究所の長谷川雅行氏に講義

をしていただきました。

①「ロジスティクス実践講座」の2015年度の 
　実施状況

「ロジスティクス実践講座」は、荷主企業

等を中心にロジスティクス実務者を招き、各

企業のロジスティクスシステムの現状を学

び、ロジスティクスの考え方を現場から考え

ていくことを目標としています。また、環境

問題あるいは災害時対応といった新たな問題

についても学びます。ロジスティクス実践講

座Ⅰが春学期、ロジスティクス実践講座Ⅱが

秋学期に、龍ヶ崎、新松戸の両キャンパスで

開講しました。各回のテーマ、講師は表１、

表２のとおりです。新松戸の受講生数は春学

期52人、秋学期43人でした。龍ヶ崎の受講生

数は春学期36人、秋学期35人でした。

②「物流マネジメント実践講座」の 
　2015年度の実施状況

「物流マネジメント実践講座」は、トラック、

鉄道、３ＰＬ等の物流事業者及び有識者を招

き、ロジスティクス管理に関する現状を学ぶ

ことを目標としています。また、企業の物流

戦略や多様な物流サービスの事例といった最

新の動きについても学びます。半期科目であ

り、春学期は新松戸キャンパスで、秋学期は

龍ヶ崎キャンパスで開講しました。各回の

テーマ、講師は表３、表４のとおりです。新

松戸の受講生数は55人、龍ヶ崎の受講生数は

13人でした。

③「国際物流実践講座」の2015年度の 
　実施状況

「国際物流実践講座」は、国際物流に携わ

る経営者、実務経験者を講師として招聘し、

国際物流における最新動向、事例により、国

際物流の現状と課題を把握するとともに今後

2015年度の産学連携プログラムの実施状況
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表１　「ロジスティクス実践講座－龍ヶ崎」の2015年度の実施結果

表２　「ロジスティクス実践講座－新松戸」の2015年度の実施結果

回 テーマ 講師
1 ロジスティクス実践講座ガイダンス 流通経済大学　矢野裕児
2 ロジスティクス概論 元日本ロジスティクスシステム協会　石井徹郎氏
3 企業のロジスティクス戦略の変遷－１ 日通総合研究所　廣瀬吉英氏
4 企業のロジスティクス戦略の変遷－２ 日通総合研究所　廣瀬吉英氏
5 トラック輸送の実態とドライバー不足問題について 日通総合研究所　大島弘明氏
6 流通業におけるロジスティクスの展望 ロジスティクス経営士　楠堂昌純氏
7 物流改善のポイントは－１ 紙中コンサルティング　紙中英伸氏
8 物流改善のポイントは－２ 紙中コンサルティング　紙中英伸氏
9 ロジスティクス企業に期待されていること 日通情報システム　藤田光樹氏
10 ロジスティクスと包装 ティ・エス・ケイ　橋爪文彦氏
11 ロジスティクスの最新動向 山田経営コンサルティング事務所　山田健氏
12 ロジスティクスと環境－資源有効利用とロジスティクス－ みずほ情報総研　秋山浩之氏
13 ロジスティクスと環境－環境問題とグリーン物流－ ロジスティクス革新パートナーズ　菅田勝氏
14 ロジスティクスと環境－リコーロジスティクス環境活動事例－ ロジスティクス革新パートナーズ　菅田勝氏
15 春学期まとめ 流通経済大学　矢野裕児
16 食品の安全と物流効率を実現した「駅ナカ」「百貨店」向けサプライチェーンの取組み ロジスティクス・ネットワーク　立川哲二氏
17 物流不動産ビジネス イーソウコ　大谷巌一氏
18 ロジスティクスファイナンスについて 日通キャピタル　及川浩史氏
19 加工食品コールドチェーンにおける課題とその改善策について 物流環境管理士　櫻井保氏
20 中小企業の生き残りをかけた取り組み 十和運送　結束洋氏
21 沖縄の立地特性	と企業人材育成 あんしん　雨宮路男氏
22 中間とりまとめ 流通経済大学　矢野裕児
23 物流改善の実際 紙中コンサルティング　紙中英伸氏
24 菓子物流のネットワーク価値の拡大 スナックフードサービス　一山幸市氏
25 卸売業にとっての物流システム 国分　山田英夫氏
26 変化に対応する花王のＳＣＭ　ビデオ 花王　山口裕人氏
27 フード業界企業間電子商取引（BtoB)プラットフォーム｢FOODS	InfoMart｣ インフォマート　藤田尚武氏
28 都市内物流の効率化について 日通総合研究所　大島弘明氏
29 食品物流の課題と今後の動き ハウス物流サービス　早川哲志氏
30 まとめ 流通経済大学　矢野裕児

回 テーマ 講師
1 ロジスティクス実践講座ガイダンス 流通経済大学　矢野裕児
2 ロジスティクスの基礎知識 流通経済大学　矢野裕児
3 ロジスティクス概論 元日本ロジスティクスシステム協会　石井徹郎氏
4 企業のロジスティクス戦略の変遷－１ 日通総合研究所　廣瀬吉英氏
5 企業のロジスティクス戦略の変遷－２ 日通総合研究所　廣瀬吉英氏
6 トラック輸送の実態とドライバー不足問題について 日通総合研究所　大島弘明氏
7 流通業におけるロジスティクスの展望 ロジスティクス経営士　楠堂昌純氏
8 物流改善のポイントは－１ 紙中コンサルティング　紙中英伸氏
9 物流改善のポイントは－２ 紙中コンサルティング　紙中英伸氏
10 ロジスティクス企業に期待されていること 日通情報システム　藤田光樹氏
11 ロジスティクスの最新動向 山田経営コンサルティング事務所　山田健氏
12 ロジスティクスと環境－環境問題とグリーン物流－ ロジスティクス革新パートナーズ　菅田勝氏
13 ロジスティクスと環境－リコーロジスティクス環境活動事例－ ロジスティクス革新パートナーズ　菅田勝氏
14 ロジスティクスと環境－資源有効利用とロジスティクス－ みずほ情報総研　秋山浩之氏
15 春学期まとめ 流通経済大学　矢野裕児
16 食品の安全と物流効率を実現した「駅ナカ」「百貨店」向けサプライチェーンの取組み ロジスティクス・ネットワーク　立川哲二氏
17 物流不動産ビジネス イーソウコ　大谷巌一氏
18 ロジスティクスと包装 ティ・エス・ケイ　橋爪文彦氏
19 流通情報学部20年記念シンポジウム 　
20 酒類・加工食品業界と味の素グループのロジスティクス ファイネット　恒吉正浩氏
21 卸売業にとっての物流システム 国分　山田英夫氏
22 中間とりまとめ 流通経済大学　矢野裕児
23 中小企業の生き残りをかけた取り組み 十和運送　結束洋氏
24 菓子物流のネットワーク価値の拡大 スナックフードサービス　一山幸市氏
25 変化に対応する花王のＳＣＭ 花王　山口裕人氏
26 フード業界企業間電子商取引（BtoB)プラットフォーム｢FOODS	InfoMart｣ インフォマート　藤田尚武氏
27 都市内物流の効率化について 日通総合研究所　大島弘明氏
28 物流改善の実際 紙中コンサルティング　紙中英伸氏
29 まとめ 流通経済大学　矢野裕児
30 食品物流の課題と今後の動き ハウス物流サービス　早川哲志氏
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の展望を学修することを目標としています。

春学期に半期科目として、新松戸キャンパス

で開講しました。各回のテーマ、講師は表５

のとおりです。受講生数は40人でした。

④「情報システム実践講座」の2015年度の 
　実施状況

「情報システム実践講座」は、物流分野な

どに利用されている情報システムやその要素

表３　「物流マネジメント実践講座－春学期、新松戸」の2015年度の実施結果

表４　「物流マネジメント実践講座－秋学期、龍ヶ崎」の2015年度の実施結果

表５　「国際物流実践講座－春学期、新松戸」の2015年度の実施結果

回 テーマ 講師
1 ガイダンス 流通経済大学　小野秀昭
2 講座受講に必要な知識 流通経済大学　小野秀昭
3 トラック運送産業の概要 運輸・物流研究室　中田愛子氏
4 市場流通の動向と市場物流の実際 コンサル　アグリ　藤井憲雄氏
5 ロジスティクス分野のＩＴ活用事例 野村総合研究所　足立研二氏
6 鉄道貨物輸送の仕組みとＪＲ貨物の取り組み 日本貨物鉄道　和田智秀氏
7 内航海運の現状 海上技術安全研究所　間島隆博氏
8 ３ＰＬの役割と実例 川崎陸送　樋口恵一氏
9 経営戦略の中での物流の位置づけ/役割 金方堂運輸　松本有司氏
10 宅配便の開発と成長過程 ヤマト運輸　江口真一氏
11 物流における倉庫の役割 日本倉庫協会　田代信行氏
12 重量品輸送 日通総合研究所　福島茂明氏
13 メーカーと物流子会社の関係・役割 ファイネット　恒吉正浩氏
14 ＴＶドキュメント(物流テーマ)について討論 流通経済大学　小野秀昭
15 講座の復習とまとめ 流通経済大学　小野秀昭

回 テーマ 講師
1 ガイダンス 流通経済大学　小野秀昭
2 講座受講に必要な知識 流通経済大学　小野秀昭
3 重量品輸送 日通総合研究所　福島茂明氏
4 トラック運送産業の概要 運輸・物流研究室　中田愛子氏
5 トラック運送業界における安全と環境への対応 東京都トラック協会　井上豪氏
6 宅配便の開発と成長過程 ヤマト運輸　原田力氏
7 鉄道貨物輸送の仕組みとＪＲ貨物の取り組み 日本貨物鉄道　和田智秀氏
8 物流における倉庫の役割 日本倉庫協会　田代信行氏
9 ロジスティクス分野のＩＴ活用事例 野村総合研究所　足立研二氏
10 ３ＰＬの役割と実例 川崎陸送　樋口恵一氏
11 内航海運の現状 海上技術安全研究所　間島隆博氏
12 市場流通の動向と市場物流の実際 コンサル　アグリ　藤井憲雄氏
13 講座の復習とまとめ 流通経済大学　小野秀昭
14 講座の復習とまとめ　ＴＶドキュメント 流通経済大学　小野秀昭
15 講座の復習とまとめ 流通経済大学　小野秀昭

回 テーマ 講師
1 ガイダンス 流通経済大学　林克彦
2 船会社の国際物流戦略 オーシャントランス　辰巳順氏
3 国際物流サービス 流通経済大学　林克彦
4 ロシアの最新物流事情 環日本海経済研究所　辻久子氏
5 商社の国際物流管理 住友商事　河野達也氏
6 航空会社の国際物流戦略 ANA	Cargo　嶋崎聡氏
7 ASEANの最新物流事情 日通総合研究所　細山田優氏
8 インテグレータの国際物流戦略 FedEx　山口邦夫氏
9 中間まとめ 流通経済大学　林克彦
10 航空フォワーダーの国際物流戦略 日本通運　簑島宏氏
11 海上貨物フォワーダーの国際物流戦略 日本通運　織田博文氏
12 物流企業の海外展開（中国） 日本通運　小林克人氏
13 米国の最新物流事情 日通総合研究所　田阪幹雄氏
14 欧州の最新物流事情 流通経済大学　林克彦
15 講義のまとめ 流通経済大学　林克彦
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技術などに関わる実務者を講師として招き、

具体的事例を通して最近の動向や課題などに

ついて学びます。また、システムやネットワー

クの設計・開発の手法についても学びます。

半期科目であり、春学期は新松戸キャンパス

にて、秋学期は龍ヶ崎キャンパスにて開講し

ました。各回のテーマ、講師は表６、表７の

とおりです。新松戸の受講生数は46人、龍ヶ

表６　「情報システム実践講座－春学期、新松戸」の2015年度の実施結果

表８　「ダイレクトマーケティング実践講座」の2015年度の実施結果

表７　「情報システム実践講座－秋学期、龍ヶ崎」の2015年度の実施結果

回 テーマ 講師
1 ガイダンス 流通経済大学　増田悦夫
2 IT業界での職務内容と企業研究 ヒューマネテック　松下雄二氏
3 物流の効率化とこれからの取り組み 日通総合研究所　要藤洋文氏
4 ＳＣＭにおける情報セキュリティの課題 飛天ジャパン　傘義冬氏
5 物流標準規格と情報システム オフイス・ロン　吉本隆一氏
6 ロジスティクスと情報システム フレームワークス　秋葉淳一氏
7 物流作業におけるスマートデバイス物流情報機器導入について 日立物流ソフトウェア　小林道明氏
8 Ｗｅｂシステム開発の現状と今後 ヒューマネテック　田中裕樹氏
9 パレットにおけるＲＦＩＤの利用 日本パレットレンタル　永井浩一氏

10 物流品質の向上	〜人材、プロセス、テクノロジーで期待を超える
サービスの探求〜 日本ユニシス　吉川泰一氏

11 ＴＭＳの現状と将来 光英システム　池田勝彦氏
12 ＩＴを活用したロジスティクス戦略立案 日本ビジネスクリエイト　後藤一孝氏
13 物流現場力強化のための物流技術 ＭＴＩ　粟本繁氏
14 本人認証学入門 エスアイリサーチ、きさいや　宇都宮康夫氏
15 講義のまとめ 流通経済大学　増田悦夫

回 テーマ 講師
1 ガイダンス（講義の進め方と講義の対象・課題） 矢野裕児
2 データでみる通販市場 日本通信販売協会　三浦千宗氏
3 通信販売市場の動向とオムニチャネル化 日本通信販売協会　柿尾正之氏
4 ダイレクトマーケティングとロジスティクス 矢野裕児

5 オットージャパンの国内・海外でのフルフィルメントサービスとその
事例－顧客に求められるフルフィルメントサービスとは？－ オットージャパン　勝井武二氏

6 スクロールの変遷と今後の展開 スクロール　高山隆司氏
7 髙島屋通販事業の歩みと百貨店通販のこれからの展望 高島屋　倉田宏之氏
8 インターネット通販の展開 千趣会　中山茂氏
9 スマホが変えたネットコマースと越境ECの可能性 スタイルビズ　青山直美氏（村山らむね）
10 オムニチャネルとラストマイル 矢野裕児
11 メーカー系通販の展開 ライオン　乗竹史智氏

12 顧客満足作りのポイント－『購入後満足』と『個性化』をいかに具
体化するか－ カタログハウス　松尾隆久氏

13 顧客対応からみた通販 日本通信販売協会　八代修一氏
14 まとめ 矢野裕児
15 ファンケル関東物流センターの見学 矢野裕児

回 テーマ 講師
1 ガイダンス 流通経済大学　増田悦夫
2 ＩＴを活用したロジスティクス戦略立案 日本ビジネスクリエイト　後藤一孝氏
3 ロジスティクスと情報システム フレームワークス　秋葉淳一氏

4 物流デジタルイノベーションの幕開け	〜データ分析と新たなデジ
タル活用〜 日本ユニシス　岡根亜矢子氏

5 ＳＣＭにおける情報セキュリティの課題 飛天ジャパン　傘義冬氏
6 ＴＭＳの役割と活用 光英システム　池田勝彦氏
7 パレットにおけるＲＦＩＤの利用 日本パレットレンタル　永井浩一氏
8 物流作業におけるスマートデバイス物流情報機器導入について 日立物流ソフトウェア　小林道明氏
9 物流情報システムに関する標準規格概論 オフイス・ロン　吉本隆一氏
10 Ｗｅｂシステム開発の現状と今後 ヒューマネテック　田中裕樹氏
11 本人認証学入門 エスアイリサーチ、きさいや　宇都宮康夫氏
12 物流現場力強化のための物流技術 ＭＴＩ　粟本繁氏
13 物流の効率化とこれからの取り組み 日通総合研究所　要藤洋文氏
14 講義のまとめ 流通経済大学　増田悦夫
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表９　「ロジスティクス企業訪問講座」の2015年度の実施結果
回 テーマ 訪問先、講師

1
企業訪問講座ガイダンス-１
・企業訪問講座の全体像
・訪問場所のロジスティクスの概要

流通経済大学　矢野裕児、洪京和

2
企業訪問講座ガイダンス-２
・訪問スケジュール
・訪問時の注意事項

流通経済大学　矢野裕児、洪京和

3 鉄鋼メーカーの工場見学 新日鉄住金　鹿島工場
4 港湾の見学 鹿島港
5 物流改善事例の説明、物流機器の見学 トヨタＬ＆Ｆ　カスタマーズセンター
6 小売業の物流センター見学 カスミ　中央流通センター
7 食品メーカーの物流センター見学 味の素　久喜物流センター
8 菓子メーカーの物流センター見学 スナックフードサービス　物流センター
9 東京ミッドタウン共同荷受けの見学 佐川急便
10 鉄道貨物駅の見学 東京貨物ターミナル駅
11 メーカーから物流業務を委託された物流センターの見学 トーワ流通　小絹センター
12 通信販売の物流センターの見学 ファンケル　関東物流センター

崎の受講生数は12人でした。

⑤「ダイレクトマーケティング実践講座」の 
　2015年度の実施状況

「ダイレクトマーケティング実践講座」は、

近年、市場が大きく拡大している通信販売、

ネット販売といったダイレクト・マーケティ

ングをテーマに、通販業界の実務家を招き、

講義を進めます。ダイレクト・マーケティン

グの進展は、小売業における店舗型から無店

舗型への変化というだけでなく、メーカー、

卸、小売のサプライチェーン、さらに物流業

に大きな影響をもたらしつつあります。本講

座は、このような展開を、広く学んでいきま

す。半期科目であり、春学期に新松戸キャン

パスで開講しました。また、9月にファンケ

ルの物流センターを見学しました。各回の

テーマ、講師は表８のとおりです。受講生数

は70人でした。なお、本講座は日本通信販売

協会が後援しています。

⑥「ロジスティクス企業訪問講座」の 
　2015年度の実施状況

企業がロジスティクスをどのように考え、

システムを構築しているかについて、企業訪

問を通じて考察します。実際の現場を訪問す

ることによって、学生が実感として理解する

ことを目標としています。2015年度は10箇所

を訪問し、現場でロジスティクス担当者が概

説し、物流現場を実際に見学しました。半期

科目で、企業訪問を実施することから、夏季

休暇中の9月に集中講義で、開講しました。

各回のテーマ、訪問先は表９のとおりです。

新松戸の受講生数は5人、龍ヶ崎の受講生数

は2人でした。

⑦「ロジスティクス改善演習」の2015年度の 
　実施状況

「ロジスティクス改善演習」では、物流部

門の現場で発生する課題を題材として取り上

げ、現状の問題点の整理を行い、各種手法を

用いて改善案を検討します。この演習を受講

することにより、物流システムに関する理解

を深め、分析手法を習得するとともに、分析

能力や改善案を提案できる能力を習得するこ

とを目標としています。半期科目として、新

松戸キャンパスで実施しました。各回の内容

は表10のとおりで、受講生数は38人でした。
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表10　「ロジスティクス改善演習」の2015年度の実施結果
回 項目 内容
1 はじめに 授業のテーマと目標、実施方法、評価基準等を理解する。
2 ミニチュアモデルによる設備配置1 方眼紙を用いて、倉庫およびラックのミニチュアモデルを作成する。

3 ミニチュアモデルによる設備配置2 ミニチュアモデルを用いたシミュレーションを用いてにより、物流施設内のラック配置を設計する。
4 ミニチュアモデルによる倉庫設備3 総移動距離などを算出し，提案した設計案を評価し、レポートを作成する。

5 RALCによるラック配置設計1 ミニチュアモデルにより作成したラック配置案に対応するRALCシミュレーションモデル
を作成し、シミュレーションを行い、設計案を評価する。

6 RALCによるラック配置設計2 RALC上で、ラック配置を改善したモデルを作成し、シミュレーションを行い、改善案を評
価する。

7 RALCによるラック配置設計3 RALCシミュレーションの各モデルについて分析し、レポートを作成する。
8 サプライチェーンゲーム	1 サプライチェーンゲーム（ビールゲーム）の概要を理解し、ゲームの実施方法を習得する。
9 サプライチェーンゲーム	2 サプライチェーンゲームを実施する。
10 サプライチェーンゲーム	3 サプライチェーンゲームを実施する。
11 サプライチェーンゲーム	4 エクセルを用いて、ゲームの結果を評価・分析し、レポートを作成する。
12 物流とCO2排出 物流部門におけるCO2排出量の計算法を学習する。
13 モーダルシフトによるCO2排出量の削減1 事例データを用いて、モーダルシフトによるCO2排出量の削減量を算出する。
14 モーダルシフトによるCO2排出量の削減2 モーダルシフトによるCO2排出量の削減に関するレポートを作成する。
15 まとめ 全体のまとめを行う。

⑧「全国通運連盟寄付講座」の2015年度の 
　実施状況

「全国通運連盟寄付講座」は、鉄道貨物輸

送をテーマとして、物流博物館、ＪＲ貨物、

鉄道利用運送事業者、荷主企業の実務者を招

き、鉄道貨物輸送の現状、課題、今後の展望

を広く学びます。半期科目であり、新松戸キャ

ンパスで開講しました。各回のテーマ、講師

は表11のとおりです。下記の講義以外に夏休

み期間中に、事前講習として東京貨物ターミ

ナル駅の見学を実施しました。受講生数は44

人でした。

表11　「全国通運連盟寄付講座」の2015年度の実施結果
回 テーマ 講師
1 ガイダンス 流通経済大学　林克彦
2 物流の歴史（１） 物流博物館　玉井幹司氏
3 物流の歴史（２） 物流博物館　玉井幹司氏
4 物流事業及び鉄道利用運送事業の概要について（１） 日本通運　西本健二氏
5 物流事業及び鉄道利用運送事業の概要について（２） 芳賀通運　塚本貴士氏
6 物流事業及び鉄道利用運送事業の概要について（３） SBSロジコム　青柳大氏
7 物流事業及び鉄道利用運送事業の概要について（４） 丸運　岡本将一氏
8 物流事業及び鉄道利用運送事業の概要について（５） センコー　川瀬由洋氏
9 物流事業及び鉄道利用運送事業の概要について（６） 磐城通運　鈴木孝雄氏
10 ＪＲ貨物に関する知識（１） ＪＲ貨物　高澤弘人氏
11 ＪＲ貨物に関する知識（２） ＪＲ貨物　和田智秀氏
12 荷主企業における物流と鉄道コンテナ輸送（１） イオングローバルSCM　坪井康彦氏
13 荷主企業における物流と鉄道コンテナ輸送（２） ブルボン　稲田浩氏
14 日本経済と鉄道貨物輸送ネットワークのあり方について 流通経済大学　林克彦
15 講義のまとめ 流通経済大学　林克彦
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中小トラック運送業の知的資産経営
Intellectual.Asset-Based.Management.for.Small.and.Medium.Truckers

1．中小トラック運送業の事業環境

（１）荷主に対して弱い立場

中小トラック運送業は、提供するサービス

の特性上、顧客である荷主や元請け企業に対

し弱い立場に置かれることが多い。

現在約63,000社あるトラック運送事業者の

99.5％は中小零細企業、また91.3％は一般貨

物自動車運送事業（特別積合せ除く）であり、

基本的に顧客の要請を受けて自社車両で自社

従業員が（一部は協力会社の支援も受けて）

初地点から着地点へと荷物を運ぶ形態であ

る。そこにはサービスに独自の価値を加えら

れる余地は少ない。同じサービス業でも例え

ば飲食店は、メニューや店作り、接客等で独自

性を発揮して顧客を集めることができるが、

運送業は「決められた時間どおりに事故なく

荷物を運んで当たり前」であり、それ以上の

価値を顧客はなかなか求めようとしない。

また、顧客からみると中小トラック運送業

を選択する際の基準は、冷蔵車や平ボディ、

積載トン数等の車種と台数くらいしかわから

ない。しかし車種はいわばトラック運送業の

中の細分化した業種と同じであるし、台数は

処理能力にすぎない。そのなかにおいては「ど

この運送会社でも良い」となり「コストパ

フォーマンスの高い会社が良い」ということ

になる。

このような環境においては、取引関係はど

うしても顧客優位であり、結果として価格交

渉や労働時間等のサービス条件にしわ寄せが

きやすくなっているといえる。

［要約］　いま日本は人口減少社会である。企業経営においては、人手不足と国内市場の縮小の両

面で大きく影響を受けることになる。特にサービス業の場合は、製造業のように輸出・海外市場

に活路を見出すことが難しい。このようななかで中小トラック運送業が持続的な経営を行なってい

くためには、他者との違いを追求して、ステークホルダーとコミュニケーションをはかり、また社

内マネジメントに繋げていくことが重要である。本稿ではこの、「他者との違い」すなわち「当社の

強み」を指す「知的資産」を認識し活かす経営「知的資産経営」について、中小トラック運送業を

例にして述べる。

長島孝善：知的資産経営研究所代表
　　　　　中小企業診断士

略　歴
1956年静岡県生まれ。1980年電気通信大学卒業後、ITサービス企業にて営
業、新事業計画・立ち上げ、マーケティングに従事。2012年に中小企業診
断士として独立。主に知的資産経営、BCP（事業継続計画）の支援を行う。
著書「Q&AでわかるBCP策定の実務」他。
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（２）低い利益率

トラック運送業の利益率は全産業平均に比

べて3ポイント以上低い。中小企業庁の「平

成27年中小企業実態基本調査（速報）」によ

ると、中小企業全産業平均の経常利益率は

3.2％であるが、全日本トラック協会の「平

成26年経営分析報告書」による経常利益率は

－0.2％となっている。また日本政策金融公

庫の「小企業の経営指標2014」においても	

－0.4％となっている。

トラック運送業の利益率が全産業平均に比

べ低い要因としては、前項の価格交渉力の弱

さに加え、そもそも参入事業者の飽和による

競争激化、環境・安全・労働などのコンプラ

イアンスコストの増加、運送原価の約2割を

占める燃油コスト変動のリスク要因などがあ

る。

（３）同質化から抜け出す

このように顧客など外部から見て同質化さ

れやすい中小トラック運送業においては、相

手の要請に一方的に応えているだけだと、い

つまでもレッドオーシャンでの熾烈な競争に

さらされ、その結果としての「忙しいが儲か

らない」状況から抜け出すことが難しい。

一方で企業は当然に一社一社違うものであ

り、同質化とはあくまで顧客側からの「見え

方」にすぎない。従って他者との違いを積極

的に顧客に伝えていくことが、同質化から一

歩抜け出す手がかりになる。

例えばチルド品の冷蔵運送を請け負ってい

る場合、ただ商品事故なく運んでいるだけで

は顧客は「当然」としか思わない。しかし、

なぜ商品事故が起きないかの理由・仕組みを

伝えることができれば、顧客は商品事故が無

いことに価値を認めるようになる。この理由・

仕組みが、本稿で述べる「知的資産」である。

2．知的資産経営とは何か

（１）目に見えにくい強み「知的資産」

知的資産とは、読んで字のごとく、「知的」

な「資産」のことである。知的であるから目

に見えないものであり、また資産であるから

経営に活かすべきものである。つまり知的資

産とは、企業が持っている目に見えにくい経

営に活かすべき資産、簡単に言えば無形の「強

み」のことである。

（２）知的資産の分類

MERITUMプロジェクト１によると、知的

資産は以下の3種類に分類することができる。

この分類は、知的資産経営を中小企業に推奨

している経済産業省も使用している。

①　人的資産

経営者や従業員の人（個人）に依拠する知

的資産のことである。例えば無事故無違反ド

ライバーの誰々がいること、経験豊富な運行

管理者がいること、経営者の計数管理能力な

どである。個人に依拠しているため、その従

業員が退職した場合には社外に流出する知的

資産である。

②　構造資産

企業が構造的に持っている知的資産のこと

である。基本的に会社に根付いている強みの

１　MERITUM	プロジェクト：ナレッジ型経済の準備を目的として、欧州6カ国9つの研究機関が1998 ～
2001年にわたって実施したプロジェクト。
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会社に根付いた強みである構造資産が多いの

は3社ともそれなりに長い社歴があるためと

考えられる。これが創業期の若い企業の場合

は、個人の強みである人的資産への依存割合

が高くなりやすい。

（３）なぜ知的資産が重要なのか

資産といえば通常は会計上の資産を指す。

すなわち、貸借対照表の資産の部にある、現

ため、従業員が入れ替わっても本質的に変わ

らない資産である。安全教育の社内制度、温

度管理輸送マニュアル、Gマーク取得、荷捌

きのノウハウ、差別化するITシステムなど

が該当する。特許権や商標権、著作権などの

知的財産権はこの構造資産の一部である。

③　関係資産

企業の対外関係に付随した知的資産のこと

である。燃油等供給業者との有利な関係、協

力会社ネットワーク、顧客との良好な関係、

都道府県トラック協会との良好な関係や支援

制度の活用などが該当する。

以上の関係を図示すると図表1のようにな

る。

また中小トラック運送業3社が作成した知

的資産経営報告書から、各社が知的資産をど

のように認識しているかを図表2に示す。　

図表2：中小トラック運送業の知的資産の例

図表1：知的資産の分類と位置付け
図表 1：知的資産の分類と位置付け 
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会計上の資産 
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（特許、商標など） 
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資産 

図表 2：中小トラック運送業の知的資産の例 
 K 社 S 社 T 社 

車両台数（作成時点） 13 台 62 台 91 台 

従業員数 16 人 75 人 130 人 

創業年 昭和 48 年 昭和 26 年 昭和 29 年 

主な取り扱い物 鋼材の工場〜建築現場間輸

送 
食品・雑貨の店舗配送 
印刷物の輸送 他

食品のセンタ間輸送、店舗

配送 

知
的
資
産 

人的資産  経営陣が若い（平成 27 年

刷新） 
 社長の新規顧客開拓力 

 配車係の運行管理力 
 配車係の柔軟な状況対応

調整力 
 専任営業の営業力

 資格取得者が豊富 
 従業員の現場力 

構造資産  鋼材運送に特化した車両

構成ポリシー 
 鋼材輸送のための荷扱ノ

ウハウ 
 荷主先に配車係常駐 
 荷主と連携した安全対策

 燃費記録活動 
 立地を活かし顧客を絞り

高い実車率を実現 
 従業員への利益還元方針

 定年後も条件変更なしの

継続雇用方針 

 印刷物と食品配送の専門

性 
 物流アウトソーシングビ

ジネスモデル 
 関東 5 拠点による広範な

サービス提供能力 
 ドラレコ、デジタコ、バ

ックアイ等安全装備 
 G マーク、グリーン経営

認証、P マーク取得 
 計数管理力 

 資格取得の支援制度 
 3 温度帯への対応体制 
 チルド食品配送温度管理

IT システム 
 温度管理輸送マニュアル

 エコ・安全運転・作業安

全への積極投資方針 
 事業資産を 2 箇所に集中

し顧客対応力を獲得 
 食品配送類型に対応した

組織形態 
 CSR 経営 

関係資産  49 年に渡る外部ステーク

ホルダーのご支援 
 協力会社ネットワーク 
 経由、タイヤの低コスト

調達ルート

 荷主との長期的取引関係

 大手 3PL 企業との協力関

係 
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預金、売掛金、商品、建物、機械装置、車両、

土地などのことで、期末時点の金額価値で評

価する。つまりこれらは企業が持っている目

に見える財産である。

これに対し、知的資産は通常貸借対照表に

計上されない。（例外的にM&A等により社

外から取得した特許権は取得原価で計上され

る）会計上の評価対象にならない、つまり金

額評価されない知的資産になぜ着目するのだ

ろうか。それは知的資産は企業の将来を見通

すために重要だからである。

企業を知るためには、売上高や利益、純資

産、従業員数、トラック運送業であれば車両

数などの指標がよく使われる。これらの情報

は手に入りやすく、数値であるため時系列評

価や他社比較などがやりやすいというメリッ

トがある。しかしこれらは全て過去の数値で

あり企業の将来については何も語っていな

い。また「なぜそうなったか」がわからない。

顧客や入社希望者、投資家、金融機関など

のステークホルダーは、企業のこれまでの成

績と同じくらい、あるいはそれ以上に会社の

将来性を知りたいのである。企業の将来を見

通すためには、競争力の源泉である知的資産

を知り、それが活かされる戦略を持っている

かを評価する必要がある。

（４）知的資産経営の定義

経済産業省では「知的資産経営」を次のよ

うに定義している。

である。中小企業の経営者のなかには「うち

には特に自慢できる強みはないですが、真面

目なだけが取り柄です」と謙虚にいう人も少

なくない。しかし10年20年と続いている企業

は、知的資産がありそれが顧客に評価されて

きたからこそ事業を継続してくることができ

たはずである。つまりどんな企業にも知的資

産は存在する。ただしそれは社内においては

当たり前すぎで見えにくいこともある。ゆえ

に「認識」することが重要となる。

また、知的資産は持っているだけでは何も

生まない。まさに宝の持ち腐れである。それ

を活かしてこそ価値を生み出す。知的資産を

単独で活かす場合もあるし、組み合わせて活

かす場合もある。例えば「無事故無違反の優

良ドライバーの田中さんがいる」という人的

資産と、「安全教育の社内制度」という構造

資産を組み合わせて、「優良ドライバー田中

さんのドライブレコーダー動画をベンチマー

クとして安全教育に活用する」などである。

3．知的資産の認識と見える化

（１）知的資産経営報告書

自社の知的資産を認識しても、それを経営

者だけがわかっているのではもったいない。

顧客や従業員などのステークホルダーで共有

できるように「見える化」する必要がある。

これが「知的資産経営報告書」である。

知的資産経営報告書は、事業環境に鑑みて、

これまで当社はどのような知的資産を培って

活かして価値創造をはかってきたのか、また

今後は知的資産を活かしてどのような経営を

していくのかを述べた書類である。会計報告

企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み
合わせて活用していくことを通じて収益につな
げる経営

スタートは自社の知的資産を認識すること
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のように書式や記載項目が決まっているもの

ではないため、どのように表現するかは自由

である。プレゼンテーションスライド形式の

ものや、A3用紙1枚に凝縮したものなど様々

であるが、筆者の場合は文章に図表や写真を

加えた「読み物」として作成することを勧め

ている。プレゼンテーション形式は一見わか

りやすいようであるが、プレゼンターの説明

があることを前提としており、知的資産経営

報告書が書類として一人歩きしたときには内

容を誤解されるリスクがあるためである。

知的資産経営報告書の構成例を図表3に示

す。最終章の知的資産経営の展開（現在～将

来）の項は、報告書を外部公開するかしない

かによってどこまで具体的に記述するか調整

する場合もある。

（２）知的資産の棚卸の方法

自社の知的資産は、社内にいる者にとって

は当たり前で認識されにくいことも多い。

従ってまず自社の知的資産を棚卸しする必要

がある。知的資産を棚卸しして知的資産経営

報告書の作成に繋げるためには、クロス

SWOT（スオット）分析の手法が効果的で

ある。クロスSWOT分析とは、経営戦略策

定のオーソドックスなフレームワークであ

り、企業の内部環境の強みと弱み、外部環境

の機会と脅威を分析し今後の方針を導出する

ものである。

図表4のような3×3のマスの最上列に自社

の強みと弱みを箇条書きで書き出す。同様に

左列に自社をとりまく外部環境の機会（自社

に有利に働くことがら）と脅威（自社に不利

に働くことがら）を書き出す。そしてそれら

がクロスする4つの領域において、自社のと

るべき施策を導出するのである。

クロスSWOT分析で棚卸しした外部環境

はそのまま知的資産経営報告書の「事業環境」

に、同様に強みは「知的資産経営の展開（過

図表3：知的資産経営報告書の構成例と記載イメージ
図表 3：知的資産経営報告書の構成例と記載イメージ 
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去～現在）」に、クロスする4領域は「知的資

産経営の展開（現在～将来）に展開されるこ

とがおわかり頂けると思う。

このクロスSWOT分析は経営者単独で、

あるいは経営者と外部支援者で行なっても良

いが、従業員主体のワークショップ形式で行

なうと、従業員研修効果もあり一石二鳥であ

る。従業員4 ～ 5人で1チームとし、チーム単

位でホワイトボードや模造紙と付箋などを

使って行なう。参加者は最初のうちは戸惑う

ものもいるが、30分も経てば自然に議論が白

熱してくる。所要時間は3 ～ 4時間なので、

土曜日の午後など集まりやすい時間を設定す

る必要がある。

小規模のトラック運送業の場合は、安全教

育以外にはなかなか従業員教育に取り組む環

境にない場合が多いが、このクロスSWOT

分析ワークショップは、参加者一人一人が自

社や周囲の環境を考え直す機会になり、また

自分も経営に参加しているというモチベー

ションアップの効果も期待できる。

図表4：クロスSWOT分析 図表5：トラック運送業でのワークショップの様子
図表 4：クロス SWOT 分析 
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4．知的資産経営の開示

（１）知的資産経営報告書を開示する意義

完成した知的資産経営報告書は、外部に公

開することが望ましい。中小企業が経営状況

に関して外部公開する書類としては、金融機

関や支援機関、取引先などに限定的に公開す

る貸借対照表や損益計算書などの決算書があ

る。これは過去１年間の事業の成果を金額数

値で表したものである。しかし決算書は過去

の結果は示していても、この企業が将来どう

なりそうなのかについてはほとんど語ってい

ない。

また金融機関等に対しては、将来の情報と

して事業計画書や経営改善計画書の提出を求

められる場合もあるが、これも財務数値中心

の計画であり、なんでそのような結果になる

と言えるのか、本当に実現できるのかの根拠

はあまり示されていない。

これらの財務結果に至る根拠を理解するに

は、非財務の情報を知る必要がある。ここに
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知的資産経営報告書を公開する意義がある。

知的資産経営報告書は、決算書で示された事

業成績に至る企業の知的資産とそれをどのよ

うに活かして価値創造してきたかを、また事

業計画書の将来数値を実現するために、知的

資産を外部環境に照らしてどのように活かし

て価値創造に繋げていくかを述べているから

である。

財務情報は決算書や事業計画書で、非財務

情報は知的資産経営報告書でディスクロー

ジャーすることで、ステークホルダーの当該

企業への理解が進み信頼が高まることにな

る。

（２）開示の方法

知的資産経営報告書の開示とは、メディア

に固定して社外に発信することである。代表

的な方法としては、簡易的に印刷・製本する

方法、pdfファイル化してホームページから

ダウンロードさせる方法などがあるが、今後

は経営者や従業員が語る動画として、ホーム

ページや動画ポータルサイトなどで見せるこ

とも考えられる。

5．知的資産を活かした経営

知的資産を活かした経営「知的資産経営」

とは、狭義に考えれば、強みを効果的に組み

込んだ業務モデル、ビジネスモデルを作り運

営するということになる。しかしここではも

う少し広義の考え方として、コミュニケー

ションとマネジメントの2つの側面から考え

る。

（１）知的資産経営のコミュニケーション側面

知的資産経営に取り組むとまず気づくの

が、ステークホルダーとの間のコミュニケー

ションが実にスムーズになるということであ

る。これは知的資産経営報告書によって自社

の経営を見える化（「魅せる化」とも言う）

できたからである。以降、ステークホルダー

毎にコミュニケーションがどのように変わる

のかを考える。

①　顧客とのコミュニケーション

冒頭にも述べた通り、中小トラッック運送

事業は「決められた時間どおりに事故なく荷

物を運んで当たり前」と思われやすく、顧客

から同質化して見られやすい事業である。サー

ビスとはそもそも無形財であり、サービス提

供が終わった後には何も残らず「はいご苦労

様でした」となる。（例外として飲食店や理容

業等では提供物の一部が形として残る）

従って同質化から抜け出すには、提供サー

ビスがどのようにして作られているのかを顧

客に伝えていくことが大切である。なぜなら

ば提供されるサービスは一見同じに見えて

も、それを提供する仕組みは企業によって異

なっているはずだからである。サービス業に

図表6：決算書と知的資産経営報告書の関係
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おけるこのような顧客への働きかけを「エク

スターナル・マーケティング」という。

エクスターナル・マーケティングは一般に

は広告宣伝活動によって行われることが多い

が、広告宣伝は情報量が限られ、受け手にも

広告だからと割り引いいて評価されやすい。

またコストもかかるため、中小トラック運送

業では採用しづらい。

そこで、知的資産経営報告書を使って顧客

に対して知的資産が提供サービスのバック

ボーン・裏付けとなっていることを論理的に

示すことができる。例えば同じように事故を

起こしていない2社があるとしても、それが

たまたまなのか、しっかりした安全教育や労

働時間管理の結果としての無事故なのかで

は、荷主の信頼度は大きく異なるだろう。

②　従業員とのコミュニケーション

サービス業が行うマーケティングには、エ

クスターナル・マーケティングに加えて、企

業が社内のサービス提供者（従業員）に対し

てその戦略などを伝えるマーケティング「イ

ンターナル・マーケティング」がある。これ

は一般には従業員教育や部門内会議などに

よって行われる。

ここでも知的資産経営報告書を使って全従

業員に対して、事業環境認識や自社の強み、

今後の方針などを伝えることができる。一般

に自分が所属する企業への理解は、その内容、

深度において従業員によりまちまちである。

あるルートの運行を任されている一担当ドラ

イバーであっても、会社のことはよくわから

ずにただ指示されたことをこなしているだけ

の者もいれば、自社を理解してその代表とし

ての自覚を持って業務にあたる者もいる。両

者のサービスは一見同じように見えても、細

かな部分での丁寧さ、発着における顧客との

コミュニケーション、予定外事象への対処な

どで大きな違いがある。知的資産経営報告書

により全従業員が自社の事業環境や強み、戦

略などを共有できれば、サービス提供者（運

送会社の場合はドライバー）の全体的な底上

げにつながる。

このように、知的資産経営報告書はサービ

ス業であるトラック運送業のサービスマーケ

ティングのコミュニケーションツールとして

有効である。

③　求職者とのコミュニケーション

トラック運送業におけるドライバー不足の

問題は深刻である。厚生労働省「一般職業紹

介状況」より、全職業計と自動車運転の職業

の有効求人倍率２を比較すると、全産業計で

図表7：サービス業のマーケティング図表 7：サービス業のマーケティング 
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２　求職者1人あたり何件の求人があるかを示す指標。1.0より高い場合、求職者数よりも求人の方が多いこと
を示す。
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はリーマンショック後0.42で最低となった

後、平成25年には0.87となったが、リーマン

ショック前の状況までは戻していない。一方

自動車運転の職業では、全般的に有効求人倍

率が高く、リーマンショック後には0.72まで

落ち込んだものの、その後は急激に上昇し、

平成25年にはリーマンショック前の値をも上

回る1.69に達している。

この結果として、中小トラック運送業では

ドライバーの高齢化が年々進み、また退職者

の補充ができずに車両が不稼働となる事態が

生じている。

自動車運転の職業が他の職業に比べて需給

が逼迫している原因は、給与や労働時間など

で職業としての魅力度が低下し好況時に他産

業に人材が流出する、若者の入職者が減少し

ているなどの原因が言われているが、いずれ

にしても企業は高い有効求人倍率の中でも人

れるが、給与の改善のためには運賃の改訂が

必要であるし、労働時間の改善は運送業の場

合自社だけではなんともし難い部分もある。

しかし、労働者は給与などの待遇だけで就職

先を決めるわけではない。職場の雰囲気や企

業の価値観、社内制度、顧客の評価なども重

要な決定要因である。このような部分も含め

企業を十分理解して「良い会社」「向いてい

る会社」と認識・判断して入社するのと、提

示された待遇だけに反応しそのほかのことは

よくわからないままに入社するのとでは、入

社後のモチベーション、パフォーマンスに差

が出てくるであろう。また「こんなはずじゃ

なかった」という思いから短期間で離職する

可能性もある。

企業側から見ても、給与だけで入社を決め

る者よりも、会社のことを十分に理解して納

得して入社してもらいたいであろう。このた

めには、企業が求職者に対して十分なコミュ

ニケーションを取り、待遇だけでなくどうい

う会社なのかをプレゼンテーションする必要

がある。しかし中小企業においてはこの手の

プレゼンは苦手な場合が多い。

そこで知的資産経営報告書によって、会社

が置かれている事業環境や強み、価値観、今

後の方向性などを伝えることができる。事例

として、東京都江東区にあるコンテナ輸送の

運送会社A社の例を紹介する。A社は大手物

流企業の１次請け企業で、トラック13台を有

していたが、平成25年時点でドライバーが1

人欠員しておりその補充ができずにいた。ハ

ローワークに求人を出してもほとんど応募が

なく、たまにあっても高齢で業務適性に難が

図表 7：サービス業のマーケティング 
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図表8：有効求人倍率の比較

材を採用していくことができなければ、社内

の高齢化とともに労働力が減少していくこと

になる。

他社よりも人材の採用力を高めるために

は、給与や労働時間などの待遇改善が求めら
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あり採用に踏み切れなかった。A社は地域の

商工会議所に勧められ知的資産経営報告書の

作成に取り組み、平成26年3月に完成した。

同時にそれまで持っていなかったホームペー

ジも小さなものではあるが制作し、そこに知

的資産経営報告書を掲載した。すると翌月に

ハローワークから30代男性の応募連絡があっ

た。面接したところ、ホームページと知的資

産経営報告書を読んで応募したとのことで、

人柄も問題ないため採用を決めた。その後も

2人を採用して増車を行い、現在は15台がフ

ル稼働している。

④　金融機関とのコミュニケーション

　　〜事業性評価融資

知的資産経営報告書は、中小トラック運送

業の地域金融機関とのコミュニケーションに

も有効なツールとなる。金融庁は平成15年以

降。過度に財務諸表と担保・保証に依存しな

い融資の普及につとめ金融機関を指導してい

る。

財務諸表に依存する融資は過去だけの評価

であり企業の将来性を見ていない。また担保

のない新しい企業には融資が行われない。こ

の反省から、企業が持つ将来性やソフト情報

を重視する金融機関のあり方として、リレー

ションシップ・バンキングが提唱された。将

来性やソフト情報とは具体的には、経営者の

持つビジョン・経営理念・資質、企業の持つ

技術・特許・従業員の資質、企業のネットワー

ク・評判・地域や業界での評価などである。

平成26年度の金融庁の「金融モニタリング

基本方針（監督・検査基本方針）」には「事

業性評価」という言葉で図表9のように述べ

られている。

金融機関が事業性評価を行うためには、企

業をハードとソフトの両面から評価する必要

がある。ハード面とは過去の情報のことであ

り、財務諸表や物的担保で定量的に評価でき

る。ソフト面とは将来性情報のことであり、

将来キャッシュフローとともに、その裏付け

となる人材力、組織力、ネットワークなどの

知的資産が対象となる。知的資産経営報告書

はこれらソフト情報を金融機関に対して明確

に伝えることができる。

平成27年の「金融検査マニュアル」におい

ては、中小企業に適した資金供給手法の徹底

に係る具体的な手法例として、図表9のよう

に知的資産経営報告書の活用が明示されてい

る。

⑤　協力会社とのコミュニケーション

中小トラック運送業にとって、運行単位で

の外注いわゆる「傭車」は、顧客の運送需要

増減に柔軟に応えられるとともに、ピークに

合わせた車両を持つ必要がなくなるため、広

く一般的に行われている。もっともこの比率

を高めすぎると配車が不安定になりまた全体

としての利益率が低下し、低すぎると固定費

の増加につながるため、自社にとっての最適

なバランスを保つことが必要である。

傭車では、一運行に必要な車両から運転手、

燃料までを相手先企業に一括して外注する

が、荷主からは当然区別なく同レベルのサー

ビスを求められる。しかし常時外注関係にあ

るならともかく、一般には外注先は発注側企

業の理念や価値観を把握していないことが多

いため、傭車ドライバーの対応によっては自
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社の評価を落としてしまう危険性がある。

このため、傭車ドライバーにも、自社ドラ

イバーに準ずる形で自社の理念や価値観、特

徴（強み）などを理解してもらう必要がある。

この場合にも知的資産経営報告書はコミュニ

ケーションツールとして効果的に機能する。

初めて依頼する傭車ドライバーには知的資産

経営報告書を読んでもらい、どういう会社の

業務を代行してもらうのかを理解してもらう

とよい。

（２）知的資産経営のマネジメント側面

①　強みの維持・強化

知的資産は企業の強みであり活用すべき資

産である。従って知的資産が弱体化すること

は企業の弱体化につながる。ゆえに知的資産

は常に維持・強化することが必要となる。「当

社の強みは◯◯だ」と思い込んでいるうちに、

相対的に他社に追いつかれていたというよう

なことのないよう、知的資産はできるかぎり

定量的に把握することが必要である。すなわ

ち知的資産の評価指標（KPI	:	Key	Performance	

Indicator）を定めその目標を設定して管理

していく。例えば「荷主と連携した安全会議」

が構造資産としてあがっているなら、「荷主

参加の安全会議開催回数」をKPIとし、当期

目標値は10回／年以上とするなどである。

②　実効性ある事業計画の策定

知的資産経営報告書の最終章「知的資産経

営の展開（現在～将来）」は、知的資産を活

かして今後どのような経営をするかを述べる

部分である。報告書を社外公開する場合は、

ここをどの程度まで具体的に述べるかに配慮

する必要があるが、社内的にはこの部分を別

途事業計画にまで落とし込むと良い。

事業計画とは、数年先（通常3 ～ 5年）ま

での売上や利益等の数値計画と実行計画であ

る。中小企業の場合は計画なしに決算だけを

行っている企業も多いが、経営の改善や成長

図表9：金融モニタリング基本方針における事業性評価の記述（一部）
及び金融検査マニュアルにおける知的資産経営報告書の記述

金融モニタリング基本方針
事業性評価に基づく融資等

（前略）
こうした中、金融機関は、財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく、借り手企業の事業の内
容や成長可能性などを適切に評価し（「事業性評価」）、	融資や助言を行い、企業や産業の成長を支援してい
くことが求められる。また、中小企業に対しては、引き続き、きめ細かく対応し、円滑な資金供給等に努め
ることが求められている。	

（後略）
地域金融機関における課題と今事務年度の考え方

（前略）
　このため、地域金融機関は、地域の経済・産業の現状及び課題を適切に認識・分析するとともに、こうし
た分析結果を活用し、様々なライフステージにある企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価（「事
業性評価」）した上で、それを踏まえた解決策を検討・提案し、必要な支援等を行っていくことが重要である。	
　特に、目利き能力の発揮による企業の事業性評価を重視した融資や、コンサルティング機能の発揮による
持続可能な企業（特に地域の経済・産業を牽引する企業）の経営改善・生産性向上・体質強化の支援等の取
組みを一層強化していくとともに、・・・

（後略）

金融検査マニュアル
中小企業に適した資金供給手法の徹底に係る具体的な手法例
	・	特許、ブランド、組織力、顧客・取引先とのネットワーク等の非財務の定性情報評価を制度化した、知的
資産経営報告書の活用
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を目指す場合には事業計画が必要である。し

かし事業計画の中には、目標数値は書き込ま

れていてもそれをどのように実現するのかは

あまり示されていないものが多い。特に、経

費削減策は示されていても、どうやって売上

を増やすのか、どうやって新たな顧客を開拓

するのか、優良なドライバーを採用するのか

など攻めの計画についてはその傾向が強い。

これでは単なる絵に描いた餅であり、数値

フォローされるだけのものになってしまう。

事業計画で定める戦略と目標数値を実現す

るためには、「こうすれば実現できる」とい

う論理的かつ具体的な道筋が示されていなけ

ればならない。この「道筋」を見える化する

方法としては、バランス・スコアカード３で

用いられる「戦略マップ」が有効である。

戦略マップとは、バランス・スコアカード

で使われる、戦略を実現するために実現すべ 

図表 10：戦略マップの例 
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無事故無違
反企業とし
ての信頼性
向上 

人材の視点 

業務プロセスの 
視点 

顧客の視点 

財務の視点 

図表	10：戦略マップの例

き活動、状態を順序関係を含めて示すマップ

である。

基本的な考え方は、目標とする財務的な状

態を実現するためには、顧客に対してこうい

う状態にしなければならない、そのためには

内部の業務がこう活動されなければならな

い、そのためには業務を実行する人材がこう

あらねばならないというような、財務⇔顧客

⇔業務プロセス⇔人材の4つの視点において、

取り組むべき活動や実現すべき状態（これら

を戦略実現のための成功要因CSF	 :	Critical	

Success	Factorという）を、互いの関係を示

す矢印とともに配置したものである。簡単な

具体例を図表10に示す。

CSFは現在の知的資産を組み込んだもの

（例：社長の新規顧客開拓）や、今後の知的

資産となるもの（例：計数管理力）のほか、

ドライブレコーダー導入のように投資を伴う

３　ハーバード・ビジネススクールの教授であるロバート・S・キャプランと、コンサルティング会社社長デビッ
ド・P・ノートンが1990年に研究をとりまとめたもの。当初は組織の活動を財務面だけでなく総合的に評
価するシステムであったが、現在では組織の戦略を実行に移すためのシステムに進化している。
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ものも当然含まれる。

③　事業承継プロセスへの組み込み

トラック運送業に限らず、中小企業にとっ

て事業承継は企業の事業継続上の最大のリス

ク要因と言える。事業承継とは、現経営者か

ら後継者への事業のバトンタッチであり、ヒ

ト・モノ・カネを承継することと言われる。

ヒトの承継とは後継者そのものの決定であ

り、また後継者に十分な経営管理知識や経験

を積ませることである。モノの承継とは、事

業用資産や個人資産などの資産の承継のこと

である。カネの承継とは、企業の支配権すな

わち株式の承継のことである。これらはすな

わち経営者としての地位・権利を承継するこ

とであるが、さらに加えてその企業の経営そ

のものともいえる知的資産の承継が大切であ

る。

後継者が、初代の社長が築いてきた企業の

強みを無視して新たな取り組みをして失敗す

る例は、知的資産の承継ができていないから

である。

事業承継のプロセスでは、まず会社資産・

個人資産の棚卸しを行い、その後に事業承継

図表11：知的資産経営報告書作成企業の売上高伸び率

（平成26年度　特許庁「知財評価を活用した融資の促進に関する調査研
究報告書」より引用」）
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計画を策定するが、この資産棚卸しのプロセ

スに知的資産の棚卸しと見える化を加えると

良い。具体的には、現経営陣と後継予定者や

幹部候補者のメンバーで知的資産経営報告書

の作成を行う。

これにより、現経営陣が培ってきた知的資

産を承継し、また事業承継計画書の基本部分

を整理し共有することができる。　

（３）知的資産経営取組み企業の成長性

知的資産経営を行った企業とそうでない企

業との比較の一例が、平成26年度の特許庁の

調査研究報告書にあがっている。これによる

と知的資産経営報告書を作成した企業と企業

全体との売上高伸び率を2003年から2013年で

比較すると、企業全体が10 ～ 20％の推移に

留まっているのに対し、2009年度に知的資産

経営報告書を作成して知的資産経営に取り組

んだ企業は、作成後の伸び率が明らかに大き

いことがわかった。知的資産経営報告書作成

によって、ステークホルダーとのコミュニ

ケーションが円滑になり、また事業戦略が明

確になりそれを実行した結果と推察される。

おわりに

Going	Concern（ゴーイング・コンサーン）

という言葉がある。「継続企業（の前提）」な

どと訳されるが、企業は将来に渡って事業を

継続していくのだという考え方のことであ

る。当たり前のように思われるかもしれない

が、そう簡単なことではない。

物を運ぶという、終わった後に形が全く残

らない運送サービス業においては、他者との

違いを示すことができないと、「替えがきく
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存在」とみなされ、顧客優位の関係の中で厳

しい経営を強いられることになる。

他者との違いを示す第一歩は、サービスの

バックボーンとなる知的資産を見える化する

ことである。そして知的資産は現在のサービ

スだけでなく、企業の将来につながる重要な

資産でもある。

差別化が難しい中小トラック運送業こそ、

ぜひ知的資産を従業員とともに棚卸して、自

社の知的資産経営を明らかにし、顧客、全従

業員・求職者、金融機関などのステークホル

ダーに伝えていただきたい。そして知的資産

を強化し活かして、ゴーイング・コンサーン

を実現していただきたい。

参考文献

	・	「中小企業のための知的資産経営マニュアル」経
済産業省

	・	「平成27年中小企業実態基本調査	速報」中小企業
庁

	・	「平成26年経営分析報告書」全日本トラック協会
	・	「小企業の経営指標2014」日本政策金融公庫
	・	「バランス・スコアカード実践ワークブック」中

野　明著　㈱秀和システム
	・	「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」厚生労

働省
	・	「知財評価を活用した融資の促進に関する調査研

究報告書」特許庁
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物流子会社の役割とその機能について
New.Mission.and.Function.of.Subsidiary.Logistics.Company.in.Japan

１．はじめに

検証された数字ではないが、日本国内にお

いて、物流子会社と呼ばれる会社は約８００

社であるという説がある。

確認できる数字では、日本ロジスティクス

協会法人会員840社の中で、16％が物流子会

社となっており、130社以上の物流子会社が

参加している。（2015年10月1日現在）

また、2016年版のカーゴニュース社の「物

流総覧」には、496社の物流子会社が列記さ

れている。

これらの物流子会社の成り立ちは色々であ

り、親会社に対しての立ち位置も様々である。

ネットビジネスが隆盛を誇り、それに関連

した新たな物流子会社が誕生する一方で、名

門製造業の再編が進み、親企業への吸収合併

や、大手物流企業への事業譲渡など、そのあ

り方が見直されている会社も少なくない。

親企業の物流子会社に対する評価は、より

客観的になっており、系列であるというだけ

では評価されない時代となっている。

本稿では、物流子会社に求められている機

能・スキルについて、考察していきたい。

２．成り立ちから現在まで

○成り立ち

日本において物流子会社は、昭和40年代こ

ろから、急速に増え始めている。

これは、高度経済成長時代であり、日本の

企業がその規模を拡大する中で、物流の重要

性が認識され始めた時期と考えられる。

［要約］　物品を扱う企業は、メーカーであれ、卸・小売業であれ、一定の規模以上になると、物

流子会社を持つ傾向がある。

　新たな物流子会社が誕生する一方で、親企業への吸収合併や、大手物流企業への事業譲渡など、

そのあり方が見直されている会社も少なくない。

　便宜上子会社化され、明確な強みを持たない物流子会社は、これからも淘汰されていく可能性

が高いと思われることから、本稿では、物流子会社として持つべき機能・スキルについて、考察し

ていく。

略　歴
1955年生まれ　79年大阪外国語大学外国語学部（現大阪大学外国語学部）
卒業。同年日本通運入社。営業企画部専任部長、船橋支店長等歴任。物流子
会社への出向を経て、2015年オフィス田宮設立。

田宮一昭：株式会社オフィス田宮　代表取締役
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また、「物流」という言葉がLogisticsの日

本語訳として、使われ始めたのも、この頃で

ある。

初期の物流子会社の社名には、「物流」と

いう言葉は使われておらず、「運輸」や「倉庫」

という言葉が使われていた。

昭和40年後半から50年代にかけて、「物流」

という概念が広く認知されるようになると、

「東芝物流」や「富士物流」等、「物流」を冠

した会社が多く出現する。

「運輸」や「倉庫」といった、ハードウェ

アに基づいた個別の機能ではなく、商品と

なって以降お客様にお届けするまで全ての行

程を司る会社として、物流子会社が位置づけ

られていったのが、この頃と考えられる。

その後、時代が平成に移り、３ＰＬ（3rd	

Party	Logistics）という概念が紹介されると、

実輸送手段を有していない物流子会社は、３

ＰＬの担い手として、社名に「ロジスティク

ス」や「ロジ」を冠するようになる。

現在では、これらの名称が混在した状態で、

いずれも、物流子会社として認識されている。

物流子会社が登場した当初は、親会社の特

性を熟知した物流専門会社として、親会社の

ビジネス拡大に資することを期待されてい

た。

その後、日立物流を初めとして、親会社の

物量を背景とした価格交渉力や、物流ノウハ

ウを武器に外販に討って出る子会社が現れ、

グループ外からの収入によって、親会社グ

ループに貢献する会社も登場する。

これらの中には外販比率を上げ、株式上場

を果たすまでになった会社もある。

しかしながら、このような例は非常に稀で、

多くは親会社に財務面、営業面で依存してい

るのが実情である。

右上がりの高度成長期には、親会社の人材

受け入れ機関という側面での存在意義があっ

たことも否めない。

親会社の物流部長を経験すると、物流子会

社の社長に出向という形で、キャリアを締め

くくるというのは、今でも珍しいストーリー

でない。

○変換点

しかし、1991年、バブルの崩壊が、大きな

転機となる。

「キャッシュフロー経営」が主流となり、「選

択と集中」という言葉も流行する。

本業への投資が優先され、物流への投資が

抑制されると同時に、物流子会社の存在自体

への視線も厳しいものとなった。

財務的な「オフバランス」を目的として、

自社資産を売却し、社員の希望退職を募り、

ぜい肉をそぎ落とし、スリムで強い体質への

転換を図る企業が相次いだ。

代表的な例がゴーン社長を迎えた日産であ

る。

運輸・倉庫がついた社名
　・大塚倉庫（大塚製薬）
　・愛知陸運（トヨタ自動車）
物流がついた社名
　・日立物流（日立製作所）
　・味の素物流（味の素）
ロジ・ロジスティクスがついた会社
　・花王ロジスティクス（花王）
　・コクヨロジテム（コクヨ）
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従来の系列取引を見直し、徹底的なコスト

削減と財務体質の改善を図った。

その中で、物流子会社であるバンテックの

売却が計画される。

当時のバンテックの経営者達は、ＭＢＯを

目的としたスタート・ホールディングという

会社を立ち上げ、欧州のベンチャーキャピタ

ルであるスリーアイ・グループとともに、日

産より株式の66.7％の譲渡を受け、2001年に

再スタートを切った。

66.7％ということは、日産は、取締役の罷

免権も持たないということになり、荷主であ

るということ以外、子会社の経営への関与は

大幅に縮小されたのである。

同時に、日産の完成車輸送を請け負ってい

た物流子会社である日産陸送も、ＭＢＯに

よって独立し、ゼロからのスタートという意

味を含めて社名を株式会社ゼロとして、再出

発した。

いずれの会社も、元の親会社である日産と

の取引は継続しながら、「普通の会社」として、

生き延びることを余儀なくされたのである。

この厳しい状況に屈することなく、両社と

もに、どんどんと、マーケットの需要を開拓

し、独立した会社として、現在も立派な業績

を上げている。

その後の日産の回復に刺激を受け、キャッ

シュフローの改善を目論む企業では、物流子

会社売却の模索を始める。

筆者も、日本通運に在籍中、いくつかの子

会社売却案件を銀行から打診され、担当とし

て対応したことがある。

ただ、人員整理を含めた問題や、売却元の

経営状態に対する疑心があり、高額なＭ＆Ａ

手数料を払ってまで購入するには、リスクが

高すぎると判断され、その時は成約に至った

ケースはなかった。

Ｍ＆Ａがまだ、日本的経営の文化に馴染ん

でいなかったということが、背景にはあった

ことも否めない。

しかしながら、日本経済の低迷は続き、か

つて、無類の強さを誇った家電メーカーも、

韓国や中国のメーカーとの戦いに敗れ、事業

売却や会社の消滅という事態に陥っている。

そのような厳しい経営環境の中、物流関連

だけでなく、グループ内の子会社の再編が進

むのである。

子会社への投資は、固定資産となるため、

これを売却し、投資資金を引き揚げることで、

流動資産を増加させ、財務的な健全性を強化

しようという意図である。

以下が、物流子会社の売却事例である。

富士通ロジスティクス
　　　→2004年エクセル
　　　　（現DHLロジスティクス）
資生堂物流サービス
　　　→2007年日立物流
三洋電機ロジスティクス
　　　→2010年ファンド経由
　　　　2012年三井倉庫
DICロジ・テック
　　　→2011年日立物流
パナソニック・ロジスティクス
　　　→2014年日本通運
NECロジスティクス
　　　→2014年日本通運
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買収という形ではなく、親会社に吸収され

たり、複数あった子会社を集約したりという

動きも多くあった。

３．物流子会社の役割

親会社が物流子会社を設立する目的には、

以下のようなものがある。

①　物流部門を独立させることで、より専

門的なノウハウを蓄積させ、物流の高

度化をめざす。

②　部門ごとに行っていた物流業務を統合

し、元請的役割を果たさせる。

③　物流を事業として捉え、新たな収益源

とする。

④　本体と切り離すことで、より自由な雇

用形態や労働条件を設定させる。

⑤　本体の人材の受け入れ機関とする。

⑥　資金繰りの悪化や、後継者問題で存続

が危ぶまれる運送会社に資本を入れて

テコ入れし、子会社化する。

どのような目的で作られた物流子会社で

あっても、物流は経営戦略の大きな要素であ

り、「物流で親会社の経営に貢献すること」

が大きな役割であることは当然のことであ

る。

では、「物流で親会社の経営に貢献するこ

と」とは、具体的にどういうことか、筆者の

考えを述べる。

物流子会社に出向した経験のある筆者は、

当時、親会社を含めた物流担当者への講習に

おいて、以下のように物流子会社の役割を説

明した。

「いわゆるロジスティクスの本来の意味で

ある兵站業務、つまり、どこに、何を、どれ

ぐらい、どのタイミングで補給するかを決め

る業務は、本体のＳＣＭ部門で決めるべきで

ある。物流子会社並びに物流担当は、そのＳ

ＣＭ戦略を実現するための有効な物流手段

を、最も合理的なコストで継続的に提供する

役割を担っている。」

前述したが、物流子会社が外販によってグ

ループに利益貢献することには、大変高い

ハードルがある。

本体の事業を十分に知り尽くした物流子会

社であれば、その強みを生かして本体に物流

で貢献することを一義的な目的とすべきであ

り、親会社もそのことを期待すべきである。

その上で、外販による利益貢献が生まれれ

ば、上出来とすべきである。

実際、多くの物流子会社は、親会社への貢

献を通じて、社会に貢献するという趣旨のこ

とを、「社長挨拶」や「経営理念」として、ホー

ムページ上で公開している。

親会社に吸収された事例
　ユニチカ・ロジスティクス
　楽天物流
　ＩＨＩ物流

複数の子会社を集約した例
　ヤクルトロジスティクス
　　東西２子会社を1社に集約
　味の素物流
　　４社を1社に集約
　王子物流
　　4社を1社に集約
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以下は、最も分かりやすい事例である。

パナソニック・エコソリューションズ物流

のホームページにある社長挨拶文では、

「私たちパナソニック・エコソリューション

ズ物流株式会社は、（途中省略）ロジスティ

クスを通じて、人・企業・地域を結び、快適

に暮らせる住宅・非住宅空間の実現に寄与し

てまいりました。」

一方、親会社であるパナソニック株式会社

エコソリューションズ社の社長挨拶から、

「私たちエコソリューションズ社は、人々の

くらしに関わる住宅や、ビル・公共エリアな

どの非住宅空間を対象に、（途中省略）世界

中の人々が、環境負荷を軽減しながらも、	快

適に暮らせる空間を実現いたします。」

「快適に暮らせる空間」を「実現」するのが、

親会社の目的であり、物流子会社は、「実現

に寄与」するのが目的であると謳っている。

パナソニック・エコソリューションズ物流

は、パナソニック株式会社と日本通運株式会

社の合弁会社である。

物流に関する経験・知識を、自社で醸成す

るだけでなく、プロフェッショナルである日

本通運社員の出向を受け入れ、レベルの高い

物流を目指すべく、設立された会社である。

創立以来15年近く経過するが、現在も、設

立の目的を堅持し、エコソリューションズ社

からの信頼は厚い。

４．「子会社」としての機能

物流子会社には、「子会社」としての機能と、

「物流会社」としての機能が、求められる。

○グループの一員として

前項の事例のパナソニック・エコソリュー

ションズ物流では、パナソニックからの出向

社員が、「子会社」としての機能を果たし、

日本通運からの出向社員が「物流会社」とし

ての機能を果たしている。

それぞれの機能とは、どのようなものであ

ろうか。

「子会社」としての機能は、親会社の経営

計画を、真に理解し、その実現に向けた最も

効率的な物流環境を作り出し、維持すること

である。

経営計画は事業環境の変化に伴い、逐次変

化していく。

その際に、物流を「制約条件」とせず、「武

器」として提供しなければならない。

親会社の経営戦略の中には、物流に関連す

る事項が多く含まれる。

今後、売上を伸ばす商品群、新たに進出す

る事業や地域、逆に合理化を加速させる事業

などが、中長期の計画の中で言及される。

物流子会社は、これらの文面から、先回り

した手を打っていかねばならない。

例を挙げれば、売り上げを伸ばすとされた

商品群の在庫が増えるのは当然のことで、倉

庫が満杯になってから、あわてて外部倉庫を

探すようでは、業務の混乱や予想外のコスト

を発生させる。

経営計画からこのような事態を察知し、生

産計画や販売計画を製造部門や営業部門から

ヒアリングの上、あらかじめ手当しておくべ

きである。

逆に売れすぎて欠品状態に陥った場合に
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は、工場からの直送ルートを設定し、リード

タイム短縮プランを提示することも必要だ。

公的に発表される経営計画だけでは、知り

得ない内部の本音や、詳細な情報を入手でき

る子会社としての地位を大いに活用すべきで

ある。

物流子会社の「子会社」という側面で発揮

できる強みは、「本体の経営戦略を理解し、

一般の物流会社ではとり得ないコミュニケー

ションを親会社ととること」で発揮できるの

である。

○川下からの改革

物流子会社は、状況に合わせて、絶えず変

化しなければならないが、物流の手段系には、

簡単に変化させられないものが多い。

倉庫のようなハードウェアや、ノウハウを

蓄積させている倉庫内従業員を変更するため

には、非常に時間を要する。

従って、物流子会社は、親会社の物流の方

向性については、青写真を描けるようにして

おくべきである。

そして、時には大胆な改革も、断固として

やり遂げることも、必要である。

無難さのみを追求していては、激しい競争

を繰り広げる大手３ＰＬ会社との差別化は果

たせない。

往々にして、物流は減点ゲームであり、う

まくいって当然と見られている。

トラブルが無いことだけをめざして、既存

のインフラに固執すると、親会社からは、物

流が武器にならず、制約条件とみなされ、存

在価値が薄れることとなる。

物流子会社が主導で、大胆な改革を行った

例を挙げる。

ノンアルコール飲料のメーカーＡと、日本

酒や焼酎を主力とするメーカーＢは、共同配

送を開始したが、これは、それぞれの物流子

会社が主導したものである。

大手流通業者の力が強まる中で、飲料メー

カーにとって、物流コストの削減は大きな命

題であり、その手段として「共同配送」は、

幾度となく試行されてきた。

ただ、共同配送を開始するには、数々のク

リアしなければならない関門がある。

どちらの拠点を使用するか、運賃の按分は

どうするか等である。

このような課題を物流子会社が実務的に解

決し、双方の親会社を説得することで、実現

できたのである。

親会社の顧客にとっては、荷受け回数の削

減につながり、親会社のビジネスへコスト以

外の点でも、貢献できている。

このように、正確な現場データに基づいて、

本体に意見反映させていくことも、物流子会

社にとって重要な役割である。

バリューエンジニアリング（ＶＥ）という

言葉がある。

ＶＥとは、製品などの品質や機能を落とす

ことなく、コストダウンを実現するための手

法のことである。

物流の機能が、顧客の希望する状態で、商

品を届けることであるとすると、工場の生産

ラインを離れてから、顧客の手に届くまでの

行程について、コストダウンの手段を見つけ

ることが、物流にとってのＶＥである。
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ある時は上流に遡って、つまり、生産のあ

り方を変えることで、コストが下がるのであ

れば、その提案をすることも求められる。

自動車業界では、下請け会社に設計段階に

まで遡って提案することを積極的に求めてい

る。

顧客の手に届いた時に、価値が保たれてい

ることを条件に、価値連鎖の中にいる構成員

が一体となって合理化を図っていくというこ

とが、競争力を高めると考えられているから

である。

○ＶＥ提案事例

物流としてのＶＥ提案の例を挙げる。

ブラウン管テレビの時代では、画面のサイ

ズを大きくするということは、ブラウン管を

大きくするということであった。

ブラウン管は、ガラスのチューブが素材で

あるが、中を真空にするために、大きくなれ

ば、ガラスの厚みを増す必要があった。

その当時最大のブラウン管テレビは、42イ

ンチで、価格は200万円以上したが、重さも

200kgを超えていた。

メーカーの物流子会社は、大手物流事業者

を交えて、どういう物流形態をとるべきかを

議論した。

高額品であるため、物流センターには在庫

を持たず、工場からの直送体制とし、全国ネッ

トの物流事業者のミニ重機を取り扱う店を配

達店として登録し配達をさせた。

大物家電を電器店の在庫にせず、メーカー

から直送という形態をとることは珍しくな

かったが、メーカーの物流センターも経由す

ることなく、顧客に届ける仕組みを作ったの

である。

さらに、安全に運ぶために、梱包材も頑丈

なものにせねばならなかったが、リユースで

きる梱包材を開発し、この物流業者のネット

ワークを利用して、返送する仕組みを構築し

た。（図１）

この時、物流子会社から、物流の手段系だ

けではなく、商品設計についても、メーカー

に提案した。採用されたのは、格納できる取っ

手である。

200kgを超えるテレビを開梱した後に顧客

の希望する場所に設置するために、テレビの

側面についたバーを引き出し、設置が終わる

と、中に収納するというものであった。

実際にこれだけ大きなものであると、顧客

が当初希望した位置に置けないことがあり、

室内での移動はしばしば発生した。

バーは収納すると、全く見えなくなり、商

品の高級感を損ねることのないすばらしいデ

ザインであった。

物流子会社の提案にメーカーの技術力で答

えたのである。

図1
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逆の事例もある。

別のメーカーでは、さらに大きな画面を実

現するためにプロジェクター式テレビを発売

した。

輸送事故が多いということで相談を受けた

が、重さ150kgを超えるというのに、テレビ

本体のどこにも、手を掛ける場所が無かった。

高級感を出すために、表面は滑らかにする

必要があるという事だった。

しかも、側面パネルは弱いので、力を加え

ないようにという注意書きがあった。

「これをどうして持てというんですか？」

という質問に対しての回答は「それを考える

のが物流の役目だろう。」というものであっ

た。

その後、輸送事故が減ったという話は聞か

なかった。

この会社では物流の戦略的価値に対する認

識が低かったのである。

根源的な原因が、生産や販売にあったとし

ても、物流の現場を混乱させると、物流子会

社が費用面を含めて責任をかぶることになり

がちである。

後述の会社では、セクショナリズムの悪弊

により、原因を遡って解決しようという風土

にはなっていなかったのである。

事前に、問題となる点を、親会社に開示し、

対応策を協議しておくことで、課題が共有で

き、子会社としての価値を高めることができ

るのである。

前述の会社では、それができており、物流

の現場からの声が商品設計にまで影響を与え

ていたのである。

６．物流会社としての役割

次に、物流子会社の物流会社としての側面

では、どのような機能が必要なのであろうか。

一つには、一般の物流会社のレベルでの原

価意識を有することである。

多くの物流子会社では、トラックや作業員

を抱えることなく、３ＰＬを標榜している。

このような会社の本体からの出向者に、倉

庫荷役作業の原価について尋ねると、実作業

会社からの仕入れ金額を答えることが、よく

ある。

倉庫の荷役費用をkg単価や、立米単価で

仕入れている場合、それらが原価だと考えて

いるからである。

会計上の原価は、それで間違いはないが、

物流のプロとして、原価分析を行う場合には、

それでは不十分である。

kg単価の基となっている労務コストを、

倉庫会社の問題とせずに、踏み込んで考えて

いなければ、生産性の分析はできない。

○生産性向上の必要性について

倉庫の荷役費用やトラックの運賃で大きな

部分を占めるのは、人件費（労務コスト）で

ある。

図２～４の通り、倉庫業、運送業とも、人

件費は総コストの約半分となっている。

（倉庫業では、人件費、請負費用と派遣費

用の合計、運送業では、人件費と管理人件費

の合計）

コスト削減のために、最も大きな費用区分

に着目するのは、当然のことである。
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しかし、物流の現場で働く人たちの時間当

たり単価は他産業と比べてかなり低い状況に

あり、時間単価を引き下げることは、かなり

困難な状況にある。

き出して見ることはできないが、決して高い

レベルではないことが分かる。

また、製造業のように、人件費単価の安い

海外に工場を作るという手段も、講じられな

いのが、物流業である。

その中で、物流業界は、人手不足が慢性化

しており、リクルートジョブズが本年7月20

日に発表した「アルバイト・パート募集時平

均時給額」によると、製造・物流・清掃系の

時給は53か月連続でアップしている。

今後、物流業界での人件費相当割合は、さ

らに拡大することが予想される。

この中で、コストを削減していくためには、

時間単価の引き下げではなく、人時単価に対

するアウトプットつまり生産性をどのように

向上させるかが、課題となるのである。

生産性の向上のためには、モノ作りにおけ

る生産管理の考え方を当てはめて、科学的に

取り組む必要がある。

ＪＩＬＳが主催する「物流技術管理士」講

座には、多くの物流子会社の従業員も受講し

ており、生産性の向上に対する科学的アプ

ローチについても、学習している。

資格を取れば「物流のプロ」になれるわけ

ではないが、「知識」を持って現場を観察し、

改善に向けて試行錯誤を繰り返すことで、育

まれていく。

「物流会社」として必要な教育投資を、積

極的に行い、実運送・実作業会社と対等以上

に渡り合える人材を育成することで、物流会

社レベルの原価管理が可能になり、親会社に

コスト面で貢献できるのである。

図２：国土交通省「平成20年度倉庫事業経営指
標」記載数値を加工。

図３：全日本トラック協会資料より数値を加工

図４：図２・３を人件費中心に分析
物流における人件費の構成

一般貨物運送事業損益詳細
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普通倉庫業者の原価構成
平成20年度142社の平均

図５のグラフの「運輸業、郵便業」という

カテゴリーには、「倉庫業」が含まれている。

「産業別」であるために、作業員のみを抜
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○全体最適の設計

もう一つの「物流会社」としての役割は、

親会社の物流の全体最適を設計することであ

る。

つまり、コストを原価から改善するミクロ

的視点に加えて、全体を俯瞰したマクロ的視

点が必要であるということである。

全体最適を求めるには、地理的要素と、機

能的要素を整理しなければならない。

地理的要素からの検討には、工場の位置、

物流センターの立地、需要家の立地という点

の情報と、それらを結ぶ線の太さ（輸送量）

を地図に落とし、視覚的に把握する必要があ

る。

また、機能的要素では、生産物流、販売物

流、静脈物流の実態を把握することから始め

る。

どうしても、親会社が発荷主となる販売物

流が物流子会社のメインの業務になりがちで

あるが、協力会社や、顧客が発荷主となる生

産物流や静脈物流を、販売物流にオーバーレ

イして見ることで、違った切り口が見えてく

る。

物流会社だからこそ、協力会社や顧客に提

図５：厚生労働省発表数値をグラフに加工

図６：リクルートジョブズより
 

 

製造・物流・清掃系

建設業
製造業
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運輸業、郵便業

上から



物流子会社の役割とその機能について

63

案できるのであるが、しっかりとした物流の

知識・経験を基にした提案でなければ、取り

入れられないことは自明である。

親会社の権威だけで割り込もうとしても、

継続的な取引に発展することは、非常に困難

である。

結論として、物流の知識と経験をベースに

した親会社の戦略に対するミクロ的・マクロ

的改善活動を継続的に行うことが、物流子会

社の物流会社としての必要機能なのである。

７．物流子会社の海外展開について

日本企業のグローバル化は、新しいステッ

プに入っている。

従来は、安い労働力を求めて、アジアに進

出し、そこで製造した製品を、日本や先進国

に販売するという形態が多かった。

今では、アジアの国々は、消費国としても

注目され、なかなか進出しきれていなかった

外食産業や小売業も、多くの国に出店してい

る。

それに伴って、物流業者も輸出入を中心と

した事業展開から、相手国内の国内物流事業

に力を入れている。

中国や台湾では宅配便のネットワークがで

きている。

筆者が、日本通運に在籍中に、「日本通運

のマクドナルド化」ということを、提唱した

ことがある。

マクドナルドは、日本でも、米国でも、イ

ンドでも、多少の商材の違いはあれど、同じ

サービスを展開している。

それと同じように、日通の引越が、海外で

評価され、海外引越だけでなく、相手国の国

内引越でも、大きなシェアを獲得できるよう

になって初めて、グローバル企業と言えるよ

うになるという趣旨のことである。

それから、20年以上経つが、日本の引越サー

ビスの丁寧さ細やかさが評価され、中国では、

富裕層を中心に受注が増加していると聞く。

日本製品の品質の高さは、世界が認めると

ころであるが、日本の物流企業のサービス品

質も世界に誇れるものである。

物流子会社が国内で培ったノウハウを、海

外でも活用できる素地は大いにあると考えて

いる。

しかしながら、課題はある。

一つは人材である。

やはり、大手物流業者と比較すると、層が

薄いため、親会社の海外展開についていくだ

けの人材が揃っていないのが、現状である。

もう一つは、法律の壁である。

日本と同じサービスを提供しようとして

も、社会のインフラである物流には、各国そ

れぞれで法律による規制が多い。

それにより、親会社から求められるものに

十分に応えられず、評価が得られないことも

ある。

物流事業への外資の受け入れに高いハード

ルを設けている国もある。

このような困難はあるものの、物流子会社

が日本国内にのみ留まっていては、大きな成

長は望めないし、物流担当としての責務も果

たせていないことになる。

物流子会社の海外戦略は、これからの課題

となっていくと思われる。
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すでに、活躍の場を海外に拡張している企

業を参考に、「あり方」を整理していく必要

がある。

また、物流子会社として、先行投資の意味

で、若手社員を親会社へ逆出向させ、海外会

社の物流担当という立場で、ノウハウを蓄積

させていく方法もある。

世界が一つの市場になる日は、遠いことで

はないという認識のもとに、海外展開につい

ても、真剣に取り組んでもらいたいと考える。

７．おわりに

物流業は、経済全体の動向に大きな影響を

受ける業界である。

好景気の際には、人手不足による人件費の

高騰に悩まされ、不景気になると、真っ先に

コストカットの目が向けられるのが、物流業

である。

その中で、荷主と実運送事業者の間に立ち、

ある意味で調整弁の役割を果たしているの

が、物流子会社であるとも言える。

物流事業者の過酷な労働環境が問題となっ

ている現在、社会全体の問題として、解決に

向けて動き出すためには、事業者の直接的な

窓口となっている物流子会社の役割は大きい

ものがある。

荷主の要望と、事業者の能力のフィット・

ギャップを埋め、物流業界の健全な発展に、

多くの物流子会社が寄与されることを期待し

ている。

参考文献
	・	カーゴニュース社「物流総覧」
	・	日本ロジスティクスシステム協会「会員一覧」
	・	国土交通省「平成20年度倉庫事業経営指標」
	・	全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業―

現状と課題２０１６」
	・	厚生労働省「平成27年度賃金構造基本統計調査」
	・	リクルートジョブズ「アルバイト・パート募集時

平均時給調査」
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IoT向けBLE製品の動向と物流への応用について
Products.of.BLE.Beacons.and.their.Applications.to.Physical.
Distribution.Systems

増田悦夫：流通経済大学 流通情報学部 教授

略　歴
1977年3月電通大修士修了。同年4月日本電信電話公社（現在NTT）入社。
2002年3月NTT退職。同年4月より現職。日本物流学会・電子情報通信学会
などの会員。

１．まえがき

様々な機械やモノをインターネットへ接続

する、いわゆるIoT（Internet	of	Things）が

注目を集めている［1］～［3］。業界団体、

シンクタンク、関連ソリューションベンダー、

製品ベンダーなどで、IoTの定義や概念の整

理、市場予測、関連するソリューションや製

品の提供などが活発に行われつつある［4］。

モノなどをインターネットへ接続する手段

として有線、無線の種々の通信回線が利用さ

れているが、最近、最後の数ｍ部分（即ち、

ラストメートル）を接続する低電力化を図っ

た近距離無線通信規格として、Bluetooth	4.0

の一部として2009年にリリースされたBLE

（Bluetooth	Low	Energy）［5］［6］が注目さ

れている。BLEの規格化に伴い、この規格を

サポートする種々の製品が登場しつつある。

BLE通信機能を備えたこの種の製品（IoTに

おける端末の位置づけの機器であり「IoT機

器」と呼ばれる）をモノなどに取り付け、こ

の製品がBLE機能かつインターネット接続機

能を備えたスマートフォンのような機器

（IoTにおけるBLE網とインターネットとを

中継する位置づけの機器であり「IoTゲート

ウェイ」と呼ばれる）に接続されると、モノ

などがインターネットへつながることにな

［要約］　低電力化を図った近距離無線通信規格であるBLE（Bluetooth Low Energy）について、

その規格をサポートしIoTの構築に利用できる部品や機器の最近の開発動向を整理するとともに物

流分野への応用に関する基礎的な考察を行った。具体的には、IoT機器（BLE機器）とIoTゲートウェ

イとの接続パタンを各々が固定か移動かに応じて4つに分類し、各パタンの用途を整理した。その

上で、特にIoT機器が移動する接続パタンについて、宅配便への応用の一案、即ち荷受人宅へ届

けたタイミングで情報を収集するPOD（Point Of Delivery）方式を提案した。最後に今後の応

用について展望した。

キーワード　IoT、IoT機器、IoＴゲートウェ

イ、BLE、物流、POD（Point	of	Delivery）
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る。モノをインターネットに接続することに

より、モノやその周辺の情報をインターネッ

ト上に収集したり、情報を相互に交換したり、

モノに対して指示を出したりできるようにな

る。IoTが実現されると、色々な分野におい

て、従来存在しなかったような新しい有益あ

るいは高度なサービスを提供できるようにな

る。

本稿では、BLE規格をサポートする製品の

最近の動向を整理するとともに、応用先とし

て特に物流分野を取り上げ、BLEの物流への

応用について基礎的な考察を行う。まず、第

2章では、IoTおよびBLEの概要について示

す。続く、第3章ではBLE規格をサポートす

る部品や機器（「BLEモジュール」と呼ばれる）

の最近の開発動向を整理するとともに具体例

を示す。第4章では、IoTの応用分野として

特に物流を取り上げ、BLEモジュールの物流

への応用について示す。即ち、IoT機器と

IoTゲートウェイの接続パタンとして、それ

ぞれが固定型か移動型かの観点から4パタン

に分類し、それぞれについて基本的な用途を

整理する。4パタンのうち、特にIoT機器が

移動型であるパタンについて宅配便への応用

例を提案する。さらに、今後の応用の方向に

ついて展望する。第5章で全体をまとめる。

２．IoT および BLE の概要 

2.1　IoTの概要

インターネットには、これまでデスクトッ

プPCやノートPC、スマートフォン、プリン

タ、ディジタルカメラ、ゲーム機などの情報

機器が接続され人間によって利用されてき

た。IoT（Internet	of	Things）とは、これら

の機器とは別に、日用品、自動車、建	物、

食物など、従来、通信機能を備えていなかっ

た様々なモノや機械類をインターネットに接

続しようとするものである（図１）。これら

のモノや機械類をインターネットに接続する

ことによって今までできなかったことが新た

にできるようになり、社会や産業界に大きな

インパクトを与え得るとして多くの注目が集

まっている。最近になって注目されている背

景には、コスト低減化につながる技術革新の

進展、即ち、モノや機械をインターネットに

接続するための小型・低電力の通信手段、小

型・安価な各種センサーの登場、モノやセン

サーから得られる情報を収集・分析するため

のクラウドサービスやビッグデータの基盤の

整備、IPv6＊1化などインターネット資源の拡

大等、IoTの実現が現実化してきたことによ

ると考えられる。

モノがインターネットに接続されることに

より、離れたモノの状態を確認することが可

能となる。例えば、温度・湿度、騒音、照度

を確認したり、モノの動き（振動、衝撃、傾

斜、落下、移動など）や動物の行動を確認し

たり、位置を確認したり、モノの開閉状態を

インターネット

情報機器
その他のモノ

情報機器
（ヒトＨ）

機械類（マシンＭ）

IoT

図１ インターネットに接続されるモノとIoT

1Ⓒ流通情報学部流通経済大学

図1　インターネットに接続されるモノとIoT
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確認したりなどである。また、離れたモノを

遠隔操作することも可能となる。例えば、機

器の電源をon/offしたり、照明を制御したり

等である［7］。表１に示すように、施設、エ

ネルギー、家庭・個人、ヘルスケア、運輸・

物流、小売等、様々な分野への適用が想定さ

れる［8］。

2.2　BLEの概要	

（１）Bluetooth規格における位置づけ

今回取り上げているBLEは、携帯情報機器

の接続に使われる短距離無線通信技術である

Bluetoothのバージョン4.0の一部として提供

されたものである。即ち、Bluetoothは、バー

ジョン1.0が1999年7月にリリースされ、その

後、1.1（2001年2月）、1.2（2003年11月）、2.0

（2004年10月 ）、2.1（2007年7月 ）、3.0（2009

年4月）、4.0（2009年12月）、4.1（2013年4月）、

4.2（2014年12月）、5.0＊2（2016年6月）［9］とアッ

プされ、現在に至っているが、2009年12月に

リリースされた4.0の一部として規格化され

ている。

（２）IoTにおける位置づけ

図２に各種の端末を無線回線経由でイン

ターネットへ接続するパタンを示す。基地局

あるいはアクセスポイントがカバーするエリ

アの大きさに応じて、無線WAN、無線

MAN、無線LAN、無線PANの４種となるが、

BLE規格での通信は無線PANに属し、通信

距離や消費電力が小さくなっている。通信距

離は30m程度まで可能ではあるが、電力消費

をできるだけ少なくする様にして通常は2 ～

5m程度である。

（３）通信方式

ネットワークの通信形態として、①ブロー

ドキャスト型、②コネクション型の2種があ

る。①はブロードキャスタ（アドバタイザ）

出典:三菱総研報告書（2015年3月）

表1　IoTの適用分野の例
分野 適用イメージ例

表１ IoTの適⽤分野の例

1) 施設 ・施設内設備管理の高度化（自動監視・制御等）

2) エネルギー ・受給関係設備の管理を通じた電力受給管理
・資源採掘や運搬等に係る管理の高度化

3) 家庭・個人 ・宅内基盤設備管理の高度化
宅内向け安心 安全等サ ビスの高度化・宅内向け安心・安全等サービスの高度化

4) ヘルスケア・生命科学 ・医療機関/診察管理の高度化
・患者や高齢者のバイタル管理
・治療オプションの最適化
・創薬や診断支援等の研究活動の高度化

5) 産業 ・工場プロセスの広範囲に適用可能な産業用設備の管理・追跡の高度化
・鉱業、灌漑、農林業等における資源の自動化

6) 運輸・物流 ・車両テレマティクス・追跡システムや非車両を対象とした輸送管理の高度化
・交通システム管理の高度化

7) 小売 ・サプライチェーンに係る高度な可視化7) 小売 サプライチェ ンに係る高度な可視化
・顧客・製品情報の収集
・在庫管理の改善
・エネルギー消費の低減

8) セキュリティ・公衆安全 ・緊急機関、公共インフラ（環境モニタリング等）、追跡・監視システム等の高度化

9) ＩＴ ネットワ ク オフィス関連機器の監視 管理の高度化9) ＩＴ・ネットワーク ・オフィス関連機器の監視・管理の高度化
・通信インフラの監視・管理の高度化

出典：三菱総研報告書（2015年3月）

2Ⓒ流通情報学部流通経済大学
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が通信範囲内の（複数の）オブザーバ（スキャ

ナー）へアドバタイズパケットを定期的に送

信し、これをスキャンしたスキャナーがデー

タを受信するもので、１：多の片方向通信で

ある。コネクションなしで動作する。例えば、

スマートフォンなど（スキャナー）がビーコ

ン端末（アドバタイザ）から識別データをコ

ネクション設定なしに受信し、関連情報をス

マートフォンに表示したりできる。一方、②

はセントラル（スマートフォン、タブレット

など）がペリフェラル（センサーデバイスな

ど）からのアドバタイズパケットをスキャン

した時、適当なタイミングでそのペリフェラ

ルと１：１のコネクションを確立し、コネク

ション状態ではセントラルがマスター、ペリ

フェラルがスレーブとなって、定期的に双方

向のデータ通信を行う。複数のペリフェラル

とのコネクションを設定し、ネットワークへ

参加させることが可能である。例えば、スマー

トフォンが、センサーデバイスとつながって、

図2　IoTにおけるBLEの位置づけ

図3　BLEの通信方式

インターネット

基地局
ｱｸｾｽ
ﾎﾟｲﾝﾄ

基地局

（注）

WiFi端末

IoT
ｹﾞー ﾄｳｪｲ

BLE
PAN：Personal Area Network
LAN:Local Area Network
MAN:Metropolitan Area Network
WAN:Wide Area Network

3G/LTE端末

WiMAX端末

WiFi端末

IoT機器

無線ＰＡＮ
通信距離 約10m

無線LAN
・通信距離：～約50m
・通信速度：高速
・消費電力：大

無線MAN
・通信距離：～主要

都市部 無線WAN・通信距離：～約10m
・通信速度：低速
・消費電力：小

都市部
・通信速度：高速
・消費電力：大

無線WAN
・通信距離：～全国
・通信速度：高速
・消費電力：大

図２ IoTにおけるBLEの位置づけ

3Ⓒ流通情報学部流通経済大学
IoT機器検出ﾌﾟﾛｾｽ
（ 非接続状態）

IoT機器の
接続プ セ

NW接続後の
データやり取り

NW接続後の
データやり取り

インターネット側

IoT

ス
キ
ャ
ナ
ー

× × ○（検出）

イ
ニ
シ
ェ
ー
タ
ーア

マ
ス
タ
ー

× × ○
マ
ス
タ
ー

マ
ス
タ
ー

（NW非接続状態） NW接続プロセス
デ タやり取り

（pull型：ﾏｽﾀｰ主導）
デ タやり取り

（push型：ｽﾚｰﾌﾞ主導）

ｹﾞー ﾄｳｪｲ
ア
ド
バ
タ
イ
ズ

ス
キ
ャ
ン

ーア
ド
バ
タ
イ
ズ
（
Ｎ
Ｗ
接

空
パ
ケ
ッ
ト

デ
ー
タ

空
パ
ケ
ッ
ト

ア

ン
要
求
、
応
答

続
要
求
）
、
可
否
応
答

タ
返
却
要
求
、
返
却
デ

変
化
通
知

空
パ
ケ
ッ

IoT機器

ア
ド
バ
タ
イ
ザ

ス
レ
ー
ブ

ー
タス

レ
ー
ブ

ス
レ
ー
ブ

× × ○（★変化検出）

ッ
ト

★データ
サンプリング

○

時間 時間
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その後コネクションを確立してセンサーデー

タの受信をしたりする場合が想定される。

BLEの通信方式を図３に示す。ここでは、

（1）IoT機器の検出プロセス、（2）IoT機器

のネットワーク接続プロセス、（3）ネットワー

ク接続後のデータやり取りのプロセスの３つ

のフェーズについて示している。前記（3）

ではマスター側主導のpull型とスレーブ主導

のpush型の2ケースを示している。この図の

○印はそこで実効的なやり取りが開始される

ことを示す。IoT機器とIoTゲートウェイと

の通信は、ネットワーク接続を行わず（1）

のみの場合もあり得る。

３．BLE モジュール製品の動向

低消費電力を特徴とする無線通信規格BLE

に対応した部品あるいは機器を「BLEモ

ジュール」と呼んでいる。モノに電池とBLE

モジュールを装着することにより、モノをス

マートフォン（IoTゲートウェイの位置づけ）

などを経由してインターネットへ接続するこ

とができる。

3.1　主要な製品例

最近、電子部品メーカなど各社からこのよ

うなモジュールが提供されている。「BLE機

能のみ」あるいは「BLE機能＋アンテナ」を

組み込み型の部品として提供するもの、「こ

のような部品＋（アンテナ）＋電池」を一体

化し、あるいは「複数のセンサー」までを一

体化しそのまま利用できる単体設置型の機器

として提供するものなどが登場している。

表２に主要な製品例を示す。この表に示す

製品は、IoTの構成で見た場合、末端のモノ

などに装着されるIoT機器に位置付けられ

る。インターネットへは、IoTゲートウェイ

（BLE機能＋関連ソフトウェア＋インター

ネット接続機能を備えたスマートフォンな

ど）を経由して接続される。以下、表２から、

UGMZ2AA（アルプス電気）とFWM8BLZ02	

-109047（富士通コンポーネント）の2製品を

取り上げ、その内容を紹介する。

3.2　具体例

（1）UGMZ2AA（アルプス電気）［10］

2016年3月に発売され、同6月に量産が開始

表2　BLEモジュールの製品例
お知らせビ コン SESU B P A N D 14580 U G M Z2A A R apN A V IA ir2 FW M 8B LZ02 109047 ちょいロガ 環境センサ

表２ BLEモジュールの製品例

 お知らせビーコン SESU B -P A N -D 14580 U G M Z2A A R apN A V I A ir2 FW M 8B LZ02-109047 ちょいロガ 環境センサー

提供元 アプリックス TD K アルプス電気 丸紅情報システムズ 富士通コンポーネント FD K オムロン

提供時期 2014年11月開発 2015年9月発表 2016年6月量産開始 2015年7月販売開始 2015年12月発売 2016年1月販売開始 2016年7月販売開始

使用形態 組み込み型 単体設置型

センサー機能

センサー種別

温度、加速度 温度、湿度、気圧、照

度、加速度、方位

温度、湿度、気圧、照

度、加速度、紫外線、音

圧

－

センサー非搭載 センサー搭載

･家電製品などの機器

にこのモジュールを

組み込み、機器の状

態変化を検知し、付

･このモジュールに電

池とアンテナを追加す

るとBLEを使ったIoT

機器を容易に構成で

･アンテナと一体化さ

れたこのモジュールに

電池を追加するとBLE

を使ったIoT機器を容

･「ｉビーコン」(米アッ

プル)に対応し、0.1秒間

隔で信号を発信する。信

号と信号との間に暗号を

･温度センサーと3方向

加速度センサーを内蔵

した可搬型のビーコン

で温度や水平面からの

･6種類のセンサー、

256K Bのメモリを搭載

し、各種センサーからの

データを1万件記録可能。

･7種類のセンサー、BLE

機能、電池を小型パッ

ケージへ搭載。

･設置するだけで、環境

特徴
加情報とともにタイ

ムリーにスマート

フォンに通知

き、スマートフォン経

由でネットへ接続可

能。

･サイズは3.5×3.5×

易に構成でき、スマー

トフォン経由でネット

へ接続可能。

･サイズは4.7×4.7×

送る機能もあり。

･単3電池×2本で、1年間

連続で稼働できる。

･サイズは79×41×

傾きを測定できる。

･コイン形電池で長時間

使用可能

･サイズは40 × 31 ×

･リチウム二次電池を内蔵

し約12時間連続稼働でき

る。

･サイズは 50 x 45 x 5 m m

情報をリアルタイムに収

集し、クラウドサーバー

へ送信できる。

･サイズは46×39×

1.0m m 2.0m m 27m m 12 m m 14.6m m

5Ⓒ流通情報学部流通経済大学
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さ れ て い る。表２のSESUB-PAN-D14580

（TDK）はBLE機能のみの組み込み型部品で

あるのに対し、本製品はBLE機能＋アンテナ

を一体化した組み込み型部品として提供され

ている。サイズは4.7×4.7×2.0mmとなって

おり、アンテナ搭載品としては非常に小型で

ある（図４（a）参照）。IoT機器として利用

できる他、ウェアラブル機器、ペン型デバイ

ス、ヘルスケア機器などへの応用も想定され

ている。なお、本製品＋多彩なセンサー（気

圧、温湿度、紫外線、6軸）＋電池を一体化

した「センサネットワークモジュール」と呼

ばれるIoTの開発キット［11］（図４（b）参照）

も提供されている。サイズは、18.5×5.6×

3.4mmである。これを利用することで、各種

環境データやモーションデータを収集可能で

ある。コイン電池を使用し、毎分1回の通信

を行った場合に約一年間駆動できるとのこと

である。

（2）FWM8BLZ02-109047（富士通コンポー

ネント）［12］

2015年12月に発売されたセンサー搭載型の

BLEモジュールである。BLE機能＋アンテナ

＋電池＋センサー（温度センサーと3軸加速

度）を内蔵する可搬型のビーコン端末＊3と

なっている。温度や水平面からの傾きを測定

できる。図５に本体およびブロック図［13］

を示す。ブロック図において、「MPU-6500」

と呼ばれるチップ（Invensense社）がセン

サー機能を実現している。

センサーで測定したデータは、以下のいず

れかの方法で取得できるようになっている。

（a）UGMZ2AA （b）センサネットワークモジュール

図４ UGMZ2AAとセンサネットワークモジュール（アルプス電気）

6Ⓒ流通情報学部流通経済大学

図４　UGMZ2AAとセンサネットワークモジュール（アルプス電気）

図５　FWM8BLZ02-109047（富士通コンポーネント）

アンテナ
Bluetooth low energy

2.4GHz RF SoC

整合
回路部

コイン
電池

ｽﾗｲﾄﾞ
ｽｲｯﾁ

3V

DC/DC
コンバータ

水晶発振子

16MHz

MBH7BLZ02（Bluetooth Smart module）

2V

3V

（ａ）本体

LED
押し

ボタン

MPU-6500

GPIOGPIO

（注）https://ptelectronics.ru/wp-content/uploads/b2-fwm8blz02-109047datasheet-rev001-20151221.pdf

（ｂ）ブロック図（注）

図５ FWM8BLZ02-109047（富士通コンポーネント）
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①方法１：ビーコン端末側からスマートフォ

ンなど（iOS、アンドロイド、Windowsなど

のOSを搭載したスマートフォンやタブレッ

ト）へ一定間隔で送信する方法

②方法２：ビーコン端末内のメモリへ保存し

ておき、それをスマートフォンなど（同上）

から読み取る方法

低電力のため、コイン形リチウム電池

CR2450で長時間に亘り、使用できるようで

ある。例えば、上記①の方法で１秒間隔でデー

タを送信した場合には6 ヶ月以上、また、上

記②の方法の場合には12 ヶ月位以上、動作

できるとのことである。農業施設や工場での

モノの状態監視、物流サービスにおける荷物

の品質監視、介護サービスなど幅広い用途を

想定している。本製品のサイズは40×31×

12mmとなっている。

４．物流への応用について 

本章では、BLE製品を、モノなどをインター

ネットへ接続するIoT機器と考えた場合、物

流分野への今後の応用としてどのようなこと

が考えられるか、あるいはどのように活用す

れば物流の高度化につながるかなどについて

考察を行う。

4.1　IoT機器とIoTゲートウェイとの接続パ

タンの分類

IoTにおいて、モノや空間などに設置され

たIoT機器は、無線通信によりIoTゲートウェ

イと接続しIoTゲートウェイ経由でインター

ネットに接続される。IoT機器とIoＴゲート

ウェイとは、両者の場所が固定されていて常

時無線にて接続されている場合もあれば、一

方が固定で他方が移動しあるいは両者とも移

動して両者が接続したり切断したりする場合

も考えられる。即ち、IoT機器：｛固定、移動｝

×IoTゲートウェイ：｛固定、移動）＝4パタ

ンを考えることができる。表３に各パタンと

考えられる用途について示す。

（1）パタン１ａ：IoT機器（ビーコン）位置

付近の定点監視

このパタンは、IoT機器、IoTゲートウェ

イの双方向が固定であり常時接続されている

パタンである。この用途としては、センサー

付きのIoT機器をモノや特定な場所に取り付

け、モノやその近辺の状態（傾きなど）や環

境情報（温湿度、照度など）をIoTゲートウェ

イ経由で収集し監視することなどが考えられ

る。

（2）パタン１ｂ：IoT機器（ビーコン）位置

付近の情報収集、IoTゲートウェイ位置の追

跡

このパタンは、IoT機器が固定されたモノ

や場所に設置され、IoTゲートウェイが移動

し、両者が接続したり切れたりするパタンで

ある。この用途としては、①IoT（ビーコン）

と接続したタイミングで機器が取り付けられ

たモノの状態やその近辺の環境情報を取り込

み、IoTゲートウェイ経由でインターネット

側に収集・蓄積したり、②複数のIoTと同時

に接続した場合に距離の大小からIoTゲート

ウェイの位置情報をインターネット側へ送信

することで移動するゲートウェイを追跡する

ことなどが考えられる。

（3）パタン２ａ：IoTゲートウェイ位置付近
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の情報収集

このパタンは、IoTゲートウェイがある場

所に固定されており、IoT機器（ビーコン）

が移動して、両者が接続したり切れたりする

パタンである。この用途としては、IoT機器

（ビーコン）を保持した人やモノが固定され

た場所に置かれたIoTゲートウェイに近づい

たタイミングでIoTゲートウェイ位置付近の

情報をインターネット上へ送信することなど

が考えられる。

（4）パタン２ｂ：IoT機器（ビーコン）位置

付近の情報収集、IoTゲートウェイ位置付近

の情報収集

このパタンは、IoT機器、IoTゲートウェ

イの双方が移動し、両者が接続したり切れた

りするパタンである。このパタンの用途とし

ては、①IoTゲートウェイを携帯する人など

がIoT機器（ビーコン）を保持する人やモノ

に近づいて接続したタイミングで、ビーコン

が取り付けられた人やモノの状態や付近の情

報を収集したり、②逆に、IoT機器を保持す

る人などが、IoTゲートウェイを携帯する人

などに近づいて接続したタイミングで近づか

れたIoTゲートウェイが自分の状態や付近の

情報をインターネットへ送信することなどが

考えられる。

物流には、倉庫における保管・ピッキング・

仕分けなどの業務や輸配送業務が存在する。

これらの業務においては、WMS、TMSといっ

た情報システムが広く活用されており、かつ

それらのシステムをインターネットを経由し

てクラウドベースで利用する形態の導入が進

みつつある。BLEの物流分野への応用を考え

る場合、上記４つのパタンの存在、WMSや

TMSとの連携などを考慮する必要がある。

4.2　物流への応用の一提案（PODシステム

の実現）

表３に整理した４つのパタンのうち、パタ

ン1aについては、センサー搭載のIoT機器を

物流保管倉庫などに取り付けて倉庫内に保管

されたモノ（生鮮品、精密機械、その他）の

状態を定点監視したり、あるいは車両を用い

表３　IoT機器とIoTゲートウェイの接続パタンと対応用途

a）IoTゲートウェイ：固定 b）IoTゲートウェイ：移動

表３ IoT機器とIoTゲートウェイの接続パタンと対応⽤途

移動

a）IoTゲートウェイ：固定 b）IoTゲートウェイ：移動
1）IoT機器
（ビーコン）：
固定

1a）ビーコン位置付近の定点監視 1b）ビーコン位置付近の情報収集/
ゲートウェイ位置の追跡

IoT機器
（ビーコン） IoT

ゲートウェイ

ネット

IoT機器
（ビーコン） IoT

ゲートウェイ

ネット

固定

ゲ トウェイ

移動
移動移動

2）IoT機器
（ビーコン）：
移動

2a）ゲートウェイ位置付近の情報収集 2b）ビーコン位置付近の情報収集/
ゲートウェイ位置付近の情報収集

移動

IoT機器
（ビーコン） IoT

ゲートウェイ

ネット
IoT機器

（ビーコン） IoT
ゲートウェイ

ネット
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て輸配送中の荷物の状態を監視したりする応

用が容易に考えられる。また、パタン1bに

ついては、例えば、ネット通販倉庫内の保管

棚にビーコンを取り付けピッキングされたモ

ノの情報をインターネット上に収集し、それ

を統計的に分析してロケーション管理やマー

ケティングへ反映させるなどの応用が考えら

れる。さらに、倉庫内で業務を行う人やロボッ

トにIoTゲートウェイ機器（スマートフォン

など）を携帯させあるいは取り付けるととも

に倉庫内の複数個所にIoT機器（ビーコン）

を設置してIoTゲートウェイ機器を持つ人や

ロボットの位置情報をインターネット上へ収

集・蓄積しそれを統計的に分析して人やロ

ボットの動きの解析に反映させる応用が考え

られる。ソリューションベンダーなどからも

提案されている。

本節では、４つのパタンのうち、特にパタ

ン2aあるいは2bの応用について考えられる

一案を示す。図６は、配送サービスにBLEを

応用する方法の一例である。特に、宅配便サー

ビスへの適用例である。前提として、

（0a）各宅配便ドライバーはIoT機器（BLE

ビーコン端末）を所持しているものとし、こ

のビーコン端末から定期的に数m程度のビー

コン電波が送信されているものとする。一方、

（0b）荷受人が所有するスマートフォン

（IoTゲートウェイに相当）には、BLE通信

機能が具備され、宅配便サービスを利用する

ための専用アプリケーションがインストール

されているものとする。

まず、（1）宅配便ドライバーは、トラック

を移動させて荷物配達のために荷受人宅へ向

かう。この段階では、ビーコンは電波を出し

た状態であり、つながる端末を探索している

状態である。やがて、（2）荷受人宅へ到着し、

荷受人が在宅している場合には、荷受人のス

マートフォン（IoTゲートウェイ）とドライ

バーのビーコン端末（IoT機器）とが自動的

に接続される。ここで、スマートフォンは、

図６　配送サービスへの応用例（PODシステム化）

データ蓄積サーバ（クラウド上）

（3）配達時点情報 （荷受
人ID,接続日時,切断時刻,
荷物情報，等）

ﾋﾞｰｺﾝｽﾎﾟｯﾄ

荷受人スマホ

インターネット

■
■

荷受人スマホ
（IoTｹﾞｰﾄｳｪｲ）

（1）移動（配達）

荷受人宅

■

（0）ドライバーは、
ビーコンを所持

■
（1）移動（配達）

（2)接続ビーコン端末

図６ 配送サービスへの応用例（PODシステム化）

ビ コンを所持
（0）専用アプリ搭載

9Ⓒ流通情報学部流通経済大学



IoT 向け BLE 製品の動向と物流への応用について

74

ドライバーのビーコン端末をインターネット

へ接続するためのIoTゲートウェイの機能を

有しているため、（3）ビーコン端末から送ら

れてくる情報（例えば、荷物に関する情報等）

および荷受人ID、ビーコンとの接続日時、

同じく切断日時などをインターネット経由で

クラウド上のデータ蓄積サーバへ転送する。

このようにして、宅配便サービスにおいて

荷物を届け先に届けたタイミングで、荷受人

情報、荷物情報、到着・出発日時情報（注：

これらの情報から滞在時間を算出可能）等を

収集することが可能となる。これは、コンビ

ニやスーパーのレジで販売に関する情報を収

集するPOSシステムと同様の仕組みと考える

こ と が で き、 こ こ で は「POD（Point	Of	

Delivery）システム」と呼ぶことにする。サー

バに多量のデータが蓄積されるようになると

ビッグデータ化され、その分析結果をサービ

ス改善に役立てることが可能となる。宅配便

荷物を自宅で受け取る場合は表３のパタン2a

に相当するが、外出先で受け取るような場合

はパタン2bとなる。なお、文献［14］では、

宅配便サービスにおける再配達の削減方策と

して配達時間帯における受け渡しのミスマッ

チ軽減策を提案しているが、今回の応用例は、

文献［14］におけるミスマッチ軽減策＊4を実

現するための一案と考えることができる。

4.3　今後の展望

インターネットへ接続する最後の数メート

ル部分にBLEを利用しIoT化する場合、今後

の物流へどんなインパクトをもたらすか、あ

るいはインパクトをもたらすために今後どの

ような方向へ進めていくべきか、について考

えられる点を以下に示す。基本的には他の

種々の技術やシステムとの連携が進むものと

考えられる。　

（１）音声合成･認識技術との連携

モノや場所（IoT機器）－物流業務担当者

（IoTゲートウェイ）－インターネット上の

システムといったIoT化されたシステムにお

いて、物流業務担当者とモノや場所との情報

インターフェースには音声合成・音声認識技

術をベースとする方式が進んでいくものと考

えられる。インターネット上のシステムと連

携し、荷物や場所が業務担当者と会話しなが

ら業務が進められていくようなことが起こり

得るものと考えられる。最近、OHaNASと

呼ばれる人と会話するロボット［15］が登場

しているが、スマートフォンとBluetoothで

つながり、クラウド上のシステムをベースと

して人と会話するようになっている。ハイテ

クな玩具であるが、この種の仕組みが物流な

どの分野にも導入される可能性があると考え

られる。

（２）ビッグデータの分析やAI（人工知能）

との連携

BLEを活用したIoTでは、ビーコンの取り

付けられたモノの状態やその周辺の環境情報

を収集できるようになる。モノや特定な場所

に設置された多くのビーコンからデータを定

期的にインターネット上のサーバへ収集でき

る。これらの収集・蓄積されたデータをビッ

グデータ解析基盤を用いて分析して経営上の

新たな情報を抽出したり、機械学習に基づく

AIへ結びつけるなどの応用が期待される。

物流センター内での人やロボット、搬送機器
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などの動きの分析、物流センターの在庫状況

の監視とAIによる発注自動化への対応など

へつながる可能性も期待できる。

（３）ＲＦＩＤシステムとの連携

RFIDは個々のモノにタグを取り付けて個

品を電波で識別する技術として10年以上も前

から物流分野への導入の検討や導入が進めら

れてきている。これに対し、BLEビーコン端

末はRFIDタグ程には取り付けの粒度は細か

くなく、特定な場所に取り付けるケースが一

般的である。逆に、RFIDタグ、特に電池を

持たないパッシブ型のタグとは異なり、少な

い電力消費のもとで電波を出すことができ

る。従って、両者は相互に補完する関係にあ

ると考えることができる。そのため、両者を

連携させたシステムの適用領域が存在するも

のと期待される。RFIDによるロケーション

毎の在庫管理情報をセンサで検出したデータ

のようにロケーション毎に設置されたBLE

ビーコンに取り込み、IoTゲートウェイ経由

でインターネットへ送信することにより、複

数拠点在庫の一元管理を可能にするシステム

などが実現できる可能性も考えられる。

今後、IoＴ活用のプラットフォームの検討

が進み、その上での各種システムの連携が進

んでいくものと考えられる。

５．まとめ

以上、本稿では、低電力化を図った近距離

無線通信規格であるBLE（Bluetooth	Low	

Energy）について、その規格をサポートし

IoTの構築に利用できる部品や機器（BLEモ

ジュール）の最近の開発動向を整理するとと

もに物流分野への応用について基礎的な考察

を行った。結果を以下に要約する。

最近開発されたBLEモジュールとしては、

「BLE機能のみ」あるいは「BLE機能＋アン

テナ」を組み込み型の部品として提供するも

の、「このような部品＋（アンテナ）＋電池」

を一体化し、あるいは「複数のセンサー」ま

でを一体化しそのまま利用できる単体設置型

の機器として提供するものなどが登場してい

る。BLEモジュールをモノなどに取り付け

IoTとして運用する仕組みの物流分野への応

用に関する考察として、まず、IoT機器と

IoTゲートウェイ（IoT機器をインターネッ

トへ中継する機器）の接続について、それぞ

れが固定型か移動型かの観点から4パタンに

分類しそれぞれの基本的用途を整理した。こ

れら４パタンのうち、特にIoT機器が移動す

る場合のパタンについて、宅配便への応用の

一案、即ち、荷受人宅へ届けたタイミングで

情報を収集する「POD（Point	Of	Delivery）

方式」を提案した。最後に、今後の展望とし

て、音声合成・認識技術との連携、ビッグデー

タの分析やＡＩとの連携、ＲＦＩＤとの連携

を図ったシステムの登場を指摘した。

注
＊１	 現在利用されているIPv4（IP	version	4）の

後継規格。最大の特徴は、IP	アドレスの容量
をIPv4の32ビット構成から128ビット構成に
拡大した点。それ以外にセキュリティ機能の
強化や転送効率の向上などを図っている。

＊２	 2016年6月に、Bluetooth	SIG（Special	Interest	
Group）より、Bluetooth5が発表された。これは、
BLE（Bluetooth	Low	Energy）と同等の消費
電力であるが、通信範囲が4倍、そして通信
速度が2倍にそれぞれ引き上げられている。
また、データ配信の容量も8倍に拡大されて
いる。

＊３	 無線通信機能を持ち、機器から定期的に発す
る電波で形成されたゾーンの中にスマート
フォンなど対応電子機器が入ると接続し、ア
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プリケーションソフトを利用して様々な情報
の提供やアクションを促すことができる小型
デバイスのこと。

＊４	 宅配便での荷物受け取り場所が荷受人宅であ
る場合を対象に、日々の宅配業務において2
点間所要時間データを収集・蓄積しておき、
それを用いて配達時間帯のどの辺に届けられ
そうかの情報を荷受人へ事前に提供するシス
テム。
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循環型社会の形成に向けたモデル的社会実験
を通じた静脈物流に関する考察
Study.on.the.reverse.logistics.towards.a.recycling-oriented.society.
through.the.model.demonstration.experiments

秋山浩之：みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第1部 シニアコンサルタント

略　歴
1996年東京大学工学部都市工学科卒業。98年同大学院工学系研究科（都
市工学専攻）修了。98年富士総合研究所（現みずほ情報総研）へ入社し、
2011年4月より現職。

１．はじめに

筆者が平成23年から事務局の一員となって

いる環境省のエコタウン等高度化モデル事業

（以下、「モデル的社会実験」）は、既存の廃

棄物処理・リサイクル施設を活用して、循環

資源の収集・運搬・処理を実際に行い、地方

及び国の循環型社会の形成に関する政策課題

の解決に資することを目的としたものであ

る。事業の名称にあるエコタウンは、容器包

装リサイクル法をはじめとした個別リサイク

ル法と廃棄物処理問題解決の両輪となり、

1997年以降、全国26地域が承認され、その施

設整備の受け皿となってきたものである。現

在は、当時のような大規模な取組は行われて

いないが、海外の行政関係者からは評価・関

心の高い取組であると聞く。

さて、このモデル事業は、事業開始当初、

エコタウン承認自治体からの申請が必要で

あったが、平成25年度以降、エコタウン承認

地域以外の自治体、企業等でも応募が可能と

なった。特に最近は、循環資源の減少に伴い、

その調達がリサイクル事業者にとっての課題

になっている。そのため、モデル的社会実験

では、循環資源の輸送効率化や排出者にとっ

ての利便性向上など、静脈物流に関するテー

マを取り上げ、課題の解決を図ろうとするも

のが少なくない。また、こうしたテーマは、

循環型社会形成の今日的課題と密接に結びつ

いていることから、本稿では、その取組の背景

［要約］　静脈物流は、再生可能エネルギー設備や建設廃棄物等のリサイクル・適正処理の推進や、

資源循環のビジネスモデルの再構築といった循環型社会形成の今日的課題と密接に結びついてい

る。廃太陽光パネルについては、一次集積所から中間処理施設への効率的な輸送、建設廃棄物

については、発生地・中間処理地と受入先との地域間需給ギャップを解消する広域共同海上輸送

の重要性が、モデル的社会実験を通じて確認された。
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とモデル的社会実験の内容及び成果を静脈物

流の視点から再整理を行い、考察を加えたい。

２．静脈物流の今日的意義

（１）	 循環型社会の形成に資する今日的課題

の解決

静脈物流の定義や概念の整理は、尹（2009）

で詳細かつ包括的に行われている。尹（2009）

は、既存研究のレビューなどから、1980年代

までの静脈物流の概念は、ロジスティクスの

逆向けのプロセスとして定義され、損傷・期

限切れ・誤配などで製品が逆方向に移動する

こととして認識されていたが、その後、環境

的側面と経済的側面を反映するように拡大さ

れたと整理した上で、静脈物流を「原料・製

造過程・完成財・使用済み製品・廃棄物・廃

棄過程・関連する情報に対して、消費地点か

ら発生地点又は処分地点までの全てのフロー

を、価値の再取得や適切な処理、広い意味で

は循環型社会の形成のため、効率的かつ費用

効果的に計画・実行・コントロールするプロ

セス」と定義した。これは、「消費地点から

発生地点に至るまで」とする企業の経済的側

面に重点を置く定義と比較して、「廃棄物・

廃棄過程」や「広い意味では循環型社会の形

成のため」という環境的・社会的観点が強調

されている。

100％リサイクルできない資源・製品は、

必ず廃棄物としての中間処理・最終処分を適

正に行うことが必要である。しかし、単に適

正な処理・処分を効率的かつ費用効果的に行

うのであれば、不法投棄等の不適正処理を行

わない範囲でできる限り安く行うことで十分

であるが、「広い意味では循環型社会の形成」

という文言が加わることによって、循環型社

会の形成という目標を達成するために行う処

理・処分を、効率的かつ費用効果的に行うこ

とも含むことになる。

その社会的目標を記した第三次循環型社会

形成推進基本計画では、その基本的方向の一

つに、「循環型社会と低炭素社会との統合的

取組」が掲げられている。これは、低炭素社

会実現のため、廃棄物発電のように循環資源

のエネルギー利用を進めることと、再生可能

エネルギー等の利用が前提となった社会で、

エネルギー利用の残渣や使用後の設備の処理

を適正に行い最終処分量をできる限り削減す

ることとの統合的実現を意味する。

このほか、同基本計画では、GDPを天然

資源等投入量で割った資源生産性の向上が掲

げられている。2010年頃までは資源生産性の

上昇が見られたが、それ以降は横ばいである。

天然資源等投入量の増減を種類別に見ると、

非金属鉱物系資源（主に、土石系資源）と化

石系資源がわずかに増加しており、前者の要

因は、「建設需要の増加に伴い、岩石、砂利、

石灰石の投入量が増加したことによる1）」と

されている。すなわち、建設廃棄物として多

く発生する土石系資源の有効利用も、大きな

今日的課題の一つである。

（２）	 資源循環のビジネスモデルの変化に適

合する静脈物流の再構築

企業の経済的側面から見た静脈物流につい

て、再び尹（2009）では、使用済み製品の活

用が企業の利益になりうるという認識の向上
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とともに、サプライチェーンマネジメントの

強化による費用削減及び利益の追求がリバー

スロジスティクス活動の増加を招いたことな

どを背景として、静脈物流、あるいはリバー

ス ロ ジ ス テ ィ ク ス の 研 究 が 進 み、

Dowlatshahi（2000）は、既存の研究を「総論」、

「計量モデル」、「流通、倉庫、輸送」、「企業

における事例」、「適用範囲」の5つに分類し

て考察を加えたこと、Rogers	&	Tibben-

Lembke（1998）は、既存の研究成果や具体

的な事例、調査結果などを示しながら、静脈

物流マネジメントにおける核心要素として

「Gatekeeping」、「処理プロセス時間の制御」、

「 情 報 シ ス テ ム 」、「Centralized	Return	

Centers」、「ゼロ・リターン」、「Remanufacture

とRefurbishment」、「Asset	Recovery」、「交

渉」、「ファイナンシャル・マネジメント」、「ア

ウトソーシング」の10の項目を挙げて分析を

行ったことが記されている。

最近は、2015年12月に欧州から「循環経済

（Circular	Economy）パッケージ」が発表さ

れたことや、シェアリングエコノミーへの注

目、さらに、電気自動車やハイブリッド自動

車で使用される電池のメーカー等による回

収、さらに、リチウムイオンバッテリーであ

れば、住宅用や系統連系との調整用の蓄電池

に利用する、いわゆるカスケード利用の検討

などから、リビルトやリマニュファクチャリ

ング（再製造）など、調達・生産・販売のサ

プライチェーンを再構築するビジネスモデル

への関心も高まっているが、15年以上前から、

こうした概念が使われていることが理解でき

る。

このように、静脈物流（リバースロジスティ

クス）の意義は、循環型社会形成に関する今

日的課題の解決と、資源循環のビジネスモデ

ルの再構築という2点から捉えることができ

る。このうち、モデル的社会実験は、前者の

視点から行われているものである。以下では、

平成27年度に行われたもののうち、静脈物流

に関する2つを取り上げて、内容の紹介と考

察を行いたい。

３．廃太陽光パネルの回収・リサイクル

（１）	 廃太陽光パネルの発生予測

急速に普及した再生可能エネルギーとして

太陽光発電がある。環境省の推計によれば、

導入から廃棄までの期間を、固定価格買取制

度での買取期間である20年とした場合には、

2030年代前半に排出量は急増し、70 ～ 80万

表1　廃家電と廃太陽光パネルの発生・引取台数と重量

循環型社会の形成に向けたモデル的社会実験を通じた静脈物流に関する考察 
Study on the reverse logistics towards a recycling-oriented society through the model 
demonstration experiments 

 
表 1 廃家電と廃太陽光パネルの発生・引取台数と重量 

 台数 重量 
廃家電（4 品目） 
（平成 27 年度） 

1,088 万台 
（引取台数） 

453,197 トン 
（再商品化等処理重量） 

廃太陽光パネル 
（2030 年代前半） 

175～200 万台 
（住宅用換算台数） 

70～80 万トン 
（排出量） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）廃家電：環境省報道発表資料（平成28年6月24日）「平成27年度における家電リサイクル実績について（お知らせ）」、廃太陽光パネル（重量）：
使用済再生可能エネルギー設備のリユース・リサイクル・適正処分に関する検討会「太陽光発電設備等のリユース・リサイクル・適正処分に関する報告書」
（平成27年3月）、台数は住宅用1軒当たり4kW、出力1kW当たり100kg、1軒1台として換算したもの。
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トンに達する。これは、廃家電4品目の平成

27年度の再商品化等処理重量の1.5 ～ 1.8倍に

相当する規模である。

また、投資回収年数は買取期間よりも短く

設定されているであろうから、投資の回収が

なされたら、製品寿命に達する前に撤去・廃

棄される可能性があるし、撤去・廃棄される

前に販売される場合でも、EoL（End	of	

Life）管理の仕組みが確立されていれば、安

心して販売・購入することでき、投資回収後

も資産を有効に運用することができる。

こうした予見される将来に備えて、環境省2）

は「太陽光発電設備等のリユース・リサイク

ル・適正処分に関する報告書」（平成27年6月）

を公表して、今後のロードマップを示すとと

もに、そのロードマップの一環として、平成

28年3月に「太陽光発電設備のリサイクル等

の推進に向けたガイドライン（第一版）」を

示している。

（２）	 リサイクルコストにおける物流の位置

付け

一般的に、リサイクル・適正処理における

物流コストの占める割合は低くなく、効率化

が必要である。加えて、太陽光パネルの資源

の構成を見ると、価値の低いものの構成が増

えつつあり、ますます物流コストの削減が重

要になると考えられる。

三菱総合研究所（2015）によれば、処理ケー

ス（処理方式及び排出量）別の撤去・運搬・

処理に関する費用構成は、以下のように試算

されている。

まず、処理方式（埋立とリサイクル）別に

見ると、排出量が同量であれば、リサイクル

を行った方が処理・リサイクル事業者の収入

（廃棄部処理料及び有価物の売却益）が増え

ることになる。撤去コストは、屋根置き（主

に住宅用を想定）は建設解体業者及び施工業

者に対するアンケート調査に基づいて、平置

き（メガソーラー等、非住宅用を想定）は、

固定価格買取制度で、非住宅用について、買

取価格に積まれているシステム価格の5％に

相当する廃棄費用を割り当てている。撤去以

外の費用便益を比較すると、例えば、排出見

込量が10万トンの場合、埋立（ケース2）では、

費用が3,170百万円、便益（中間処理成果物

の売却）が1,032百万円で、収支はマイナス

2,138百万円となる一方、リサイクル（ケー

ス5）では、費用が6,804百万円、便益（中間

処理成果物及び金属等の売却）が6,747百万

円で、収支はマイナス57百万円となる。

廃棄物処理・リサイクル事業の視点から見

ると、この仮定計算の上では、適正処理のた

めには、廃棄物処理料を払う必要がある。通

常の廃棄物処理料の相場はおいておき、仮に

費用と便益の差額を廃棄物処理料の原価と考

えると、リサイクルを行う（ケース5を選択

する）ことによって、追加的な費用を負担し

ても、それ以上の便益（収入）が得られるこ

とになり、それを廃棄物処理料を下げる原資

とすれば、リサイクルを行う方が調達力（コ

スト競争力）で勝ることになる。

次に、費用の構成を見ると、撤去の費用が

8割以上を占める。さらに、撤去費用を除くと、

物流（一次～三次、保管も含む）に関する費

用は28.8%を占める。
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この費用対効果の分析は、モデル的な計算

結果であり、リサイクル施設への回収場所、

や発生量、さらに金属等の相場、回収製品な

どによって、様々なパターンが想定されるが、

物流面でのノウハウは、事業の成否を大きく

左右する要因であることが分かる。さらに、

事業の初期段階では発生量が少ないことか

ら、中間処理・リサイクル施設への輸送を考

慮した収集ポイントの配置も重要なテーマに

なる。

表2　太陽電池モジュールの撤去・運搬・処理に関する費用対効果分析結果

（注1）パワーコンディショナー、架台は分析対象に含めていない。
（注2）一次物流：排出場所から一次集積所への運搬、二次物流：一次集積所から中間処理施設への運搬、三次物流：中間処理施設から金

属製錬あるいはガラスリサイクル施設への運搬。
（出典）三菱総合研究所（2015）

表 2 太陽電池モジュールの撤去・運搬・処理に関する費用対効果分析結果 
 ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

排出見込量(t) 10,000 100,000 10,000 50,000 100,000
回収⇒ 
中間処理 

埋立 埋立 リサイ

クル 
リサイ

クル 
リサイ

クル 
便益（百万円） 段階別収益 103 1,032 675 3,373 6,747
(B) 撤去 0 0 0 0 0

 一次物流～保管 0 0 0 0 0
 二次物流 0 0 0 0 0
 中間処理 103 1,032 529 2,646 5,292
 三次物流 0 0 0 0 0
 金属等回収 0 0 145 727 1,455
 管理・運営 0 0 0 0 0

費用（百万円） 段階別費用 3,532 35,320 4,000 19,580 39,055
(C) 撤去 3,225 32,250 3,225 16,125 32,250

 一次物流～保管 100 1,000 100 500 1,000
 二次物流 67 670 67 335 670
 中間処理 140 1,400 309 1,545 3,090
 三次物流 - - 56 280 560
 金属等回収 - - 138 689 1,379
 管理・運営 - - 105 105 105

B-C -3,429 -34,288 -3,325 -16,207 -32,308
 撤去 -3,225 -32,250 -3,225 -16,125 -32,250
 一次物流～保管 -100 -1,000 -100 -500 -1,000
 二次物流 -67 -670 -67 -335 -670
 中間処理 -37 -368 220 1,101 2,201
 三次物流 - - -56 -280 -560
 金属等回収 - - 8 38 76
 管理・運営 - - -105 -105 -105

B/C 0.029 0.029 0.169 0.172 0.173
 撤去 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 一次物流～保管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 二次物流 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 中間処理 0.74 0.74 1.71 1.71 1.71
 三次物流 - - 0.00 0.00 0.00
 金属等回収 - - 1.06 1.06 1.06
 管理・運営 - - 0.00 0.00 0.00

最終処分場の延命効果（m3） 1,896 18,959 12,250 61,252 122,504
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（３）	 モデル的社会実験の概要と結果

こうした背景を踏まえて、モデル的社会実

験では、パネル回収のコスト評価と、主要な

回収事業者として期待される工務店にとって

の運用面での課題の把握が行われた。準備さ

れた回収ルートは、①一度の廃PVパネルの

発生量が40枚を超える場合（主に発電事業者

からの排出を想定）、②40枚に満たない場合

（主に家庭からの排出を想定）の２つである。

①では、当該社会実験の事務局にパネル所

有者が連絡を行い、その事務局が手配した工

務店がパネルの撤去、さらにその事務局が手

配した運搬業者が試験施設（処理施設）への

運搬を行い、それらの費用はパネル所有者が

負担する。

一方、②では、パネル所有者が工務店へ連

絡し、連絡を受けた工務店が本モデル的社会

実験で立ち上げたウェブサイトを利用して、

最寄りの収集ポイントを特定した上で、パネ

ル撤去、収集ポイントへの運搬、事務局への

連絡を行う。撤去費、収集ポイントへの運搬

費はパネル所有者が負担する。さらに、試験

施設への運搬は、事務局が手配した運搬業者

が行い、その運搬費用はモデル事業の予算で

負担する。

収集ポイントとなる一次集積所は、各収集

ポイント間の距離や屋根付きの倉庫・フォー

クリフトの有無などを考慮し、秋田県、岩手

県、山形県、福島県など7県の14 ヶ所が選定

された。

この②のケースは、積載率を上げるため、

収集ボックスが満杯になったところで、試験

施設に運搬するという点を工夫している。な

お、この物流コストは、一次集積所から試験

施設（処理施設）までなので、表2の二次物

流のコストに該当するものである。

さて、この積載率向上と枠組み管理・運営

対策によるコスト削減効果を見ると、4トン

トラックにおける輸送能力を最大限活用する

ようにすれば、2030年の家庭からの排出量に

表3　対策によるコスト削減効果の試算

（1）	三菱総合研究所（2015）
（2）	2020年と2030年の値は三菱総合研究所（2015）p.114の図1-65から目視で同定した値。2039年の値は三菱総合研究所
（2015）に未掲載であったため、廃PVパネルの排出量の約半分とした。

（3）	山形県酒田市の収集ポイントから大館市（220km程度）まで、廃棄物処理法に従って運搬することを想定（運賃：60,000円/収集ボッ
クス）、40枚（0.8トン）の廃PVパネルを1個収集ボックスに入れて、4トン車のチャーター便1台での運搬を想定することから、単価は
75,000円/トン（60,000円/車÷1収集ボックス/車÷0.8トン/収集ボックス）。

（4）	山形県酒田市の収集ポイントから大館市（220km程度）まで、廃棄物処理法に従って運搬することを想定（運賃：60,000円/収集ボッ
クス）。加えて、収集ポイントを配置し、1つの収集ポイントで3つの収集ボックスまで保管し、３つが満杯になった時点で運搬するケース
を想定。40枚（0.8トン）の廃PVパネルを1個収集ボックスに入れて、3つの収集ボックスを1台の4トン車のチャーター便で運搬すること
を想定することから、単価は25,000円/トン（60,000円/車÷3収集ボックス/車÷0.8トン/収集ボックス）。

（5）	三菱総合研究所（2015）p.178　表1-81	太陽光発電設備の撤去・運搬・処理に関する費用対効果分析結果の費用の管理・運営
の値（家電リサイクル法における管理コストを参考に試算された値）を引用。

（出典）イー・アンド・イー	ソリューションズ株式会社（2016）

表 3 対策によるコスト削減効果の試算 
 2020 年 2030 年 2039 年 

1) 廃 PV パネルの排出量 2,808 トン 28,788 トン 775,085 トン

2) 1)のうち、家庭からの排出量 700 トン 20,000 トン 380,00 トン

3) 対策なしの場合のコスト 53 百万円 1,500 百万円 28,500 百万円

4) 対策あり

のコスト 
a) 運賃 18 百万円 500 百万円 9,500 百万円

b) 枠組みの管理・運営 105 百万円 105 百万円 105 百万円

c) 計 (a)+b)) 123 百万円 605 百万円 9,605 百万円

5) 対策の効果 (=3)-4)) -70 百万円 895 百万円 18,895 百万円

 
表 4 社会資本の維持管理・更新費用の推計結果（国土交通省所管分） 

年度 平成 25 年 12 月答申※1 平成 17 年度国土交通白書※3

2013 年度 約 3.6 兆円※2 約 5.2 兆円 
2023 年度 
（10 年後） 

約 4.3～5.1 兆円 約 4.1 兆円 

2033 年度 
（20 年後） 

約 4.6～5.5 兆円 約 7.3 兆円※4 

 
表 6 実験参加会社における海上輸送貨物量の現状と将来予測（単位：万トン/年） 

 海上輸送量 内訳；（ ）内は現船種 
現状 
（4 社 4 工場） 

26.8 
（平成 26 年度） 

・土砂系・汚泥（バルク） 
・可燃物・廃プラ（フェリー） 
・非鉄精錬原料（バルク） 

25 
1.6 
0.3 

将来 
（5 社 6 工場） 

53 ・土砂系・汚泥（バルク） 
・可燃物・廃プラ（フェリー） 
・非鉄精錬原料（バルク） 

51 
1.6 
0.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）
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相当する年間20,000トンの排出量があると、

枠組みにおいて保管場所の管理を行うとして

も対策によるコスト削減効果が生じる。ただ

し、この集積所が積替・保管施設に該当する

と考えられるため、廃掃法上の保管期間で満

杯になることが、こうした効果を生み出すた

めの条件となる。

（４）	 回収容器の活用

廃太陽光パネルの取扱いでは、破損ガラス

による負傷、パネルへの光照射に起因する感

電などが生じる懸念もあるため、運搬の効率

性に加えて、安全性も満たした回収容器を用

意する必要がある。欧州では、2012年の

WEEE指令の改正によって、家庭からの廃

太陽光パネルには収集ポイントを配置するこ

とになったが、それ以前の2007年から太陽電

池モジュールのリサイクルを手がけるPV	

CYCLEは、欧州規格ENにも合致する回収容

器（収集ボックス）を用いて回収を行ってい

る。

モデル的社会実験では、PV	CYCLEの収

集ボックスを取り寄せ、工務店などが指定さ

れた一次集積所から中間処理施設までの二次

物流で使用された。この収集ボックスは重さ

が50kg程度あり、4トン車には3つの収集ボッ

クスを運搬することが可能である。安全管理

のため、PV	CYCLEが欧州で実際に使用し

ている文書（米国の労働安全衛生マネジメン

トOSHAに基づき作成した文書）を和訳した

ものに補足事項を加えたものも用意された。

４．建設廃棄物等の広域海上輸送

（１）	 建設廃棄物の発生予測

今後、社会資本の更新に伴うコンクリート

や骨材などの発生量が増大することが懸念さ

れている。建設廃棄物の発生量ではないもの

の、若干の定義の違いも承知した上で、維持

更新費の予測を見ると、2013年度の維持管理・

更新費は約3.6兆円で、2023年度は約4.3 ～ 5.1

兆円、2033年度には約4.6 ～ 5.5兆円となって

いる。なお、長寿命化やコスト削減などによっ

て平成18年国土交通白書での予測値に比べ

て、2013年度という直近と、2033年度という

長期での維持管理・更新費が抑制されている

が、2023年度にかけての増加という見通しは、

むしろ平成25年12月答申での予測値の方が強

まっている。

表4　社会資本の維持管理・更新費用の推計結果（国土交通省所管分）

（1）推計結果は国、地方あわせた事業費ベースの数値
（2）2013年度の値（約3.6兆円）は、実績値ではなく、今回実施した推計と同様の条件のもとに算出した推計値
（3）国：対前年度比マイナス3%;	地方:対前年度比5%のケース
（4）推計期間の最終年度である2030年度の値
（出典）社会資本整備審議会・交通政策審議会「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について（答申）」（平成25年12月）、平成17年度国土交

通白書（平成18年4月）より作成

表 4 社会資本の維持管理・更新費用の推計結果（国土交通省所管分） 
年度 平成 25 年 12 月答申(1) 平成 17 年度国土交通白書(3)

2013 年度 約 3.6 兆円(2) 約 5.2 兆円 
2023 年度 
（10 年後） 

約 4.3～5.1 兆円 約 4.1 兆円 

2033 年度 
（20 年後） 

約 4.6～5.5 兆円 約 7.3 兆円(4) 
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また、人口減少・少子高齢化や行政サービ

スのニーズの変化に伴い、公共施設の解体撤

去に伴う建設廃棄物の発生も予想される。全

ての都道府県及び市区町村を対象（回答率

99.8%）に、公営住宅、教育関係施設、職員

宿舎、庁舎等、社会福祉関係施設、廃棄物処

理施設、インフラ、その他といった公共施設

の解体撤去の意向などについて行われた総務

省（2013）の調査によれば、延床面積1,451

万m2の公共施設等が解体撤去の意向がある

とされている。そのうち、その他360万m2

（25％）を除ければ、教育関係施設が328万

m2（23％）で最も多く、インフラが253万m2

（17％）、公営住宅が158万m2（11％）、廃棄

物処理施設が126万m2（9％）と続く。

また、首都圏は、こうした高度成長期に整

備された社会資本や建築物の更新に加えて、

東京オリンピック・パラリンピックの開催や

リニア中央新幹線の建設によって、建設廃棄

物が大量に発生する。さらに、工法の進化に

よって再生資源の需要量は減少し、東京都

（2015）では、「リサイクル材としての利用量

を上回る大量のコンクリート塊が発生し、需

給ギャップが生じ始めている」と書かれてい

る。

（２）	 循環型社会の地域間需給ギャップを解

消する広域物流の重要性

廃棄物処理の観点からは、セメント産業は

重要な役割を果たしている。一般社団法人セ

メント協会によれば、様々な産業や自治体か

ら排出される廃棄物・副産物をセメント原料、

代替エネルギーとして受け入れた量は2013年

度で3,000万トンで我が国の循環利用量の約

9％を占め、このうち、発電所から出る石炭灰・

副産石こう（9,726千トン、以下、いずれも

2014年度）、製鉄所から出る高炉スラグ・製

鋼スラグ（8,486千トン）に次いで、建設現

場から出る建設発生土・建設汚泥・廃プラス

チック・木くず（3,828千トン）が受け入れ

た廃棄物・副産物で多い。

受入先となるセメント工場は、クリンカ製

造能力を尺度とすれば、中国・九州地域に全

国の約50％が集中している。従って、首都圏

から排出される建設廃棄物を西日本に輸送す

るためには海上輸送が必要となる。しかし、

首都圏の建設廃棄物の中間処理施設の集積地

の一つである東京都大田区城南島のスーパー

エコタウンでは、輸送コストやスペースの制

約から海上輸送が十分利用できていないた

め、同地域に立地する事業者が共同輸送を行

表5　平成25年12月答申における推計の前提条件

（出典）社会資本整備審議会・交通政策審議会「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について（答申）」（平成25年12月）

1．	国土交通省所管の社会資本10分野（道路、治水、下水道、港湾、公営住宅、公園、海岸、空港、航路標識、
官庁施設）の、国、地方公共団体、地方道路公社、（独）水資源機構が管理者のものを対象に、建設年度毎
の施設数を調査し、過去の維持管理、更新実績等を踏まえて推計。

2．	今後の新設、除却量は推定が困難であるため考慮していない。
3．	施設更新費の機能向上については、同等の機能で更新（但し、現行の耐震基準等への対応は含む。）するも
のとしている。

4．	用地費、補償費、災害復旧費は含まない。
5．	個々の社会資本で、施設の立地条件の違いによる損傷程度の差異や維持管理・更新工事での制約条件
が異なる等の理由により、維持管理・更新単価や更新時期に幅があるため、推計額は幅を持った値としてい
る。
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うモデル的社会実験を行うこととなった。

（３）	 モデル的社会実験の概要と結果

今回のモデル的社会実験への参加企業4社

では、平成26年度で約27万トン/年が海上輸

送により広域利用されている。さらに、今後

は3箇所の新たな工場新設によって、土砂系・

汚泥等の海上輸送貨物量は増加し、現在の2

倍の約53万トンに達する見込みである。

さらに、東京スーパーエコタウンは、大都

市型のリサイクル団地であるため、現在でも、

循環資源の保管や荷捌き等のための敷地が不

足していると言われており、次々と運び込ま

れる建設廃棄物の処理に当たって、保管・物

流能力がボトルネックになっている。

こうした現在・将来の物流面での問題点の

解消に向けて、平成27年度のモデル的社会実

験では、コンテナを利用して4社の資源を共

同輸送し、①輸送に当たっての現場の状況、

②各港湾別の積替保管等に係る行政調整、③

輸送コスト（経済性）、④最終処分量の削減（環

境性）という点を検証するため、実際に工場

からの出荷、海上輸送、セメント工場等での

受入れが行われた。

固有の課題である①輸送に当たっての現場

の状況を除いた検討結果を見てみると、②行

政調整については、運搬ができなかったわけ

ではないが、可燃物、廃プラ（産業廃棄物）

表 3 対策によるコスト削減効果の試算 
 2020 年 2030 年 2039 年 

1) 廃 PV パネルの排出量 2,808 トン 28,788 トン 775,085 トン

2) 1)のうち、家庭からの排出量 700 トン 20,000 トン 380,00 トン

3) 対策なしの場合のコスト 53 百万円 1,500 百万円 28,500 百万円

4) 対策あり

のコスト 
a) 運賃 18 百万円 500 百万円 9,500 百万円

b) 枠組みの管理・運営 105 百万円 105 百万円 105 百万円

c) 計 (a)+b)) 123 百万円 605 百万円 9,605 百万円

5) 対策の効果 (=3)-4)) -70 百万円 895 百万円 18,895 百万円

 
表 4 社会資本の維持管理・更新費用の推計結果（国土交通省所管分） 

年度 平成 25 年 12 月答申※1 平成 17 年度国土交通白書※3

2013 年度 約 3.6 兆円※2 約 5.2 兆円 
2023 年度 
（10 年後） 

約 4.3～5.1 兆円 約 4.1 兆円 

2033 年度 
（20 年後） 

約 4.6～5.5 兆円 約 7.3 兆円※4 

 
表 6 実験参加会社における海上輸送貨物量の現状と将来予測（単位：万トン/年） 

 海上輸送量 内訳；（ ）内は現船種 
現状 
（4 社 4 工場） 

26.8 
（平成 26 年度） 

・土砂系・汚泥（バルク） 
・可燃物・廃プラ（フェリー） 
・非鉄精錬原料（バルク） 

25 
1.6 
0.3 

将来 
（5 社 6 工場） 

53 ・土砂系・汚泥（バルク） 
・可燃物・廃プラ（フェリー） 
・非鉄精錬原料（バルク） 

51 
1.6 
0.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表6　実験参加会社における海上輸送貨物量の現状と将来予測（単位：万トン/年）

表7　経済性の評価

（出典）成友興業株式会社（2016）

（注）事業実施時、事業者がコンテナ保有と想定（例；コンテナ賃料20,000円／本を除外）
（出典）第2回産業・地域共生のための動静脈ネットワーク会議資料

表 7 経済性の評価 
 輸送費（コンテナ）

（実証後の調整） 
輸送費（フェリー） 

（苅田港経由の場合）

備考 
（コンテナ輸送費の内訳）

可燃物（高俊

興業） 
[徳山下松港] 

1.7 万円／トン 
（8 トン積載；補正）

1.1 万円／トン 
（18 トン積載） 
（現在は、不通） 

・陸上輸送（第一区間） 
 25,000 円 
・コンテナ輸送（荷役込）

 100,000 円 
・陸上輸送（第三区間） 
 13,000 円 

廃プラ（タケ

エイ） 
[門司港] 

1.6 万円／トン 
（12 トン積載） 

1.1 万円／トン 
（想定 18 トン積載の

場合） 
（現在は、不通） 

・陸上輸送（第一区間） 
 25,000 円 
・コンテナ輸送（荷役込）

 100,000 円 
・陸上輸送（第三区間） 
 70,000 円 
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で港湾によって、積替・保管の許可を要する

ところと、環境省規制緩和通知に基づいて不

要とするところがあることが確認できた。③

経済性については、可燃物・廃プラの輸送単

価は、コンテナ利用（1.6 ～ 1.7万円／トン）、

フェリー船（1.1万円／トン）で後者のコス

ト競争力が高いが、利便性による集荷量の確

保を考慮すると導入の可能性を残す結果と

なった。

さらに、④最終処分量の削減（環境性）に

ついては、廃プラ及び可燃物の41％の8,642t/

年の削減量となった。

このように同地域で海上輸送の共同化を行

うことによって、経済性と環境性（最終処分

量の削減）の面で効果を有することが確認で

きた。

５．考察（まとめ）

本稿では、静脈物流の定義を振り返りなが

ら、循環型社会における今日的課題として、

低炭素社会を支える再生可能エネルギー設

備、建築物・社会資本の老朽化等による建設

廃棄物等のリサイクルに関する事業につい

て、モデル的社会実験の成果を紹介しながら、

事業の成否における静脈物流の重要性を見

た。それらをまとめると以下のようになる。

（１）	 廃太陽光パネルの回収・リサイクルに

関する考察

モデル的な計算であるとはいえ、表2で見

たとおり、撤去費用をパネル所有者負担とす

るにしても、利潤が出ればリサイクル業者に

とっての参入意欲が高まり、その結果、最終

処分量の削減、ひいては循環型社会形成へも

寄与する。一次集積所までの一次物流、保管、

及び二次物流の効率的な運用が重要である。

一次集積所や中間処理施設への運搬時に

は、様々なメーカーの廃太陽光パネルが混ざ

るため、メーカーが共同で負担するような枠

組みの構築が望ましい。そうした枠組みのス

キームは、これまでの静脈物流の経験が寄与

すると考えられる。

（２）	 建設廃棄物等の広域海上輸送に関する

考察

共同化が行いやすい事業としてコンテナに

おる輸送実験を行い、セメント工場等での利

用により最終処分量が削減されるとともに、

フェリー船に比べてやや経済性が劣るもの

の、バラ積み船・ガット船などを活用して輸

送量を増大させれば経済性が向上すると期待

される結果であった。

建設廃棄物のようなバルク貨物と、それ以

外の混載をするよう、複数の中間処理・再資

源化業者の連携を促進したり、多品目を扱う

リサイクル工業団地に中間処理・再資源化施

設を集約し、積替・保管・荷役施設、埠頭等

の共同化を図るなど物流面での効率化を進め

ることも重要になるであろう。

（３）	 その他

過去のモデル的社会実験には、札幌市をは

じめとする北海道の清掃工場の焼却灰の輸送

を鉄道利用によって可能とし、セメント製造

の原材料として利用できるようになった事例

や、容器包装プラスチックと製品プラスチッ
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クを合わせて回収することによって排出の利

便性が増し、マテリアルリサイクル向けの原

材料を増加させた事例など、他にも静脈物流

に関するテーマがあり、今後も静脈物流のノ

ウハウは循環型社会形成に貢献すると考えら

れる。

また、リサイクル事業は、代替されるバー

ジン製品の生産時の化石燃料消費量が多いほ

ど、CO2削減効果が生じる。そうした代替製

品を生産するリサイクル施設は、広域的に分

散しており、輸送距離増に伴うCO2排出量が

増加してしまうこともあるが、LCA（Life	

Cycle	Assessment）を用いることで、その

効果が明らかになる。その基本的考え方につ

いて「循環資源のリサイクル及び低炭素化に

関する効果算出ガイドライン」がまとめられ、

「エコタウン等における資源循環社会と共生

した低炭素地域づくり補助金事業」（平成26

年度、平成27年度）、「地域循環圏・エコタウ

ン低炭素化促進事業」（平成28年度）といっ

た事業化可能性調査などで活用されている。

輸送段階のCO2削減効果のみならず、材料・

燃料を代替する施設への輸送を行うような事

業では、そうした考え方をもとに、環境的価

値を示すことも重要である。

一方、資源循環のビジネスモデルの再構築

については、モデル的社会実験等を通じた情

報収集・分析が待たれるところである。

本稿の執筆に当たっては、環境省リサイク

ル推進室（前職）谷貝氏、野崎氏、イーアン

ドイーソリューションズ株式会社白鳥氏、石

塚氏、成友興業株式会社細沼氏、金子氏、株

式会社リーテム小林氏から、調査内容の引用

を行うことについて快諾頂いた。この場を借

りて御礼申し上げたい。

注
１）中央環境審議会「第三次循環型社会形成推進基

本計画の進捗状況の第2回点検結果について」
（平成28年3月）

２）使用済再生可能エネルギー設備のリユース・リ
サイクル・適正処分に関する検討会

参考文献
	·	Rogers	 &	 Tibben-Lembke(1998 ) , 	“Going	

backwards;	 Reverse	 logist ics	 trends	 and	
practices”,	Reverse	Logistics	Executive	Council

	·	Dowlatshahi(2000),	“Developing	 a	 theory	 of	
reverse	 logistics”,	 Interfaces,	 Vol.30,	 No.3,	
pp.143-155

	·	尹鍾進(2009),「静脈物流に関する研究の動向と課
題」『運輸政策研究』（Vol.12	No.3	2009	Autumn）

	·	河本桂一(2012),	「欧州における太陽電池モジュー
ルリサイクルの動向」『産業と環境　2012年3月号』

	·	総務省(2013),	「公共施設等の解体撤去事業に関す
る調査結果」（平成25年12月）

	·	東京都(2015),「『持続可能な資源利用』に向けた
取組方針」（2015年3月）

	·	株式会社三菱総合研究所(2015),	「平成26年度環境
省委託業務　平成26年度使用済再生可能エネル
ギー設備のリサイクル等促進実証調査委託業務　
報告書」（平成27年3月）

	·	山口裕司(2015),	「太陽光発電設備のリユース・リ
サイクル・適正処分の推進に向けた調査・検討に
ついて」『いんだすと』（Vol.30	No.12	2015）

	·	みずほ情報総研株式会社(2016),	「平成27年度環境
省請負業務　平成27年度エコタウン等高度化検討
業務報告書」（平成28年3月）

	·	イー・アンド・イー	ソリューションズ株式会社
(2016),	「平成27年度エコタウン等高度化モデル事
業『廃太陽光パネルの広域収集網の構築に係るモ
デル事業』報告書」（平成28年3月）

	·	成友興業株式会社(2016),	「平成27年度エコタウン
等高度化モデル事業『東京エコタウン（特に城南
島地域）で産出した産業原燃料の広域共同海上輸
送システムの構築実証事業』報告書」（平成28年3
月）
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イギリスにおけるネット通販とその配送の特徴
Characteristics.of.online.shopping.and.its.delivery.in.the.United.Kingdom

１．はじめに

イギリスは、世界でもっともネット通販が

浸透している国のひとつである。ネット通販

の小売販売総額に占める比率（EC化率）は

増加を続け、日本の3倍近くに達している。

Amazonに代表されるネット通販専業者の躍

進に対し、GMS（総合スーパー）、百貨店、

家電量販店等の店舗型事業者がネット通販に

取り組んでおり、激しい競争によってネット

通販が急成長を続けている。

ネット通販商品の配送は、これまでRoyal	

Mailグループが中心に担ってきた。近年では、

ネット通販市場の急成長に対応して、民間物

流事業者が取組を強化している。しかしなが

ら、イギリスの配送サービスの水準は、ネッ

ト通販事業者や消費者が満足できるほど高

まっていなかった。このため、Amazon等の

ネット通販事業者は、自ら物流体制の整備を

進めており、従来型の店舗小売業者も店舗か

らの配送やクリックアンドコレクト、オムニ

チャネル等に取り組んでいる。

イギリスは、島国という地理的条件や人口、

経済等の諸条件が日本と似通っている。それ

にもかかわらず、ネット通販やその配送の発

展状況は大きく異なっている。本稿では、ネッ

ト通販先進国でありながら宅配サービスが発

達していないイギリスについて、日本との比

較を交えながら、ネット通販市場の概要を把

握したうえで、ネット通販商品の配送状況、

ネット通販事業者の配送への取組等をとりま

とめることとする。

２．イギリスのネット通販市場

2.1　世界でもっとも高いBtoC-EC普及率

経済産業省（2016）によれば、世界の

［要約］　イギリスでは、急速にネット通販市場が拡大しているものの、ネット通販事業者や消費

者が十分に満足するほど宅配サービスが発達していない。このため、最近ではネット通販事業者

が自ら配送ネットワークを整備したり、店舗でのクリックアンドコレクトや荷物受渡所の整備を行っ

たりするなど、独自の配送への取組がみられる。日本との比較を通じながら、イギリスにおけるネッ

ト通販とその配送の特徴を明らかにする。

略　歴
1984年東京工業大学理工学研究科修士課程修了。
同年日通総合研究所。1993年流通科学大学商学部専任講師。
同助教授、教授を経て、2007年4月から現職。

林　克彦：流通経済大学 流通情報学部 教授
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BtoC-EC市 場 規 模（2015年 ） は 対 前 年 比

25.1%もの高い成長率を記録し、1兆6,700億

ドルに達した。国別にみると、中国の市場規

模が6,720億ドルと圧倒的に大きく、次いで

アメリカ、イギリス、日本、ドイツの順になっ

ている（表1）。

上位5か国について人口一人当たり販売額

をみると、イギリスは1,532ドルであり、ア

メリカをも大幅にしのぐBtoC-ECの普及率と

なっていることがわかる。なお、この数値に

は、物販系、サービス系（旅行関連とイベン

トチケットを除く）を含み、デジタル系を含

まないため、以降の数値と比較することはで

きない。

2.2　BtoC-EC市場の急成長

旅行関連・イベントチケット、デジタル系

を含む日本のBtoC-EC市場の規模を経済産業

省（2016）よりみると、近年急成長が続き

2015年には13兆7,746億円となった。これと

ほ ぼ 同 じ 範 囲 を カ バ ー す るEcommerce	

Foundation（2016） に よ り、 イ ギ リ ス の

BtoC-EC市場規模をみると、同様に高い成長

が続き、2015年には1,571億ユーロとなった。

2015年の平均為替レートを用いると、イギリ

スのBtoC-EC販売額は、21兆2,151億円とな

表１	世界国別	BtoC—EC	市場規模（2015年）

図1　イギリスと日本のBtoC-EC販売額と成長率の推移

注：eMarketer、2015年12月による物販系、サービス系（旅行関連とイベントチケットを除く）販売額。人口一人当たり
販売額を加筆。
出所：経済産業省（2016）

注：イギリスの販売額は135円/ユーロによる換算値
出所：Ecommerce	Foundation	(2016)、経済産業省（2016）
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表１ 世界国別 BtoC—EC 市場規模（2015 年） 
順位 国名 市場規模（億米

ドル） 
対前年比成長率 人口一人当たり販

売額（ドル） 
1 中国 6,720.1 42.1% 491 
2 アメリカ 3,406.1 14.2% 1,068 
3 イギリス 993.9 14.5% 1,532 
4 日本 895.5 14.0% 705 
5 ドイツ 618.4 12.0% 755 
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り、日本を大きく上回っている（図1）１。

イギリスのBtoC-EC成長率は成熟化に伴っ

て低下しつつあるもの、依然として毎年2桁

の成長率を維持している。これに対して、日

本では2013年から2014年にかけてイギリスを

上回る高い成長率を記録したものの、2015年

には対前年比成長率が7.7％まで低下した。

この原因として、経済産業省（2016）は、消

費全体の落ち込みや、消費者の店舗回帰、フ

リマアプリやスマートフォンの普及による

BtoCからCtoC-ECへの移行を指摘している。

フリマアプリを利用したCtoC-ECへの移行

は、 イ ギ リ ス で もM-Commerce（Mobile-

Commerce）の重要な動きの一つとして指摘

されている。また消費全体の落込みは景気循

環局面の一時的な現象である。一方、世界各

国と比べて、日本には多種多様な小売店舗が

高密度で分布している。最近の日英の成長率

の差異は、今後のBtoC-ECの動向を考えるう

えで、既存小売店舗との競合や補完がより重

要な要因になることを示唆しているかもしれ

ない。

2.3　BtoC-EC市場規模の日英比較

イギリスの人口は日本の約半分程度であ

り、名目GDP規模は69％程度である。この

ような点を考慮して、日英のBtoC-EC市場規

模を比較してみる。

BtoC-ECは、物販系のみならず、サービス、

デジタル系に広がる。このため、総合的な経

済指標である名目GDP当たりのBtoC-EC販売

額の比率が、重要な指標になる。この指標を

みると、日本の2.7％に対しイギリスは6.1％

と高い比率を示している。

個人の消費水準からは、人口一人当たりの

BtoC-EC販売額が指標となる。この指標をみ

ると、日本の888ドルに対してイギリスは

2,682ドルであり、日本の約3倍に達している

（表2）。

2.4　EC化率の上昇

前節では、BtoC-ECについてみたが、物品

の配送を伴う物販系のネット通販に限定した

らどのようになるであろうか。経済産業省

（2016）では、BtoC-ECを物販系分野、サー

表2　イギリスと日本のBtoC—EC販売額等の比較（2015年）

出所：人口、国土面積は各国統計。名目GDPはIMF統計。BtoC-EC販売額はEcommerce	Foundation（2016）及び経済産
業省（2016）。

  
表 2 イギリスと日本の BtoC—EC 販売額等の比較（2015 年） 

 イギリス（A) 日本（B) A/B 

人口（万人） 6,488 12,711 0.51 
国土面積（㎢） 244,820 377,915 0.65 
名目 GDP（百万ドル） 2,849,345 4,123,258 0.69 
一人当たり名目 GDP（ドル） 43,771 32,486 1.35 
BtoC-EC 販売額（億ドル） 1,739 1,129 1.54 
名目 GDP に占める BtoC-EC 比率（％） 6.1 2.7 2.26 
一人当たり BtoC-EC 販売額（ドル） 2,682 888 3.01 

 
表 3  BtoC-EC 市場の分野別構成比率 

 イギリス 日本 
物販系分野 11 兆 6,683 億円（55％）

（EC 化率 13.0%）

7 兆 2,398 億円（53％） 
（EC 化率 4.75%） 

サービス系分野 
9 兆 5,468 億円（45％）

4 兆 9,014 億円（35％） 
デジタル系分野 1 兆 6,334 億円（12％） 
総計 21 兆 2,151 億円（100％） 13 兆 7,746 億円（100％） 

１　以下では、2015年の平均為替レート（1ユーロ＝135円、1ポンド＝185円、1ドル＝122円）を用いて換算
している。イギリスがEU離脱を決定した2016年7月の国民投票等で、大きな為替変動が生じていることに
も注意する必要がある。
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ビス系分野、デジタル系分野に分類している。

このうち物販系分野の販売額は7兆2,398億円

であり、BtoC-ECの53％を占めている。この

販売額が小売販売総額に占める比率をEC化

率と定義しており、4.75％に達したと発表し

ている（表3）。

一方、Ecommerce	Foundation	(2016)では、

物品とサービスに2分しており、それぞれ

BtoC-EC販売額の55％、45％を占めていると

推定している。前者が小売り総販売額に占め

る比率がEC化率に相当し、13.0％と推定し

ている。これは日本のEC化率の3倍近くに達

しており、イギリスにおけるネット通販の普

及率の高さを示している２。

2.5　商品別ネット通販市場規模

ネット通販で販売される商品をみると、イ

ギリスでは衣類（clothing）、靴・服装雑貨

（shoes	&	 lifestyle）、 書 籍・ 音 楽・DVD等

（media	&	entertainment）、PC・タブレット・

ソフト等（information	technology）３が上位

を占め、これらで50％を占めている。

品目分類が日英で異なるため比較が困難で

あるものの、日本でも同様な品目が上位を占

めている。すなわち、衣類、服装雑貨等が物

販系分野売上高の19％を占め、生活家電、

AV機器、PC・周辺機器等が18%、書籍、映像・

音楽ソフトが13%を占めている。

イギリスのネット通販で注目されるのは、

EC化率が極めて高い品目があることである。

EC化率をみると、ラップトップ・タブレッ

ト59％、家電53％、家具50％、衣類・履物

49 ％、 携 帯 電 話45 ％、TV38 ％、 食 料 品

（groceries）16%となっている。一方、日本

でEC化率が高い品目は、生活家電、AV	機器、

PC・周辺機器等28%、書籍、映像・音楽ソ

フト22%、事務用品、文房具28%である。

家電、PC、書籍、映像・音楽ソフトのよ

うな商品は、標準化・規格化された膨大な種

類の商品が販売されているため、もともと

ネット通販になじみやすい。このような商品

のEC化率は、イギリスではすでに高い水準

に達しており、日本でも上昇傾向にある。

日英のEC化率でとくに大きな差異がみら

れる商品は衣類・履物であり、イギリスでは

そのEC化率が49％に達している。その理由

表3　	BtoC-EC	市場の分野別構成比率

注：イギリスの販売額は135円/ユーロによる換算値
出所：Ecommerce	Foundation	(2016)、経済産業省（2016）

２　2015年6月における消費者の支出調査（UK	Office	for	National	Statistics）によれば、小売支出総額のう
ちオンライン支出の占める比率は14.2％であった。Ecommerce	Foundation	(2016)によるEC化率とともに
ネット通販の高い普及率を示している。

３　media	&	entertainmentには、ダウンロード、ストリーミング、電子書籍が含まれており、物品とサービ
スとの区分が日英で異なっていることに注意が必要である。

表 3  BtoC-EC 市場の分野別構成比率 
分野 イギリス 日本 

物販系分野 11 兆 6,683 億円（55％）

（EC 化率 13.0%）

7 兆 2,398 億円（53％） 
（EC 化率 4.75%） 

サービス系分野 
9 兆 5,468 億円（45％）

4 兆 9,014 億円（35％） 
デジタル系分野 1 兆 6,334 億円（12％） 
総計 21 兆 2,151 億円（100％） 13 兆 7,746 億円（100％） 
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としては、イギリスでは伝統的なカタログ通

販等で返品を幅広く認めた販売が行われてき

たことがあげられる。このような商品を販売

するネット通販事業者は、試着後でも返品を

認める販売方式を積極的に導入しており、消

費者は返品を前提に多くの商品を試しながら

購入している。このため、イギリスでは返品

処理の効率化がネット通販の物流で大きな課

題となっている４。

イギリスでは、食料品のEC化率も高い。も

ともと、イギリスの食料品店舗は、立地密度が

低いうえ、日祝日等の休業日が多く毎日の開店

時間も短い場合が多い。消費側では、共働き家

庭や単身者が多く、休日にまとめて食料品を購

入するスタイルが一般的である。このような食

料品販売事情の中で、早くからネットスーパー

が登場して、消費者の食料品購入ニーズを満た

そうとしてきた。このような要因が食料品の

EC化率の高さをもたらしている。

３．ネット通販商品の配送

3.1　配送件数の増加

ネット通販の急成長に伴って、消費者向け

の小型貨物の配送件数が急増している。イギ

リスを含め欧米では、消費者向けの配送サー

ビスである宅配便に相当する呼び方がなく、

書類等の配送サービスに相当するクーリエ

（courier）、小包を指すパーセル（parcel）あ

るいはパッケージ（package）、急送サービ

スを示すエクスプレス（express）といった

呼び方がある。これらをまとめてCEPという

総称も、一部では用いられている。

CEP市場に関する統計は限られているもの

の、European	Commission	(2016)では、2012

年のイギリス国内CEP取扱数を17億個、その

3分の2の11億個程度を消費者向け（BtoCと

CtoC）が占めていると推定している（表4）。

2012年度の日本の宅配便取扱個数は約35億

個であり、イギリスは日本の約半分となるが、

人口一人当たりではほぼ同数となる。仮定を

おいて消費者向けCEP取扱個数を計算する

と、日本の消費者向け宅配便取扱個数は約14

表４　イギリスと日本のCEP（宅配便）取扱個数の比較（2012年）

注：CEP1個当たりのネット通販金額は、データ制約上2015年のネット通販販売額を、2012年の消費者受けCEP取扱個数で除
して求めている。

出所：European	Commission	(2016)、国土交通省資料より作成

 表４ イギリスと日本の CEP（宅配便）取扱個数の比較（2012 年） 
  イギリス（A) 日本（B) A/B 

CEP 取扱個数 17 億個 35 億個 0.49 
消費者向け（BtoC、CtoC）CEP 取扱個数 11 億個 14 億個 0.79 
一人当たり CEP 取扱個数 26 個 28 個 0.93 
一人当たり消費者向け CEP 取扱個数 17 個 11 個 1.5 
消費者向け CEP1 個当たりネット通販金額 10,600 円 5,200 円 2.0 

４　PostNord	 (2016)によれば、ネットショップを選択する際に返品が容易なことが重要と考える消費者の割
合は51％を占めている。また過去1年間にネット通販購入商品を返品したことがある消費者の割合は32％
に達する。
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億個、人口一人当たりでは11個となる５。

さらに消費者向けCEP1個当たりのネット

通販金額を比較すると、イギリスでは10,600

円となり、日本の約2倍になる６。これは、

日本と比べて衣類・履物等の高額商品の購買

比率が高いことや、送料が高いためまとめ買

いをする傾向があることが影響していると考

えられる。

ネット通販関連の物流事業が注目されるよ

うになり、ネット通販に限定した配送個数に

ついても調査が行われている。Barclay（2014）

によれば、2013年のネット通販商品の配送個

数は8.9億個である。そのうち、消費者への

直接配送が6.4億個であり、イギリスの特徴

であるクリックアンドコレクト等での受取が

2.5億個と推定している。サイズ別には、封

書サイズのものが1.9億個、靴箱サイズ以下

の小型小包が3.4億個、それ以上70㎏以下の

大型小包が3.6億個である。

3.2　物流事業者の参入

イギリスでは、伝統的に郵便と小包の家庭

への送達はRoyal	Mailが担ってきた。2002年、

郵便物を送達するRoyal	Mail、小包を輸配送

するParcelforce、郵便局窓口業務等を管理

するPost	Office	Ltd.に再編された。2013年に

は、Royal	Mailの株式が一般に公開され、民

営化された。

従来、民間物流事業者は、BtoBの貨物輸

送のみに従事していた。2006年に一定重量・

寸法、料金を超える郵便物・荷物を輸送する

事業への民間企業の参入が認められると、

ネット通販関連荷物の需要増加を見込む企業

の参入が始まった。しかし、配送密度が低い

消費者向けネットワークを自ら整備すること

はまだ困難だったため、実際には川下の家庭

への配達業務をRoyal	Mailに委託する場合が

ほとんどであった。

しかし、消費者やネット通販事業者は後述

のように、もともと国営事業者であるRoyal	

Mailグループの配達サービスを高く評価して

いない。このため、大手民間物流事業者のな

かにはRoyal	Mailに頼ることなく自社ネット

ワークの整備を始めたところもある。ネット

通販事業者も、店舗でのクリックアンドコレ

クトに力を入れたり、自社配送を手掛けたり

している。

Royal	Mail（2014）によれば、2013年の

Royal	MailとParcelforceの国内CEP市場にお

ける売上シェアはそれぞれ31.5％と4.7％であ

る。残りの大半のシェアは、Yodel、TNT	

Post 	 UK ７、DPD、UPS、City 	 L ink、

Hermesといった民間事業者が占めるまでに

なった。とはいっても、このなかで最大の

Yodelの市場シェアでも7.7％にすぎず、

Royal	Mailの規模には遠く及ばない。

５　日本経済新聞2015年11月18日によれば、ヤマト運輸の消費者向け比率は約5割、佐川急便は3分の1程度で
ある。仮に日本郵便の消費者向け比率がヤマト運輸と同程度、その他事業者はゼロとすると、2012年度
の消費者向け宅配便取扱個数は約14億個と推定できる。

６　本来は、ネット通販に限定したCEP個数を用いなければならないが、日本ではそのような調査が見当た
らないため、CtoCを含めたCEP個数を用いた。日本ではCtoC宅配便の個数が多いため、ネット通販に限
定した場合の宅配便1個当たりのネット通販金額はこれより大きくなる。

７　TNT	Post	UKは、2014年にPostNLの子会社となり、Whistlに社名が変更された。
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アメリカや日本の小型貨物市場の発展過程

をみると、規模の経済やネットワークの経済

を活かせる大手事業者によって寡占化が進行

している。今後イギリスでも激しいシェア争

いが続き、少数の事業者への集中化現象が進

む可能性が高い８。

3.3　宅配サービスと運賃水準

事業者間の激しい競争の結果、当日配達、

時間指定配達、再配達、休日配達、ロッカー・

店舗等での受渡、荷物追跡等、様々なサービ

スが提供されるようになった。このような

サービスは、荷物のサイズ・重量・価格、ス

ピード、補償、貨物追跡等によって、細かく

料金が設定されている。例えば、Royal	Mail

グループではRoyal	Mailが5種類、Parcelforce

が7種類のサービスを提供している。重量5㎏、

価格50ポンドの荷物を送る場合（一部遠隔地

を除き同一運賃）、8種類のサービスから選択

できる（表5）。

日本の宅配便の簡素な運賃表と比べると、

Royal	Mailグループの運賃表は複雑に規定さ

れている。原価が運賃に細かく反映されてい

るのかもしれないが、消費者にとっては分か

りにくい運賃体系である。

運賃水準そのものがかなり高めであり、最

も安い翌々日配達サービスで12.98ポンド（約

2,100円）かかる。翌日配達になるとさらに

表５　Royal	Mailグループのサービス別運賃（重量5㎏、価格50ポンドの荷物の場合）

*	付加価値税（VAT）免除。その他はVATを含む。
出所：Royal	Mail	Home	Pageより計算。

 
表５ Royal Mail グループのサービス別運賃（重量 5 ㎏、価格 50 ポンドの荷物の場合） 

サービス スピード 補償 貨物追跡 運賃 
Parcelforce Worldwide 
express48 

2 working days 
guaranteed 

Up to £100 for 
loss or damage

Tracked £12.98 

Parcelforce Worldwide 
express24  

1 working day 
guaranteed 

Up to £100 for 
loss or damage

Tracked £17.48 

Parcelforce Worldwide 
express AM 

By 12 noon next 
working date 
guaranteed 

Up to £200 for 
loss or damage

Tracked £20.48 

Parcelforce Worldwide 
express10  

By 10am next day 
guaranteed 

Up to £200 for 
loss or damage

Tracked £30.48 

Parcelforce Worldwide 
express9 

9am next working 
day guaranteed 

Up to £200 for 
loss or damage

Tracked £40.48 

Royal Mail Signed For 
1st Class  

1 day delivery Up to £50 for 
loss or damage

Proof of 
Delivery 

£16.95*

Royal Mail Signed For 
2nd Class  

3 days delivery aim Up to £50 for 
loss or damage

Proof of 
Delivery 

£14.85*

Royal Mail Special 
Delivery Guaranteed 
by 1pm  

Guaranteed by 1pm 
next day 

Up to £500 for 
loss or damage

Tracked £26.60*

８　2014年末以降、City	Linkの倒産、FedExによるTNTの買収等、業界再編の動きが顕在化している。
Independent,	2015年4月10日。
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運賃が35％高くなり、配達時間が早くなると

その分さらに運賃が高くなる。

イギリスは、日本よりも狭い国土であり、

北アイルランドや離島等を除けば、トラック

輸送でほぼ翌日配達圏内に入ると思われる。

基本的には共通した輸配送ネットワークで各

サービスが提供されているにもかかわらず、

なぜここまで輸送スピード別に運賃に差が付

いているのであろうか。幹線輸送部分でのス

ピードと費用に大きな差異がないとすれば、

配達・仕分時の優先度によって差異が生じて

いるものと推測される。指定時間に合わせて

配達員と車両を確保するため、その分の費用

を含めた高い運賃でカバーしていると考えら

れる。

3.4　消費者の配送ニーズ

Royal	Mailをはじめ各社が宅配サービスを

拡充しているにもかかわらず、消費者が現在

求めているのは確実な基本サービスのようで

ある。運賃が高いわりにサービス水準が低い

現状に対して、消費者は安く確実に届けても

らうことを期待していると考えられる。

Barclay	 (2014)によれば、イギリスの消費

者がネット通販の配送で重視する特性は、費

用、スピード、柔軟性、評判、サービスの順

番である。Metapack	 (2015)では、ネット通

販の配送で最も重視する特性をきいている

が、55％の消費者が配送料金無料と答えてお

り、速さと答えた22％、時間指定と答えた

11％を大幅に上回っている。

PostNord	 (2016)による消費者調査でも、

ネット通販では価格が最も安いことが「非常

に重要」とする消費者の割合が44％を占めて

おり、迅速な配送が「非常に重要」とする消

費者の割合は37％に留まっている。さらに配

達は注文から何日後まで容認できるかという

質問に対しても、1 ～ 2日という回答は15％

にすぎず、3 ～ 5日という回答が74％を占め

ている。翌日配達に慣れた日本人から見ると、

イギリスの消費者は驚くほどスピードに寛容

である。その理由の一つは、もともと運賃が

高く、スピードの早いサービスはさらに高く

なってしまうためであろう。

3.5　多様な受渡し方法

費用を抑えつつ、よりスピーディかつ柔軟

に商品を受け渡す方法として最近取組が進め

られているのが、郵便局、店舗、ロッカー等

での商品の受渡しである。Barclay	 (2014)に

よれば、消費者が利用する受渡し方法では、

Royal	Mailやクーリエ事業者による自宅配達

がもっとも多いものの、クリックアンドコレ

クト、郵便局・クーリエ事業者のデポでの受

取、ロッカーでの受取、さらには近隣や友人

宅への配達も利用されている。今後、利用を

写真1　リバプール市内小包配達車両
（2016年7月撮影）　
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増やしたい方法としては、クリックアンドコ

レクト、ロッカーが自宅への配達よりも多く

なっている。一方、近隣や友人宅への配達や

郵便局・クーリエ事業者のデポでの受取は、

今後あまり利用したくないと答えている。

また、ネット通販事業者の立場からは、配

送費用があまりかからず、店舗販売にもつな

がる可能性が高いクリックアンドコレクトが

好まれている。Royal	Mailによる宅配がこれ

に続き、自社車両による配送を好むネット通

販事業者もほぼ同程度ある。

消費者、ネット通販事業者ともに、クリッ

クアンドコレクトの人気は高いものの、

チェーン店舗での受取に限定されてしまう。

このため、より汎用的な荷物受渡場所として、

PUDO（Pick	Up	and	Drop	Off）の整備が進

められている。代表的なサービスである

Collect+の場合、全国5,800の小売店（多くは

コンビニ、ガソリンスタンド等）が加盟して

おり、消費者は最寄りのCollect+加盟店での

商品受取を指定することができる。

このほかPUDOには、myHermes	ParcelShop、

UPS	Access	Point、Doddle等がある。前２

者は、物流事業者が設置するPUDOで汎用性

がやや低い。一方Doddleは、鉄道ネットワー

ク管理会社のNetwork	Railが、利便性の高い

鉄道駅での受取場所として設けているもの

で、300駅に設置計画がある。

４．ネット通販事業者の配送への取組

4.1　ネット通販産業の構造

歴史の浅いネット通販の産業構造を示す統

計は限られているものの、上位企業の売上高

等の調査結果が新聞・雑誌等に公表されてい

る９。イギリスのネット通販事業者ランキン

グをみると、日本と共通点がみられる一方で

かなり異質な点もみられる（表６）。

共通点としては、ネット通販市場を創出し

たAmazonの市場占有率が高いことである。

Amazonは、世界各地に進出し、あらゆる商

品を、より安く、便利に、早く届けることで

ネット通販市場を開拓してきた。イギリスで

写真2	 新たなPUDO施設
（ロンドンキングズクロス駅付近、2016年7月撮影）

写真３	 ロンドン市内店舗でのクリックアンドコレ
クトの表示（2016年7月撮影）

９　以下のランキングは、Retail	Week、2016年1月14日に基づく。世界のeリテーラーについてはデロイトトー
マツ（2015）がある。前者の調査は2015年、後者は2013年と異なっているため、直接順位を比較できな
いものの、ほぼ整合している。
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も、その販売額は44億ポンド（8,140億円）

を占め、2位以下を大きく引き離している。

Amazon以外のネット通販専業では、アパレ

ルを専門とするShop	Directと食品ネット

スーパーのOcadoがランキング上位10社に

入っているものの、その規模は小さい。

日本と異なる点は、楽天市場のような仮想

モール型事業者がランキング上位に見当たら

ないことである10。モール型では、Amazon

のマーケットプレイスが出品型のモール市場

として最大のようである。楽天は2011年に

モール事業者を買収してイギリス市場に参入

したが、取扱額が伸びず、2016年8月に撤退

予定と発表している。

モール型事業者が限定される一方、実店舗

を持つ事業者がネット通販に積極的に取り組

んでいることが、イギリス市場の特徴である。

なお、この特徴は寡占化が進む欧米小売業に

共通しており、世界のネット通販上位50社の

うち、39社は実店舗を持つ小売企業である。

その多くは、欧米を拠点とする大規模小売企

業である。

イギリスでは、このような事業者を、実店

舗（bricks	and	mortals）とクリックを合成

したブリックスアンドクリックス（bricks	

and	clicks）、あるいはハイブリッド型と呼ん

でいる。GMS、家電量販店、アパレル、百

貨店等の実店舗事業者がネット通販に取り組

んでいる。

なかでも、最大手のTescoのオンライン販

売額は29億ポンド（5,365億円）に及んでいる。

日本でもっともオムニチャネルに熱心に取り

表６　イギリスのネット通販事業者ランキング（2015年）

出所：Retail	Week,　2016年1月14日にタイプ、概要を加筆

10	イギリスでもeBayの取扱高は大きいものの、CtoCを中心とするオークションサイトはこのランキングには
含まれていない。

11　ニッセンを含む2015年度グループEC売上実績。2018年度にオムニチャネルでの売上1兆円を目標としてい
る。『株式会社セブン＆アイ・ホールディングス2016年2月期決算説明会資料』

表６ イギリスのネット通販事業者ランキング（2015 年） 
 
順位 

 
事業者 

ネット販売

額（10 億ポ

ンド） 

 
タイプ 

 
概要 

1 Amazon UK 4.4 ネット専業 あらゆる商品、サービスを販売

2 Tesco 2.9 ハイブリッド GMS、ハイパーマーケット、

コンビニ、ガソリンスタンド等

3 Argos 1.9 ハイブリッド 家電 
4 John Lewis 1.5 ハイブリッド 百貨店、スーパー、コンビニ 
5 Next 1.3 ハイブリッド アパレル、カタログ通販 
6 Asda 1.2 ハイブリッド GMS  
- Sainsbury’s 1.2 ハイブリッド GMS 、ハイパーマーケット、

コンビニ等 
- Shop Direct 1.2 ネット専業 アパレル 
9 Ocado 1.1 ネット専業 食品 

10 Dixons Carphone 1.0 ハイブリッド 家電 



イギリスにおけるネット通販とその配送の特徴

98

組んでいるセブン＆アイ・ホールディングス

のオムニ7の売上が1,418億円11であることと

比較すると、イギリスでのオムニチャネルの

浸透が伺われよう。

4.2　Amazon UK

Amazonは、1998年にイギリスとドイツに

進出し、欧州でも先頭を切ってネット通販市

場を開拓してきた。イギリスでも日米と同様

に、より早くより安く消費者に商品を届ける

ことが重要な戦略であった。Amazonは、配

送サービスが販売促進につながることを強く

意識しており、優れた配送経験（delivery	

experience）の提供を進めてきた。

2007年、会員制のAmazon	Primeを導入し、

送料無料の翌日配送サービスを開始した。そ

の後、配送サービスの改善が図られ、現在で

は500都市以上で当日配送が提供されるよう

になった。2015年には、ロンドンの一部地域

でPrime	Nowが始まり、スマホアプリから

注文すれば1時間以内に配送されるように

なった。

配送事情の悪いイギリスでこのような革新

的な配送サービスが可能になったのは、

Amazon自らロジスティクスに積極的に投資

してきたからである。その中心となるのが、

大量の商品在庫を保管するフルフィルメント

センター（FC）である。現在、EU全域29箇

所にFCがあり、そのうち10箇所がイギリス

に立地している12。なお商品によっては、イ

ギリス以外のFC在庫からイギリスに輸出さ

れる場合もある。なお、イギリスのFCの総

延床面積は約527万平方フィート（49万㎡）、

一方日本では約608万平方フィート（56万㎡）

であり、ほぼ似通った面積となっている13。

従来、AmazonはこれらのFCからRoyal	

Mail、Yodel、Whistlに委託して配送してき

たが、最近では自社配送体制を整備し始めて

い る。 既 に、 全 国 に 配 送 拠 点（delivery	

station）を28箇所整備しており、2014年には

新聞配達会社Connectグループとの提携を開

始した。ConnectはThe	Guardian、Mirrorの

両紙と雑誌を全国3万軒の小売店、ガソリン

スタンド等に朝夕配達している14。Amazon

は、このネットワークを利用して、消費者が

指定する新聞販売店に配達して、商品を受け

取れるようにした。さらに、Amazon	Locker

を全国5,000箇所に設置しており、人気を呼

んでいるという。

図2　Amazon	UKとアマゾンジャパンのFC分布

12　イギリス国内のFC数10箇所は日本の11箇所とほぼ同等であるが、日本では大都市圏に集中しているのに
対し、イギリスでは全国に比較的均一に分布している。Gourock、Dunstable、Rugeley、Swansea、
Dunfermline、Doncaster（2箇所）、Peterborough、Bedford、Hemel	Hempsteadに立地している。Amazon	UK
ホームページによる。

13　NWPVL	International	(2016)による。
14　Connectは、pass	my	parcelブランドで一般向けにもこのサービスを提供している。新聞販売店も手数料

収入を得ることができ、商品受取時に他の商品の販売が期待できる。The	Wall	Street	Journal、2015年
10月16日。

出所：Amazon	UK、アマゾンジャパン、NWPVL	International（2016）より作図
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4.3　ハイブリッド型事業者

イギリスのGMS市場は、ビッグ４と呼ば

れるTesco、Asda、Sainsbury’s、Morrisons

による寡占化が進んでいる。ビッグ４はいず

れも、ネット通販に力を入れており、ハイブ

リッド型事業者の代表格となっている。

世界の小売業のなかで売上高5位（986億ド

ル、2013年度）を誇るTescoは、GMSだけで

なくハイパーマーケット、コンビニ、ガソリ

ンスタンド等幅広い業態を運営している。あ

らゆる商品をTesco	directでオンライン販売

しており、その売上高はAmazon	UKに次ぐ

規模となっている。消費者は、コンビニ

（Tesco	Express）を含む店舗で、注文翌日

に受け取ることができる（Click+Collect）。

一度の注文額が30ポンド以上の場合は料金無

料、それ未満の場合は料金2ポンドがかかる。

宅配の場合には、商品や配送スピードによっ

て料金が定められている。翌日配送（銀行休

日適用外）の場合には、前日17時注文締め切

りで5.95ポンドであり、標準配送（通常2 ～

5日）で3ポンドとなる。

Tescoがネットスーパーを開始したのは

2000年に遡り、当初は店舗ピッキング方式を

中心に運営していた。しかし、取扱品目や規

模を拡大させるため、販売機能を持たず作業

効率に優れたダークストアを各地に整備する

ようになった。ロンドン南東部に位置する6

箇所目の最新ダークストアでは、従来の店舗

ピッキングと比べ50％効率が上がり、当日配

送も一部で可能になったという15。ネット

スーパーの場合には、注文額が40ポンド未満

の場合には送料が4ポンド、それ以上の場合

に送料無料となり、配送時間を2時間帯で予

約できる。温度管理された車両と自社配送員

によって、商品が玄関まで届けられ、依頼さ

れれば台所まで運ぶという。

GMS2位のAsdaは、1999年からWalmartの

傘下にある。同3位のSainsbury’sは、オーガニッ

クやフェアトレード商品の販売に特徴があ

る。両社とも、食品やその他商品のネット通

販に取り組んでおり、ともに12億ポンドのオ

ンライン販売を計上している。各社ともネッ

トスーパーでは、ダークストアの整備に力を

入れ始めているが、新規整備ばかりではなく

既存店舗のダークストアへの転換も多い。

Morrisonsは2004年 にSafewayを 買 収 し、

ビッグ4に仲間入りした。生鮮食品に定評が

あり、食品ネットスーパーで健闘しているが、

その他の商品の取り扱いが限られているた

め、オンライン販売額は2億ポンドに留まっ

て い た。2016年2月、MorrisonsはAmazon	

UKとの提携を発表した。Morrisonsは、生

鮮食品や冷凍食品、PB商品をAmazon	UKに

提供し、売上増加と施設稼働率の向上を目指

す。Amazon	UKは、食品分野の品揃えを大

15　1日30,000アイテム、4,000オーダーを処理可能。The	Guardian、2014年1月6日、7日。

写真４　ネット通販商品受取ロッカー
（リバプール市内、2016年7月撮影）
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幅に拡充し、Amazon	Freshを本格的に稼働

させる16。

家電量販店のArgosは、全国840店舗での

商品受け取りに加えて、夕方6時までに注文

すれば夜10時までに当日配送（日曜日含む）

するfast	trackを特徴にしている。店頭受取

は料金無料、当日配送料金は3.95ポンドから

になる。Fast	trackは170の大型店舗をハブ

として利用し、運転者3,300人、バン900台以

上の自社配送体制で開始した17。

Sainsbury’sは、2016年2月、Argosを運営

するHome	Retail	Groupを買収すると発表し

た。この買収により、Sainsbury’sはArgos

の迅速な配送体制の活用やハイパーマーケッ

トへのArgos出店を進める。

長い歴史を誇る百貨店もネット通販に力を

入れている。なかでもJohn	Lewisは、傘下

のスーパーマーケットWaitroseとともにオ

ムニチャネル戦略に力を入れている。一度に

50ポンド以上の注文の場合には、5日以内に

Royal	MailやDPDを利用して無料配送され

る。 ク リ ッ ク ア ン ド コ レ ク ト な ら ば、

Waitroseでの受取を含めて30ポンド以上の

注文で無料利用できる。

５．おわりに

イギリスのネット通販は、Amazon	UKが

先導する一方で、巨大なチェーン小売店が店

舗施設を活かしたオムニチャネル戦略を展開

してきた。その人口一人当たりネット通販販

売額は、世界一を誇るほどになった。しかし、

イギリスの宅配サービスは、運賃が高くサー

ビス水準もそれほど高くない。宅配事業者が

ネット通販事業者のニーズに合うサービスの

開発を進めているものの、消費者の配送経験

を重視するネット通販事業者は自社配送網の

整備や受取方式の多様化を図っている。

これは、高度に発達した宅配便サービスが

ネット通販の配送を一手に担っている日本の

状況とは異なっている。しかし日本でも運転

者や配達員の不足が顕著になっており、今後

は省力型の輸配送体制の整備が求められてい

る。

このような視点からは、イギリスで広まっ

ているクリックアンドコレクトやPUDO等の

受取方式の多様化は、再配達を削減するうえ

で参考になると考えられる。ネットスーパー

によるダークストアや自社配送体制の整備

も、大都市圏等の需要密度が高い地域では適

用性が高いかもしれない。

EC化率が高いイギリスでは、ネット通販の

拡大による環境への影響がしばしば議論され

てきた。自家用車による買い物交通の多いイ

ギリスでは、ネット通販による自家用交通の

減少とトラック輸送の増大等が比較されるこ

とが多い。さらに一歩進めて、一定圏域内で

情報通信技術を活用した共同配送を進めるこ

とにより、積載率、サービス水準の向上と環

境負荷の削減を両立させるべきとの提案もあ

る。今後、このような公共的な視点からの先

行研究も参照しながら、日本の状況について

も様々な視点から検討を進める必要がある。

16　日経MJ、2016年3月18日。
17　Fast	trackの人口カバー率は96％に及び、迅速な自社配送体制の整備に注目が集まっていた。Mirror、

2015年12月30日。
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商品受け取りのラストワンマイルのシステム構築
Design.of.a.Last.Mile.Delivery.System

１．はじめに

近年のネット通販の伸長は著しく、通信販

売の市場規模が拡大している。そのなかでラ

ストワンマイルの物流サービスは大きな問題

を抱えており、特に家庭向けの宅配は非効率

な場合が多く、受取人不在による再配達が大

きな問題となっている。宅配便の取扱個数が

急増する一方で、人手不足、特にトラックド

ライバーの不足問題が深刻化している。一方

で、利用者側からも、自宅における宅配での

受け取りだけでなく多様な受取方法を望む声

が強い。本稿は、オムニチャネルによって、

店舗、ネット販売などの多様な購買方法が

シームレスに展開するなかで、商品を受け取

る際の、ラストワンマイルの、多様でシーム

レスなシステム構築に向けての方向性を検討

するものである。特に、利用者と宅配便会社

等との間での配達日時の緊密な情報交換がで

きる仕組みの構築、多様な受取方法を可能と

する仕組みの構築、さらに利用者の意識改革

という視点から検討する。

２．オムニチャネルの展開と多様な 
　　商品の受取方法

日本の通信販売市場は2014年度で約6兆

1,500億円、小売市場全体に占めるシェアは

4.4%となっている1）。最近5年間で42.7％増加

しており、成人の年間平均利用回数は8.9回

となり、購買形態として当たり前のものとな

りつつある。利用者は、ネット販売と店舗販

売を使い分ける場合が多く、最近は両者の融

合という議論が多くなされるようになってい

［要約］　ネット通販の伸長は著しく、通信販売の市場規模が拡大するなか、ラストワンマイルの物

流サービスは大きな問題を抱えている。特に、家庭向けの宅配は非効率な場合が多く、受取人不

在による再配達率は19.6％に達している。ドライバー不足が深刻化するなかでの労働力確保、環

境問題からみても大きな社会経済的損失につながっている。一方で、利用者側からも商品の多様

な受取方法を望む声が強い。本稿はオムニチャネルによって、店舗、ネット販売などの多様な購買

方法がシームレスに展開するなかで、商品受け取りのラストワンマイルの、多様でシームレスなシ

ステム構築に向けての方向性を検討するものである。
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1980年横浜国立大学工学部建築学科卒業。82年同大学院修了。89年日本大
学博士後期課程修了。工学博士。日通総合研究所、富士総合研究所を経て、
1996年4月から流通経済大学流通情報学部助教授。2002年４月から現職。
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る。小売業においては、ネット販売と店舗販

売の融合、さらに複数メディアの融合が最も

重要な戦略となっている。

オムニチャネル（Omni	Channel）の考え

方 は、 全 米 小 売 業 協 会（National	Retail	

Federation,NRF）によって2011年の報告書

で提示されたものであり、すべてのチャネル

によりシームレスで顧客にサービスを提供す

るというものである。販売側はチャネルを統

一的に管理し、顧客も複数チャネルをシーム

レスに使う状態を指している。

オムニチャネルを議論するときに、顧客が

様々なチャネルからシームレスで注文が可能

なこと、すなわち入口の顧客接点がまず注目

される。小売業においては、様々なチャネル

を設けることが、顧客の利便性を高め、新た

な市場開拓として有効であるという考え方が

浸透してきている。そして、SNSの発展は、

入口でのさらなる新しいサービスを生み出し

ていく可能性が高い。しかしながら、従来の

店舗販売における販売方法をネット販売に置

き換えただけでは、顧客獲得には至らない場

合も多い。ネット販売と店舗販売の融合、あ

るいは各メディアを融合し、顧客の利便性を

考えたサービスを展開し、様々なチャネルか

らの注文にシームレスで対応することが重要

である。

利用者の利便性を考えた場合、もう１つの

顧客接点である商品の受け取りについて多様

な方法をシームレスで提供することも重要で

ある。オムニチャネルで特徴的なことは、注

文時のチャネルの多様化と同時に、商品の受

取方法の多様化である。利用者は自宅に届け

て欲しいというだけではなく、店に行って商

品を受け取りたい、さらに近くのコンビニエ

ンスストア、宅配ボックスなどで受け取りた

い場合もある。さらに欲しいタイミングも、

すぐに欲しいという場合だけでなく、時間が

ある時に店で商品をゆっくりみて、あるいは

試着して買いたいという場合もある。また、

店に行って商品の在庫がないときに、後日自

宅に宅配してもらうという場合もある。商品

の受取方法は、図1のように場所、タイミン

グが多様である。

本稿では詳細には述べないが、利用者の

様々な受取ニーズに対応するためには、その

基盤となる在庫の見える化、管理の統一化、

リアルタイムでの情報管理、購買管理と在庫

図1　オムニチャネルを支えるロジスティクス

最寄りのコンビニエンスストア等の

店舗での受け取り

店舗（営業時間内）

物流センターからの宅配

店舗（営業時間外）での受け取り

最寄り店舗からの宅配

駅等の最寄り施設での受け取り

顧客接点 受け取り方法

店舗

インターネット

モバイル

ソーシャルメディア

シームレス

カタログ等の通販

顧

客

顧客接点 入口のチャネル

シームレス

顧

客

オムニチャネルを支える基盤

店舗販売とネット販売の

同じ部署での管理

ロジスティクス面での基盤整備

・在庫の見える化

・在庫管理の統一化

・リアルタイムでの情報管理

・購買管理と在庫管理の同期化

・輸配送の管理 等

顧客管理の統一化

ポイント管理のデータベースの統一化

商品の管理コードの統一化

 

図 1 オムニチャネルを支えるロジスティクス 
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管理の同期化、輸配送の管理などロジスティ

クス面の整備が欠かせない。同時に、ネット

販売と店舗販売の融合を図るためには、ネッ

ト販売と店舗販売を同じ部署で管理する、

ネット販売と店舗販売における利用者管理を

統一化する、ポイント管理のデータベース、

商品の管理コードを統一化するといった基盤

整備もあわせて実施することが重要である。

オムニチャネルを考える場合、それを支える

基盤整備が欠かせないのであり、このことは

今後のロジスティクスシステムに大きな変革

をもたらすといえる2）。

３．再配達の発生状況とその影響

3.1　再配達の現状

近年、ラストワンマイルの物流サービスは

大きな問題を抱えている。特に、家庭向けの

宅配は非効率な場合が多く、受取人不在によ

る再配達が大きな問題となっている。大手宅

配便会社3社が実施したサンプル調査による

と、表1のように家庭向け宅配便における再

配達率は全地域合計で19.6％となっている3）。

再配達のうち1回目で15.7%が配達完了、2回

目で2.6%が配達完了、3回目以上で配達完了

が0.9%となっている。再配達率は都市部単身

者が多い地域で21.6%、都市郊外部の一戸建

ての地域で18.4%、地方部で15.8%となってい

る。都市部では再配達率が高い傾向はあるも

のの、際立った差異があるわけではなく、地

方部でも再配達は多く発生している。また、

再配達が1回で終わらない場合が3.5%となっ

ている。通販会社が宅配便の配達日時を指定

できるようにしている場合があるほか、宅配

便会社がメンバー会員に時間指定できるよう

にしている場合があり、再配達率減少に大き

く寄与する。しかしながら、家庭向け宅配便

のうち時間指定がある比率は18％にとどまっ

ている。

3.2　再配達の発生要因について

国土交通省が実施した宅配便で再配達をし

た利用者のアンケート調査結果によると、１

表1　再配達の発生状況

出典:国土交通省(2015)
注:全宅配便取扱個数(2013年度36.4億個)の0.1%のサンプル調査、家庭向け宅配便を対象に調査

表 1 再配達の発生状況 

 全体個数(個) 1 回目配達完

了個数 

(配達完了率)

再配達1回目

配達完了個

数 

(配達完了率)

再配達2回目

配達完了個

数 

(配達完了率) 

再配達3回目

以上配達完

了個数 

(配達完了率)

都市部単身 1,777,732 

 

1,394,407

(78.4%)

305,390

(17.2%)

56,128 

(3.2%) 

18,785

(1.1%)

都市郊外部

戸建て 
2,035,861 

 

1,661,388

(81.6%)

310,643

(15.3%)

45,431 

(2.2%) 

15,322

(0.8%)

地方部 323,294 

 

272,293

(84.2%)

34,496

(10.7%)

5,353 

(1.7%) 

2,025

(0.6%)

全地域合計 4,136,887 

 

3,328,008

(80.4%)

650,529

(15.7%)

106,911 

(2.6%) 

36,132

(0.9%)
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回目の配達で受け取れなかった理由につい

て、「配達が来るのを知らなかった」が約

42％で最も多くなっている。次いで「配達が

来るのを知っていたが、用事ができて留守に

していた」が約26％、「もともと不在になる

予定だったため、再配達してもらう予定だっ

た」が約14％と、「後日における再配達の依

頼を前提とした不在」が併せて４割を占めて

いる。また、配達日時を事前に指定できるサー

ビスを利用したことによって再配達が減少し

たという回答者は28.4%となっている4）。こ

のように、配達日時が分からず再配達が発生

したという場合が多い一方で、再配達が当た

り前という意識を持つ利用者が多いのも実態

である。

3.3　再配達の社会経済的損失について

国土交通省調査では、再配達の社会経済的

損失について、環境面、労働生産性から定量

的に試算を試みている5）。不在による再配達

による影響を分析するため、再配達が発生し

なかったことを仮定した場合の走行距離と実

際の走行距離を比較したところ、宅配便配達

の走行距離の内25％は再配達のために費やさ

れているという結果が出ている。この結果を

ベースとして、再配達によるCO2排出量の増

加を算出すると、再配達により年間で約42万

tのCO2が排出されていることになる。また、

宅配便に関わる労働人口に平均労働時間8時

間として計算すると、宅配便1個に0.22時間

の作業時間を要している。再配達個数にその

時間をかけると年間約1.8億時間、年間約9万

人分の労働力に相当すると試算されている。

現在、日本の物流業界においては、労働力

不足が深刻化している。2015年の必要ドライ

バー数が約88万人なのに対して、ドライバー

供給数が約74万人、14万人のドライバー不足

が発生するとしており、2015年危機ともいわ

れている6）。現在、各宅配便会社は人手不足

から労働力確保に苦心しているのが現状であ

る。2016年1 ～ 3月期において、物流会社は

労働力について、必要な人材が確保できてい

ない割合は68.0％である。人材不足により、

「繁忙期のみ、運行業務に支障が出ている」

が44.5％、「通年にわたり運行業務に支障が

出ている」が25.3％となっている7）。特に

2014年3月には消費税増税前の駆け込み需要

もあり、宅配便が運べないという事態が発生

した。その後も年末などの繁忙期には、労働

力が確保できず一部遅延している場合もあ

る。さらに人件費全体が上昇傾向にあり、人

件費の比率が高い物流業においては特に深刻

な問題となっている。

再配達に多くの労働力がかかっているとい

うことは、宅配便のコスト上昇にも影響しか

ねないといえる。宅配便会社間の競争は激し

く、通販会社が委託する場合には、安い価格

設定となっており300円台とされている。な

お、宅配便の平均単価は、2008年が590円弱

であったが、その後下がる傾向にあり2012年

には約530円となった。その後反転し、2013

年には約545円、その後も高くなる傾向が続

いている8）。

４．商品受け取りのラストワンマイル 
　　のシステム構築について

ラストワンマイルにおいて、利用者の利便

性を高め、再配達を減らすためには、利用者
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と宅配便会社あるいは通信販売会社との間

で、配達日時に関する緊密な情報交換、情報

共有化の仕組みを構築する視点と多様な受取

方法を可能とする仕組みの構築の視点が挙げ

られる。前者はソフトウェア中心の対応であ

り、後者はソフトウェア、ハードウェア両方

に関わる対応といえる。

4.1　配送日時の緊密な情報交換ができる仕

組みの構築

再配達の発生要因として、配達が来るのを

知らなかった、後日、再配達を依頼すること

を前提として配達を認識していた場合にも不

在としていたという回答が多数を占めてい

る。利用者に対する配達日時の情報提供をす

ること、さらに配達希望日時の指定や変更を

可能とすることが必要といえる。

利用者が通販会社への商品を注文する場合

に、時間指定ができる場合とできない場合が

あるため、時間指定サービスの利用率は必ず

しも高いとはいえないという問題がある。通

販会社と宅配便会社が連携して、時間指定

サービスを利用可能とするあるいは利用率を

高める仕組みが必要である。しかしながら、

通販会社では注文時に配達予定日時を決定で

きない場合も多い。その理由として、在庫が

逐次変動するため、在庫情報とリアルタイム

で連動して配達予定日時を指定できるシステ

ムになっていない、商品の出荷が自社の物流

センターではなく、生産地、生産工場等から

の直接配送のため連動できないなどが挙げら

れる。また、商品注文時から発送日時までの

時間が長い場合、あるいは注文時に配達予定

日時を確定できなかった場合、商品発送時に

再度配達日時を確認するといった仕組みの構

築も必要である。

ヤマト運輸ではメンバー登録をすると、事

前に配達予定日時をメールで通知するサービ

スを展開している。宅配便会社のメンバー情

報と通販会社の利用者情報をマッチングし、

連動させることは、時間指定サービスの利用

率を高める上で重要である。現状として、通

販会社から宅配便会社に利用者情報を提供し

ているのは、限定的である。宅配便会社は、

利用者情報の提供状況によって、料金設定を

見直す動きもあり、今後の進展が期待される。

また、不在等で配達時間を変更したい場合、

１回までは変更可能となっている。ただしそ

の場合、急な変更にはなかなか対応できない

という問題が発生していた。その解決策とし

て、2016年2月からヤマト運輸はSNSのLINE

を利用した、変更がリアルタイムにできるシ

ステムを導入している。このように、配達予

定日時、受取可能日時を利用者と宅配便会社

等がリアルタイムに情報交換が可能な仕組み

が重要となっている。

また、通販会社に注文した商品がどの宅配

便会社によって配達されるか利用者はわから

ず、荷物の配送状況等が確認できないという

問題がある。アマゾン、楽天市場で購入した

商品について、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵

便のいずれの会社でも配送状況を追跡、確認

し、ワンクリックで再配達が設定できるアプ

リケーションのサービスも展開されている9）。

さらに現状の宅配便の配達時間指定は、午

前と午後は2時間間隔の設定が多くなってい
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る。LOHACOは、これをよりきめ細かくし

たサービスを2016年8月から東京と大阪で実

施する。配達時間の１時間指定、30分単位の

配達予定時間の通知、10分前の直前おしらせ

をするという内容で、到着予定時間の１時間

前から配送ドライバーの現在位置をアプリで

確認できる。試験的に導入したところでは不

在率は6％にとどまったとしている10）。

4.2　多様な受取方法を可能とする仕組みの構築

利用者に対する「どのような方法であれば

１回で確実に受け取ることができたか」とい

うアンケート調査結果では、有人での受取方

法としては「コンビニエンスストアのレジ」

の活用を希望する人が最も多く、「自宅付近

のコンビニエンスストアのレジ」が約７割、

「勤職場近くのコンビニエンスストアのレジ」

が約2割を占めている（複数回答可）。無人で

の受取方法では約6割が「自宅付近のコンビ

ニエンスストアに設置されたロッカー」、約3

割が「自宅付近の駅に設置されたロッカー」

での受け取りを希望している。無人について

は女性の希望が高いとされている11）。このよ

うに、自宅への宅配で受け取る以外の方法を

選択できるようにしていくことも重要であ

る。またイギリスのTESCOは、「click	and	

collect」としてドライブスルー、さらに店舗

がないビジネス地区、地下鉄の駅、学校、図

書館、スポーツセンターでの商品の受け渡し

を始めている。このように利用者の商品の受

取方法、タイミングの選択肢は多様であり、

さらにその選択も商品種類、利用者の受取時

点の条件によって変わることも多い。

4.2.1　コンビニエンスストアでの受け取り

消費者に対する各種サービスの窓口となっ

ているコンビニエンスストアを宅配便の受取

場所として活用しようというものである。コ

ンビニエンスストアは、日本全国に約5万

4,000店舗あり、我々の重要な生活インフラ

となっている。従来からコンビニエンススト

アと宅配便会社あるいは通販会社が個別の契

約で受取場所としてのサービスを展開してい

た。しかしながら、この場合コンビニエンス

ストアによって受け取ることが可能な会社が

限定されるため、利用者が不便であるという

問題が発生している。セブンイレブンはヤマ

ト運輸、ローソンは日本郵便、さらに2015年

7月から佐川急便、ファミリーマートはヤマ

ト運輸の受け取りサービスを実施している。

また、日本郵便では郵便局と複数のコンビニ

エンスストアあわせて全国4万5,000カ所で受

け取りが可能な体制となっている。今後、さ

らに企業の枠を超えて、コンビニエンススト

アで複数の宅配便会社の荷物を受け取ること

ができるといった展開が課題となる。

4.2.2　宅配ボックスでの受け取り

不在時に宅配ボックスに荷物をいれてお

き、利用者が帰宅時に荷物を取り出すという

ものであり、預け入れ時は、届け先の部屋番

号を入力、荷物を入れるボックスを選択、選

択したボックスの扉が開いたら荷物を入れて

扉を閉め、捺印された伝票や配達状を利用者

の郵便受けに入れることによって、配達は完

了する。利用者は、IDカードか暗証番号に
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よって本人のみが荷物を取り出せる仕組みで

ある。近年は、ネットワーク管理対応の宅配

ボックスも普及してきており、荷物の入出庫

状況・機器類の良不良具合などを把握しなが

ら、確実に荷物を受け付けることができる仕

組みとなっている。既存の宅配ボックスの平

日における稼働率は高く、月曜日、火曜日、

水曜日は100％を超え、宅配ボックスが利用

できない場合も多くなっている。東京都内

ファミリータイプの集合住宅では、出庫は16

時頃から増え始め、18時からピーク、入庫か

ら出庫までの荷物の平均滞留時間は約6時間

となっている。東京都内シングルタイプの集

合住宅では、多くの出庫は18時以降24時まで

断続的に行われている。約6割が当日内、約4

割が翌日以降出庫されており、滞留時間が長

い傾向にある12）。

日本全体の宅配ボックスの設置箇所数は不

明であるが、宅配ボックスの最大手メーカー

は集合住宅を中心として22,000棟に設置して

おり、利用者は約450万人である。特に新し

く建設され、比較的高級な集合住宅において

は、分譲販売する不動産会社が宅配ボックス

を設置する場合が多くなっている。日本郵便

では規格に適合した大型の郵便箱を設置する

開発業者に1戸当たり500円の手数料を払うと

いう仕組みも実施している。さらに一戸建て

用の、従来の郵便ポストより大きい宅配ボッ

クスの開発、普及促進も進められている。規

格の統一化を住宅メーカーと進めており、今

後設置が進展していくことが予想される。

住宅でなく、駅施設、郵便局等への複数の

宅配便会社が利用できるオープン型の宅配

ボックス設置も進展している。日本郵便は楽

天と提携して、郵便局内に専用の宅配ボック

スを設置している。さらに日本郵便が進める

「はこぽす」については、郵便局内だけでな

く駅、商店街に設置を進めるとしており、同

時に今後は他の宅配便会社も利用できるオー

プン型にしていくとしている。ヤマト運輸も、

2016年5月にフランスの会社と共同で、オー

プン型宅配ボックス事業の新会社を立ち上げ

ている。2022年度までに5,000台設置するこ

とを目標としている13）。さらに京王電鉄では

既存の駅施設内のコインロッカーを活用した

宅配便受取サービスのモデル事業を実施して

いる。既存のIC型コインロッカーのプログ

ラム更新と通信機器を取り付けることによっ

て利用可能であり、設置費用を抑えるのと同

時にコインロッカーの低い稼働率を向上させ

ることにもつながる。

宅配ボックスは設置費用が高いことから、

1企業だけでなく、共同利用も含めた検討が

必要となっており、オープン型宅配ボックス

の展開が期待されるところである。しかしな

がら、標準化がなされていないため、各会社

の利用方法に差異があり、利用者に混乱をも

たらすことが危惧される。今後、宅配ボック

スの標準化の検討が必要と考えられる。

５．利用者からみた商品受け取りの 
　　ラストワンマイル

5.1　利用者からみた商品受け取りの評価

消費者庁は、「店頭で購入した商品や通信

販売で注文した商品を、宅配で受け取る場合、

再配達を削減するための取組として、協力で

きること」について、アンケート調査を実施
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在宅確認のために業者から直前の配送通知（電話・電子メール等など）を行

うサービスがあれば、積極的に利用する

都合が悪くなった際には変更の連絡をする

コンビニや駅、配送センターなどでの受取を利用する

集合住宅や自宅の宅配ボックスで受け取るようにする

１回の配達で済んだ場合、料金を安くする、ポイントを付与するなどの特典

を付けるサービスがあれば、再配達にならないように気を付ける

その他

自分が再配達削減のために協力できる取組はない

％

している14）。その結果、図2のように「配送日、

時間帯を指定する」が87.9％、「在宅確認の

ために業者から直前の配送通知（電話・電子

メール等など）を行うサービスがあれば、積

極的に利用する」が39.9％、「都合が悪くなっ

た際には変更の連絡をする」が39.4％と、利

用者と宅配便会社等との間での配達日時の緊

密な情報交換ができる仕組みに関連する項目

が、上位となっている。一方で、	「コンビニ

や駅、配送センターなどでの受取を利用する」

が20.5％、「集合住宅や自宅の宅配ボックス

で受け取るようにする」が10.9％と、多様な

受取方法を可能とする仕組みの構築に関連す

るものは低くなっている。再配達を減らすた

めに、配達日時の緊密な情報交換については、

利用者の多くが協力しやすいと評価してい

る。多様な受取方法については、「コンビニ

や駅、配送センターなどでの受取を利用する」

が20代、30代では30％を超え、「宅配ボック

スで受け取るようにする」が集合住宅居住者

では34.5％と高くなっており、特定の層では

これらの方法を評価している。また、「１回

の配達で済んだ場合、料金を安くする、ポイ

ントを付与するなどの特典を付けるサービス

があれば、再配達にならないように気を付け

る」が20.1%となっている。

5.2　利用者の再配達に対する意識の改革

再配達によって様々な社会経済的損失が発

生しているといった認識が利用者になく、不

在とすることが多いのも実態である。再配達

による社会経済的損失等を広く訴え、利用者

の意識を改革することも重要である。

2014年度の国土交通省の検討会報告の内容

は、テレビ、新聞などでも大きく報道された

ことから、利用者への情報発信という意味で

一定の効果が出たと考えられる。また、再配

達が宅配便全体の運賃上昇にもつながりかね

ないということも発信していくことが重要で

ある。

再配達を減らすためには、再配達サービス

の有料化という選択肢もあるが、現状として

図2　利用者からみた再配達削減方策の評価

出典:消費者庁(2016)より作成



商品受け取りのラストワンマイルのシステム構築

110

宅配便会社は消極的である。時間指定した時

間通りに配送ができなかった場合の保証とい

う問題も絡んでいると考えられる。一方で、

1回で受け取った場合に利用者にインセン

ティブを与えることに対するアンケート調査

結果では、回答者のうち約5割がポイント等

のメリット付与があれば１度で受け取る努力

をすると答えている。また、回答者のうち約

5割が100円相当のメリット付与が適切とし、

約4割が100円未満相当のメリット付与でもい

いとしている15）。

６．おわりに

利用者の利便性を高め、再配達問題を解決

するためには、商品受け取りのラストワンマ

イルのシステムをどのように構築していくか

が重要となっている。ネット通販、通信販売

は生活にとって欠かせないものとなってお

り、受取システムは、社会の共通インフラと

考える必要がある。様々な取り組み方向性が

あり、既に一部実施されているものもある。

しかしながら、1企業、宅配便業界だけでは

対応できない部分も多く、通販会社、あるい

は関連するコンビニエンスストア、不動産会

社、電鉄会社そして利用者、行政など多様な

関係者が連携して、仕組みを作る必要がある。

そして、中長期的には、図3のように宅配

便だけでなく店舗からの宅配などの物流、小

売店舗と連携した買い物代行、さらに単身の

高齢者向けの見守りサービス、家事代行サー

ビスなども含めたラストワンマイルについて

地域全体での共通プラットフォームとして整

備していくことが望ましいといえる。東京の

多摩地区でヤマト運輸が実験事業を実施して

いるほか、ローソンが佐川急便と提携して、

宅配、御用聞きなどのオープンプラット

フォームを構築する動向もある16）17）。このよ

うに、ラストワンマイルは新たな市場として

注目されると同時に、共通プラットフォーム

としての展開が今後期待される。

図3　ラストワンマイルの共通プラットフォーム

通販事業者、
小売店舗等

物流事業者

宅配便

店舗からの宅配等各種

物流

自宅等への宅配

住宅の宅配ボックス

駅等の宅配ボックス

コンビニエンスストア

共通プラットフォーム

郵便局、営業所

利

用

者

配達予定日時、 受取可能日時、

受取方法の情報交換

配達予定日時、 受取可能日時、

受取方法の情報交換

注文時、 発送時

見守り サービス

通販事業者、 小売店舗棟の利用者情報と物流事業者

のメ ンバー情報の連携

買い物代行

 

図 3 ラストワンマイルの共通プラットフォーム 
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注
1）	 日本通信販売協会資料。
2）	 詳しくは、矢野裕児「オムニチャネルを支える

ロジスティクス」流通ネットワーキング、2015
年3・4月号を参照のこと。

3）	 国土交通省（2015）。
4）	 国土交通省（2015）。
5）	 国土交通省（2015）。
6）	 国土交通省（2008）。
7）	 全日本トラック協会「第93回トラック運送業界

の景況感（速報）」2016年1月～ 3月期による。
8）	 国土交通省（2015）。
9）	 ウ ケ ト ル 資 料（http://www.e-logit.com/

loginews	/2016:081709.php）。
10）	アスクル資料（http://pdf.irpocket.com/C0032/

pTWD/ws9e/wiWC.pdf）。
11）	国土交通省（2015）。
12）	国土交通省（2015）。
13）	ヤマトグループ資料（http://www.yamato-hd.

co.jp/news/h28/h28_16_01news.html）。
14）	消費者庁（2016）。
15）	国土交通省（2015）。
16）	 2015年度に、ヤマト運輸が、他の物流会社の宅

配便も含めた共同配送、買い物代行、見守りサー
ビスについて東京郊外の多摩ニュータウンで実
験事業を行った。

17）	SGローソンは、「マチの暮らしサポート」とい
うサービスを展開している。半径500ｍを対象
に宅配便の配達、食料品の配達、御用聞き、各
種生活サポートを提供している。
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	・	国土交通省自動車交通局「輸送の安全向上のため

の優良な労働力（トラックドライバー）確保対策
の検討」2008年9月

	・	国土交通省「宅配の再配達の削減に向けた受取方
法の多様化の促進等に関する検討会報告書」2015
年9月

	・	国土交通省物流審議官部門「地域を支える持続可
能な物流ネットワーク構築に関するモデル事業報
告書」2016年5月

	・	消費者庁「平成27年度消費者意識基本調査」2016
年6月

	・	林克彦、根本敏則「ネット通販時代の宅配便」日
本交通政策研究会研究双書、成山堂書店、2015年
7月

	・	森田富士夫「ネット通販と当日配送」白桃書房、
2014年1月
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編集後記

今夏、東京も38度を記録する猛暑となった。外に出ると体温より温かい風がなんとも心地悪く、室

内に籠もりエアコンをフル稼働である。我が家の愛猫も比較的冷たい廊下に陣取り寝そべるばかり。

お盆過ぎになって漸くベランダの朝顔が咲き、強い日差しを和らげてくれた。そんな中、今年はオリ

ンピックである。暑さも忘れてテレビにかじり付く。日本の選手の頑張る姿に応援、応援、そして感動。

『物流問題研究65号（2016年夏）』特集の部は、現下注目されている「物流の労働環境改善の取り組

み」を取り上げた。特に、労働時間については他の業種に比較して極めて長い状況となっており、時

短への取り組みが喫緊の課題だ。加えて、平成31年4月には中小事業者においても60時間超の時間外

手当は50%割増となる。時短実現に向けた早急な対策が求められている。本稿では物流業の実態や様々

な対応策を紹介していただいた。執筆者の皆様には、この場を借りてお礼を申し上げたい。

本誌は本学ホームページに掲載しており、誰でも閲覧できる。「知の共有」の場として少しでも役立

てばと考えている。

なお、本誌の掲載論文ならびにロジスティクス産学連携コンソーシアムのタイムリーな活動情報も、

ホームページにも掲載しており、是非お立ち寄りいただければ幸甚である。

http://www.rku.ac.jp/about/data/organizations/laboratory.html
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